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3　ヴォルフガング・ハーリヒの改革構想と一九五六年の東ドイツ

の
中
で
は
、
例
え
ば
法
治
国
家
を
目
指
す
ハ
ー
リ
ヒ
の
民
主
化
計
画
の
先
進
性
や
、

民
衆
と
の
連
携
の
弱
さ
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

。

　

ま
た
、
ハ
ー
リ
ヒ
事
件
は
一
九
五
六
年
の
国
際
情
勢
を
抜
き
に
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
年
、
ソ
連
共
産
党
大
会
で
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
行
わ
れ
、
ポ

ー
ラ
ン
ド
で
は
ゴ
ム
ウ
カ
が
権
力
の
座
に
つ
い
た
。
さ
ら
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
ラ
ー

コ
シ
と
ゲ
レ
ー
の
政
権
が
崩
壊
し
、ソ
連
に
よ
る
軍
事
侵
攻
と
い
う
結
果
に
至
っ
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
批
判
五
〇
周
年
を
迎
え
た
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
事
件
を
こ

の
変
動
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
研
究
も
生
ま
れ
て
い
る（

（
（

。
さ
ら
に
二
〇
一
〇

年
代
半
ば
か
ら
は
、
後
年
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
家
と
し
て
の
ハ
ー
リ
ヒ
を
、
後
の
東

ド
イ
ツ
の
反
対
派
で
あ
る
バ
ー
ロ
や
ハ
ー
ヴ
ェ
マ
ン
と
の
比
較
や
関
係
か
ら
論
じ
る

研
究
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る（

（
（

。

　

こ
れ
ま
で
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
政
治
行
動
の
是
非
や
構
想
の
実
現
可
能
性
が
詳
し
く
論

じ
ら
れ
る
一
方
で
、
一
九
五
六
年
に
彼
が
書
い
た
一
連
の
テ
ク
ス
ト
を
再
構
成
し
、

そ
の
特
徴
を
検
証
す
る
作
業
は
、
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え

ば
、
彼
は
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
作
ら
れ
た
国
家
と
社
会
の
仕
組
み
を
「
ス
タ
ー
リ
ニ

ズ
ム
」
と
呼
び
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
（
以
下
Ｓ
Ｅ
Ｄ
）
に
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム

 

　
　

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ー
リ
ヒ
の
改
革
構
想
と
一
九
五
六
年
の
東
ド
イ
ツ

　
　
　

伊
豆
田
俊
輔
　　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　

一
九
五
六
年
一
一
月
二
九
日
、
東
ド
イ
ツ
の
改
革
を
求
め
て
い
た
哲
学
者
の
ヴ
ォ

ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ー
リ
ヒ
（W

olfgang H
arich

、
一
九
二
三
‐
一
九
九
五
）
が
逮
捕

さ
れ
た
。
翌
年
三
月
の
裁
判
で
彼
に
は
懲
役
一
〇
年
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
ハ

ー
リ
ヒ
と
彼
が
勤
め
る
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
幹
部
た
ち
の
裁
判
は
公
開
で
行
わ
れ

た
。事
前
の
取
り
調
べ
で
検
察
に
脅
さ
れ
て
い
た
ハ
ー
リ
ヒ
は
、法
廷
で
自
ら
の「
罪
」

を
認
め
、
さ
ら
に
五
七
年
七
月
に
行
わ
れ
た
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
社
長
の
ヴ
ァ
ル
タ

ー
・
ヤ
ン
カ
（W

alter Janka

、
一
九
一
四
‐
一
九
九
四
）
た
ち
の
裁
判
で
は
、
検

察
側
証
人
と
し
て
法
廷
に
立
つ
こ
と
に
な
る（

（
（

。

　

ハ
ー
リ
ヒ
の
改
革
構
想
と
そ
の
失
敗
（
以
下
「
ハ
ー
リ
ヒ
事
件
」）
は
、
冷
戦
期

に
は
「
現
存
す
る
社
会
主
義
」
の
改
革
可
能
性
や
、
体
制
内
反
対
派
の
事
例
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
き
た（

（
（

。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
ヤ
ン
カ
の
告
発
的
回
想

録
の
出
版
を
き
っ
か
け
に
、
ハ
ー
リ
ヒ
と
ヤ
ン
カ
の
間
で
非
難
の
応
酬
と
な
り
、
議

論
は
知
識
人
の
倫
理
を
問
う
も
の
に
な
っ
た（

（
（

。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
当
事
者

が
遺
し
た
資
料
と
文
書
館
史
料
を
用
い
た
研
究
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
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と
の
決
別
を
訴
え
て
い
た
が
、そ
の
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、い
か
な
る
現
象
で
、

何
が
問
題
な
の
か
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
ー
リ
ヒ
事
件
の

背
景
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
ル
カ
ー
チ
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
て
き
た
た
め
、
東
ド

イ
ツ
に
お
け
る
芸
術
家
や
研
究
者
、
技
術
者
な
ど
、
よ
り
広
範
な
知
識
人
た
ち
と
の

共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ハ
ー

リ
ヒ
の
改
革
構
想
は
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
ど
の
程
度
同
時
代
の
東
ド
イ

ツ
の
知
識
人
た
ち
と
意
見
を
共
有
し
て
い
て
、
彼
の
独
自
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
以
上
の
論
点
に
留
意
し
つ
つ
、
本
論
で
は
ハ
ー
リ
ヒ
の
構
想
の
特
徴
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　

本
論
が
依
拠
す
る
史
料
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
著
作
集
や
自
伝
、
伝
記
、
ア
ウ
フ
バ
ウ

出
版
社
の
関
係
者
の
回
顧
録
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
の

知
識
人
が
第
二
〇
回
党
大
会
を
い
か
に
受
け
止
め
た
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ハ

ー
リ
ヒ
も
そ
の
結
成
か
ら
関
与
し
て
い
る
知
識
人
の
結
社
、「
文
化
同
盟
」（
以
下
、

同
盟
）
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
用
い
る（

（
（

。

　
　
　
　

２　

 

ハ
ー
リ
ヒ
の
経
歴

　
（
１
）
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
ま
で

　

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ー
リ
ヒ
は
一
九
二
三
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
生
ま

れ
た
。
父
親
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（W

alther H
arich

、
一
八
八
八
‐
一
九
三
一
）
は
作
家

で
あ
り
文
学
史
家
で
も
あ
っ
た
。
母
親
の
ア
ン
ネ
＝
リ
ー
ゼ
（A

nne Lise H
arich

、

一
八
九
八
‐
一
九
七
五
）
は
か
ね
て
か
ら
ナ
チ
に
批
判
的
で
あ
り
、
父
親
死
後
の
ヴ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
の
反
ナ
チ
的
な
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
。
彼
は
四
〇
年
に
ベ
ル

リ
ン
に
引
っ
越
し
、
そ
こ
で
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
通
っ
た
が
、
卒
業
資
格
試
験
で
書
い
た

ク
ラ
イ
ス
ト
に
関
す
る
文
学
論
が
反
ナ
チ
的
と
判
断
さ
れ
た
た
め
に
正
規
の
大
学
入

学
資
格
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た（

（
（

。

　

一
九
四
二
年
の
秋
に
ハ
ー
リ
ヒ
は
国
防
軍
に
招
集
さ
れ
た
。
彼
は
東
部
戦
線
に
送

ら
れ
た
が
、四
四
年
に
は
脱
走
に
成
功
し
、ベ
ル
リ
ン
の
反
ナ
チ
抵
抗
グ
ル
ー
プ
「
エ

ル
ン
ス
ト
」
に
加
わ
る（

（
（

。
エ
ル
ン
ス
ト
は
共
産
主
義
者
や
自
由
主
義
者
な
ど
、
多
様

な
人
び
と
が
活
動
す
る
団
体
だ
っ
た（

（1
（

。
彼
は
抵
抗
運
動
の
中
で
共
産
主
義
者
た
ち
と

知
り
合
い
、
レ
ー
ニ
ン
な
ど
の
著
作
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

（（
（

。

　

そ
し
て
一
九
四
五
年
四
月
の
ベ
ル
リ
ン
の
市
街
戦
な
か
で
ハ
ー
リ
ヒ
は
、
モ
ス
ク

ワ
亡
命
か
ら
帰
還
し
た
ド
イ
ツ
共
産
党
（
以
下
Ｋ
Ｐ
Ｄ
）
幹
部
や
ソ
連
軍
将
校
と
出

会
う（

（1
（

。
反
ナ
チ
活
動
家
と
し
て
信
頼
で
き
る
経
歴
の
た
め
、
彼
は
Ｋ
Ｐ
Ｄ
か
ら
も
ソ

連
占
領
軍
か
ら
も
有
用
な
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（
２
）
一
九
五
六
年
ま
で

　

戦
後
の
ハ
ー
リ
ヒ
は
そ
れ
ま
で
の
経
歴
と
才
能
を
活
か
し
、
批
評
や
学
問
、
出
版

の
分
野
で
活
躍
し
た
。
一
九
四
七
年
、
彼
は
正
式
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
学
生
と
な
っ

た
。
そ
し
て
翌
年
に
は
大
学
で
史
的
唯
物
論
や
政
治
経
済
学
を
教
授
す
る
為
の
講
師

養
成
講
座
を
修
了
し
、
同
大
学
教
育
学
部
の
講
師
に
な
っ
た（

（1
（

。
さ
ら
に
五
一
年
に
は

ヘ
ル
ダ
ー
に
関
す
る
論
文
で
博
士
号
を
取
得
し
、
そ
の
後
は
同
大
学
で
哲
学
史
の
講

義
を
担
当
す
る（

（1
（

。
同
時
に
雑
誌『
ヴ
ェ
ル
ト
ビ
ュ
ー
ネ
』や
新
聞『
ク
リ
ー
ア
』や『
テ

ー
ク
リ
ッ
ヒ
ェ
・
ル
ン
ト
シ
ャ
ウ
』
で
演
劇
や
時
事
問
題
を
論
じ
た
。
戦
後
間
も
な

い
時
期
か
ら
、
彼
は
ド
イ
ツ
国
民
や
領
土
の
分
断
に
反
対
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て

お
り
、
自
伝
で
は
そ
の
立
場
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
と
回
顧
し
て
い

る（
（1
（

。

　

一
九
四
六
年
二
月
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
Ｋ
Ｐ
Ｄ
に
入
党
し
た（

（1
（

。
そ
し
て
、
同
年
四
月
に

Ｋ
Ｐ
Ｄ
は
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
以
下
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
統
一
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
誕
生
し
た

た
め
、
彼
も
Ｓ
Ｅ
Ｄ
党
員
に
な
っ
て
い
る
。
五
二
年
以
降
、
彼
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
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講
師
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
め
ぐ
る
評
価
で
党
と
対
立
し
た（

（1
（

。
こ
の
論
争
で
彼
は
翌

年
五
月
に
党
か
ら
「
厳
重
注
意
処
分
」
を
受
け
、
さ
ら
に
精
神
的
な
負
担
か
ら
胃
潰

瘍
を
発
症
し
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
経
緯
で
入
院
中
だ
っ
た
た
め
、
五
三
年
年
六
月
一
七
日

の
労
働
者
蜂
起
や
そ
の
前
後
の
知
識
人
た
ち
の
改
革
運
動
に
彼
が
直
接
関
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た（

（1
（

。
た
だ
し
同
年
九
月
に
党
幹
部
の
エ
ル
ス
ナ―

に
向
け
て
、
東
ド
イ

ツ
の
報
道
機
関
の
改
善
を
要
請
す
る
建
白
書
を
書
い
て
い
る（

11
（

。
五
三
年
ま
で
に
ハ
ー

リ
ヒ
は
党
の
教
条
的
な
姿
勢
に
対
し
て
、
批
判
的
な
態
度
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
学
の
仕
事
に
加
え
て
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
一
九
五
一
年
か
ら
東
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
フ
バ

ウ
出
版
社
の
原
稿
審
査
部
の
副
主
任
と
し
て
も
働
き
始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
ル

カ
ー
チ
や
ブ
ロ
ッ
ホ
な
ど
の
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
の
作
品
の
編
集
を
手
掛
け

て
い
っ
た（

1（
（

。

　
　
　

 

３　

一
九
五
六
年
の
ソ
連
の
変
動
と
東
ド
イ
ツ

　
（
１
）
第
二
〇
回
ソ
連
共
産
党
大
会
と
Ｓ
Ｅ
Ｄ
指
導
部
の
対
応

　

ハ
ー
リ
ヒ
の
改
革
構
想
が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、
本
章
で
は
ソ
連
共
産
党
第

二
〇
回
大
会
と
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
東
ド
イ
ツ
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の

か
を
確
認
す
る
。

　

一
九
五
六
年
二
月
の
第
二
〇
回
党
ソ
連
共
産
党
大
会
で
は
従
来
の
路
線
が
一
部
変

更
さ
れ
、東
西
陣
営
の
平
和
共
存
や
社
会
主
義
へ
の
移
行
の
多
様
性
が
提
示
さ
れ
た
。

さ
ら
に
会
議
直
後
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
は
東
欧
の
国
々
に
衝

撃
を
与
え
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
東
ド
イ
ツ
政
府
は
限
定
的
に
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
受
容
し
た
。

例
え
ば
党
第
一
書
記
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
党
機
関
紙
上
で
「
ス
タ
ー

リ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
に
は
数
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
後
、

党
指
導
部
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
神
格
化
す
る
こ
と
は
止
め
、
一
部
政
治
犯
を
釈
放
し
、

粛
清
で
排
除
さ
れ
て
い
た
党
員
の
党
へ
の
復
帰
を
許
し
た（

11
（

。
し
か
し
、
変
化
は
こ
れ

で
打
ち
止
め
と
な
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
政
策
の
過
ち
に
つ
い
て
の

議
論
を
限
定
し
た
も
の
に
留
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
（
２
）
東
ド
イ
ツ
知
識
人
た
ち
の
反
応

　

第
二
〇
回
党
大
会
に
対
す
る
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
の
反
応
は
、
五
つ
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
過
去
に
ま
つ
わ
る
タ
ブ
ー
が
打
ち
破
ら

れ
て
き
て
い
る
と
い
う
解
放
感
で
あ
る
。
ハ
ー
リ
ヒ
と
親
し
く
、
同
盟
の
機
関
紙

『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
の
副
編
集
長
を
務
め
て
い
た
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ス
ト
（G

ustav Just

、

一
九
二
一
‐
二
〇
一
一
）
は
、
一
九
五
七
年
二
月
の
日
記
で
、
前
年
夏
の
社
内
の
雰

囲
気
を
以
下
の
よ
う
に
振
り
返
っ
た
。

雪
解
け
は
、
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
よ
う
な
厳
し
い
吹
雪
を
過
去
の
も
の
に

し
た
様
に
私
た
ち
に
は
見
え
た
。
地
に
花
を
咲
か
せ
果
実
を
結
ば
せ
る
に
は
、

あ
と
は
長
く
穏
や
か
な
太
陽
が
作
用
す
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。
旧
来
の
路
線

の
代
表
者
は
あ
ら
ゆ
る
国
で
引
退
し
た
。
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
演
説
を
し
な
く

な
り
記
事
も
書
か
な
く
な
っ
た
。
ポ

ー
ラ
ン
ド
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
ナ
ト
ー

リ
ン
派
の
批
判
や
、
ゴ
ム
ウ
カ
の
抑

え
よ
う
の
な
い
地
位
上
昇
に
つ
い
て

の
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た（

11
（

。

さ
ら
に
一
〇
月
二
一
日
の
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
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紙
の
記
事
で
、
筆
者
の
ユ
ス
ト
は
東
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
た
ち
を
女
神
に
な
ぞ
ら
え
、

従
来
の
芸
術
政
策
が
彼
女
た
ち
に「
何
百
キ
ロ
の
重
し
」を
つ
け
て
き
た
と
し
た（
図

参
照
）。
し
か
し
、「
最
近
三
年
間
、
と
り
わ
け
第
二
〇
回
党
大
会
の
後
か
ら
は
〔
…
〕

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
障
害
物
が
、
政
治
の
領
域
で
は
存

在
し
な
く
な
っ
た
」
と
す
る（

11
（

。
二
つ
の
史
料
か
ら
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
抑
圧
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
現
在
は
そ
れ
を
批
判
で
き
る
と
い
う
意
識
と
、
時

流
が
自
分
た
ち
に
味
方
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
垣
間
見
え
る
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
粛
清
の
加
害
者
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

例
え
ば
三
月
二
〇
日
、
同
盟
の
ハ
レ
県
の
会
議
で
は
、
或
る
参
加
者
か
ら
「
ス
タ
ー

リ
ン
に
関
し
て
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
単
な
る
批
判
で
は
な
く
、
自
己
批
判
で
も

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
中
央
委
員
会
の
同
志
た
ち
は
、
こ
れ
を
一
緒
に
な
っ
て
許
容
し
て

き
た
の
だ
か
ら
」
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た（

11
（

。
そ
し
て
こ
の
半
年
後
の
九
月
二
八
日
の

同
盟
の
エ
ア
フ
ル
ト
県
会
議
に
お
け
る
或
る
医
師
の
発
言
は
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

ソ
連
共
産
党
の
中
央
委
員
会
メ
ン
バ
ー
は
ス
タ
ー
リ
ン
存
命
中
に
個
人
崇
拝

に
反
対
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
、
そ
う
す
れ
ば
消
さ

れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
、

戦
争
犯
罪
者
た
ち
が
「
総
統
」
の
命
を
実
行
し
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
。
彼

ら
も
同
じ
よ
う
に
弁
解
し
た
の
だ
。
従
わ
な
け
れ
ば
消
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う

か
ら
と
言
っ
て（

11
（

。

　

ス
タ
ー
リ
ン
と
そ
の
配
下
の
者
た
ち
を
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
で
の
被
告
人
の
弁

明
に
な
ぞ
ら
え
た
批
判
は
調
査
の
限
り
で
は
こ
れ
の
み
で
、
や
や
極
端
な
例
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
ロ
ル
を
批
判
す
る
以
上
、
そ
の
共
犯
者
の
罪
も
問

う
べ
き
と
い
う
点
で
、
二
つ
の
史
料
に
は
共
通
性
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
経
済
上
の
問
題
と
し
て
、
官
僚
主
義
へ
の
批

判
が
噴
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
官
僚
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
中
央
の
官

庁
や
党
が
現
場
の
状
況
を
鑑
み
な
い
で
法
律
や
行
政
指
令
、
生
産
ノ
ル
マ
を
定
め
る

こ
と
で
、
生
産
現
場
で
困
難
が
生
じ
る
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
し
て
、

九
月
二
九
日
、
エ
ア
フ
ル
ト
県
支
部
か
ら
同
盟
中
央
に
送
ら
れ
た
報
告
で
は
、
官
僚

主
義
が
西
ド
イ
ツ
へ
の
人
材
流
出
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。

最
良
の
理
想
と
意
図
は
、
官
僚
主
義
化
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
反
対
の
も
の

に
転
じ
て
し
ま
っ
た
。〔
…
〕
共
和
国
逃
亡
〔
西
ド
イ
ツ
へ
の
逃
亡―

筆
者
〕

と
そ
の
他
の
現
象
よ
り
も
ひ
ど
い
の
は
、
官
僚
主
義
を
前
に
し
て
知
識
人
た

ち
の
心
が
折
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
二
つ
の
可
能

性
し
か
な
い
。
共
和
国
を
去
る
か
、
諦
め
て
隠
遁
す
る
か
だ（

11
（

。

　

さ
ら
に
五
六
年
六
月
八
、九
日
に
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
と
ロ
ス
ト
ッ
ク
行
わ
れ
た
同

盟
の
会
議
で
は
、
行
き
過
ぎ
た
中
央
集
権
的
な
東
ド
イ
ツ
国
家
の
仕
組
み
に
対
す
る

改
善
案
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
盟
の
事
務
責
任
者
で
あ
っ
た
ク
ネ
シ
ュ
ケ
は
こ
の

会
議
に
つ
い
て
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
に
寄
稿
し
、
目
下
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
県
や

郡
、
市
町
村
の
議
会
に
よ
り
多
く
の
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
書
い
て
い

る（
11
（

。
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
は
、
様
々
な
権
限
が
過
剰
に
中
央
政
府
・
党
に
集
ま
っ
て
い

る
状
況
へ
の
批
判
を
巻
き
起
こ
し
、
対
処
策
と
し
て
分
権
化
ま
で
語
ら
れ
始
め
た
こ

と
が
分
か
る
。

　

第
四
の
特
徴
は
、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
の
問
題
が
語
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
一
例
が
三
月
二
一
日
に
シ
ュ
ヴ
ェ
リ
ー
ン
県
で
記
録
さ
れ
た
或
る
建
築
関
係
の

技
術
者
の
訴
え
で
あ
る
。
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こ
れ
以
上
は
も
は
や
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
起
き
た
。〔
建
築
の―

筆
者
〕
企
画
局
の
同
僚
Ｓ
は
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
病
院
を
増
築
し
た
た
め
に

逮
捕
さ
れ
、
八
か
月
間
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
た
の
ち
、
何
も
言
わ
な
い
ま
ま
釈

放
さ
れ
た
。
彼
の
有
罪
判
決
は
報
道
で
公
に
さ
れ
た
が
、
彼
の
釈
放
は
公
に

さ
れ
な
か
っ
た
。
二
人
の
同
僚
は
意
気
阻
喪
し
て
西
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

〔
…
〕
同
僚
Ｓ
が
無
罪
で
あ
る
こ
と
が
公
に
周
知
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
し
、

同
じ
よ
う
に
、
本
当
の
罪
人
が
公
表
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い（

1（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
法
的
安
定
性
が
損
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
怒
り
と
、
か
つ
て
の
過

ち
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
体
制
と
メ
デ
ィ
ア
へ
の
不
信
が
に
じ
み
出
て
い
る
。ま
た
、

「
本
当
の
罪
人
」
は
ま
だ
ど
こ
か
に
い
て
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
る
こ
と
は
、

体
制
に
対
す
る
告
発
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。

　

第
五
番
目
の
特
徴
と
し
て
、
東
ド
イ
ツ
の
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
に
対
す

る
批
判
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
同
盟
の
エ
ア
フ
ル
ト
県
か
ら
送
ら

れ
た
一
〇
月
一
九
日
付
の
報
告
で
は
、
二
人
の
医
師
と
一
人
の
薬
剤
師
の
会
話
の
一

部
が
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

同
志
ス
タ
ー
リ
ン
の
個
人
崇
拝
に
関
連
し
て
、
実
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

が
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
幹
部
た
ち
の
評
判
は
ひ
ど
く
落
ち
て
い
る
。〔
…
〕
と
い
う
の
も
、

彼
ら
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
天
才
的
政
治
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
世
界
で
最
も

偉
大
な
野
戦
司
令
官
で
科
学
者
で
あ
る
と
褒
め
称
え
て
い
た
当
の
人
び
と
だ

っ
た
か
ら
だ
。
今こ
ん
に
ち日
、
急
に
ス
タ
ー
リ
ン
像
を
消
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

ス
タ
ー
リ
ン
の
本
は
段
々
と
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
崇
拝

は
今
後
も
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、保
育
園
の
子
供
た
ち
が「
我
々

の
最
愛
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ピ
ー
ク
〔
大
統
領

−

筆
者
〕
像
に
投
げ
キ
ッ
ス

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
／
小
学
五
年
生
の
子
供
た
ち

は
も
は
や
教
師
を
全
く
信
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
明
日
か
明
後
日
に
は
全
く

別
の
事
を
言
う
だ
ろ
う
か
ら（

11
（

」。

　

こ
こ
で
は
、
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
が
東
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
の
問
題
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
問
題
は
一
人
の
専
制
的
支
配
者
で
は
な
く
、
専
制
を

可
能
に
し
た
構
造
に
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
録
に
は
、
党
の
云
う
こ
と
は
朝
令
暮
改

で
あ
り
、
支
配
者
を
い
ち
い
ち
信
じ
る
だ
け
無
駄
だ
と
い
う
シ
ニ
カ
ル
な
洞
察
が
含

ま
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
支
配
の
正
当
性
に
傷
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
　
　
　

４　

ハ
ー
リ
ヒ
の
改
革
構
想

　
（
１
）
一
九
五
六
年
の
ハ
ー
リ
ヒ
の
行
動

　

ハ
ー
リ
ヒ
は
一
九
五
六
年
四
月
一
五
日
の
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
に
寄
稿
し
、
ス
タ
ー

リ
ン
が
打
ち
出
し
た
個
々
の
テ
ー
ゼ
以
上
に
、
支
配
者
の
裁
定
が
「
ド
グ
マ
」
に
な

っ
て
し
ま
う
構
造
を
検
証
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た（

11
（

。
さ
ら
に
こ
の
年
の
夏
、

ル
カ
ー
チ
が
ベ
ル
リ
ン
の
ハ
ー
リ
ヒ
宅
に
客
人
と
し
て
宿
泊
し
た
。
こ
の
時
以
降
、

ル
カ
ー
チ
に
倣
い
ハ
ー
リ
ヒ
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
作
ら
れ
た
体
制
と
い
う
意
味

で
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た（

11
（

。

　

一
〇
月
前
半
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ハ
イ
ネ
会
議
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
知
識
人
（
マ
ル
セ
ル
・
ラ
イ
ヒ
＝
ラ
ニ
ツ
キ
な
ど
）
と
会
い
、
ゴ
ム
ウ
カ
復
権

直
前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
一
労
働
者
党
の
雰
囲
気
を
伝
え
ら
れ
た（

11
（

。
そ
し
て
一
〇
月
後

半
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
情
勢
が
緊
迫
す
る
と
、
ハ
ー
リ
ヒ
た
ち
は
具
体
的
な
計
画
を
練

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
と
『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』
編
集
部
は
、
ハ
ー
リ
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ヒ
や
ヤ
ン
カ
、
ユ
ス
ト
た
ち
の
議
論
の
場
に
な
っ
た（

11
（

。
彼
ら
は
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
を
退

陣
さ
せ
て
東
ド
イ
ツ
を
改
革
す
る
こ
と
で
お
お
む
ね
意
見
を
一
に
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
回
想
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
粛
清
の
被
害
者
で
あ
る
メ
ル
カ

ー
を
党
の
新
し
い
指
導
者
に
担
ぐ
案
が
ヤ
ン
カ
か
ら
出
さ
れ
た
と
い
う（

11
（

。

　

一
〇
月
二
五
日
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
ベ
ル
リ
ン
の
ソ
連
大
使
プ
ー
シ
キ
ン
に
呼
び
出
さ

れ
た
。
大
使
の
目
的
は
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
た
ち
の
動
向
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ハ
ー
リ
ヒ
は
こ
の
会
談
前
か
ら
、
知
人
の
ソ
連
大
使
館
の
書
記
を
通
じ
て
、
社
会
主

義
陣
営
の
課
題
と
東
ド
イ
ツ
の
改
革
に
関
す
る
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
構

想
を
プ
ー
シ
キ
ン
に
渡
し
て
い
た
。会
談
は
こ
の
建
白
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
が
、

ハ
ー
リ
ヒ
の
案
は
す
べ
て
プ
ー
シ
キ
ン
に
却
下
さ
れ
た（

11
（

。

　

ハ
ー
リ
ヒ
は
続
い
て
、
東
ド
イ
ツ
で
は
非
合
法
組
織
で
あ
る
東
ベ
ル
リ
ン
Ｓ
Ｐ
Ｄ

東
側
事
務
局
と
秘
密
裏
に
接
触
を
試
み
た
。
一
一
月
初
旬
に
複
数
回
Ｓ
Ｐ
Ｄ
側
に
出

向
き
、
自
ら
の
考
え
を
説
明
し
、
支
援
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
具
体

的
な
援
助
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た（

11
（

。

　

一
一
月
二
一
日
に
は
ヤ
ン
カ
の
自
宅
で
、
ハ
ー
リ
ヒ
と
ユ
ス
ト
、『
ゾ
ン
タ
ー
ク
』

編
集
長
の
ハ
イ
ン
ツ
・
ツ
ェ
ー
ガ
ー
、
メ
ル
カ
ー
た
ち
が
集
ま
っ
た（

11
（

。
な
お
、
こ
の

少
し
前
の
一
一
月
初
旬
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
ユ
ス
ト
か
ら
改
革
案
を
一
つ
の
文
書
に
ま
と

め
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
党
中
央
委
員
会
に
提
出
す
る
か
、

機
関
紙
の
『
統
一
』
に
掲
載
さ
せ
る
こ
と
で
党
内
に
議
論
を
生
む
こ
と
が
執
筆
当
初

の
ハ
ー
リ
ヒ
た
ち
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

1（
（

。そ
し
て
ヤ
ン
カ
宅
の
会
合
の
翌
日
、

一
一
月
二
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
に
ハ
ー
リ
ヒ
は
彼
の
改
革
案
の
総
決
算
で
あ
る

「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
ほ
ぼ
一
人
で
書
き
あ
げ
た（

11
（

。
そ
の
直
後
、
西
ド
イ
ツ
の

知
識
人
と
の
連
携
を
強
め
る
た
め
、
彼
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
飛
ん
だ
。
こ
こ
で
彼
は
雑

誌
『
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ェ
』
の
編
集
長
ハ
ン
ス
・
フ
フ
ツ
キ
ー
や
、『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ル
ド
ル
フ
・
ア
ウ
グ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
会
っ
て
い
る
。
し
か
し

彼
ら
か
ら
具
体
的
な
言
質
や
協
力
は
得
ら
れ
な
か
っ
た（

11
（

。
そ
し
て
一
一
月
二
九
日
に

帰
国
し
、
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
に
短
時
間
滞
在
し
た
の
ち
に
帰
宅
し
た
。
そ
し
て
こ

の
時
、
自
宅
で
ハ
ー
リ
ヒ
は
逮
捕
さ
れ
た
。「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
公
表
前
に

差
し
押
さ
え
ら
れ
、
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
の
も
と
に
送
ら
れ
た
。
そ
の
一
週
間
後
の
十
二

月
六
日
に
は
ヤ
ン
カ
が
逮
捕
さ
れ
、
翌
年
三
月
、
ユ
ス
ト
と
ツ
ェ
ー
ガ
ー
も
逮
捕
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
２
）「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
の
道
の
特
殊
性
に
つ
い
て
」

　

逮
捕
さ
れ
る
ま
で
に
ハ
ー
リ
ヒ
は
複
数
の
改
革
案
を
書
い
て
い
る
。
一
九
五
六
年

夏
に
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
の
道
の
特
殊
性
に
つ
い
て
」（
以

下「
特
殊
性
」）と
い
う
覚
書
を
作
成
し
た（

11
（

。
東
西
ド
イ
ツ
の
現
状
分
析
だ
け
で
な
く
、

党
指
導
部
の
交
代
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ソ
連
大
使
か
Ｓ
Ｅ
Ｄ
指
導
部
に
提

示
す
る
た
め
作
ら
れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
特
殊
性
」
は
五
章
か
ら
成
り
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
の
諸
条
件
を
検
討
し
て
い
る
。

第
一
、二
章
で
は
現
状
分
析
が
行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
主
義
の
発
展
に
と

っ
て
有
利
な
条
件
と
不
利
な
条
件
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
第
二
〇
回
党
大
会
以
降
、

西
側
の
共
産
主
義
政
党
に
と
っ
て
、
社
会
民
主
主
義
者
や
自
由
主
義
者
た
ち
と
同
盟

し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
と
法
治
国
家
、
市
民
的
自
由
を
押
し
進
め
る
こ
と
で
、

社
会
主
義
を
目
指
す
戦
略
が
可
能
に
な
っ
た（

11
（

。
し
か
し
、
社
会
主
義
陣
営
に
不
利
な

条
件
も
存
在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
目
下
の
西
ド
イ
ツ
は
好
景
気
で
あ
り
、
生
活
水

準
も
高
く
、
体
制
危
機
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
西
ド
イ
ツ
の
共
産
党
は
孤

立
し
、
全
く
影
響
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
東
ド
イ
ツ
が
西
ド
イ
ツ
の
人
々

に
と
っ
て
、
社
会
主
義
の
「
心
躍
る
よ
う
な
見
本
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
、
ぞ
っ

と
す
る
よ
う
な
効
果
を
出
し
て
い
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

11
（

。

　

第
三
章
か
ら
五
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
提
案
が
述
べ
ら
れ
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る
。
三
章
で
は
、
東
ド
イ
ツ
が
将
来
の
全
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
主
義
化
の
橋
頭
堡

で
あ
る
も
の
の
、
当
面
は
東
ド
イ
ツ
だ
け
で
社
会
主
義
へ
の
移
行
を
完
遂
す
る
べ
き

で
な
い
と
論
じ
ら
れ
る（

11
（

。
四
章
で
は
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る
。
東
ド
イ
ツ
に
お
け

る
過
度
な
中
央
集
権
化
と
官
僚
主
義
化
、
農
業
政
策
の
失
敗
、
中
間
層
へ
の
経
済
的

な
圧
迫
、
知
識
人
へ
の
思
想
統
制
、
法
の
恣
意
的
運
用
ゆ
え
に
、
東
ド
イ
ツ
と
Ｓ
Ｅ

Ｄ
は
、
西
ド
イ
ツ
の
大
衆
か
ら
の
支
持
を
期
待
で
き
な
い（

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
東
ド

イ
ツ
が
前
述
の
問
題
を
解
決
し
な
い
ま
ま
社
会
主
義
へ
の
道
を
進
ん
で
も
、
ド
イ
ツ

統
一
を
困
難
に
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
五
章
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
ド
イ
ツ

統
一
に
向
け
て
取
る
べ
き
戦
略
が
述
べ
ら
れ
る
。
党
は
東
ド
イ
ツ
内
に
お
い
て
は
権

力
を
維
持
し
、
そ
の
支
配
機
構
を
手
放
し
て
は
な
ら
な
い（

11
（

。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
の

社
会
主
義
勢
力
が
革
命
路
線
を
取
る
必
要
は
な
い
。
彼
ら
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主

義
に
お
け
る
個
人
の
自
由
や
法
治
国
家
と
言
っ
た
要
素
を
守
り
つ
つ
、
そ
れ
を
よ
り

高
い
次
元
に
発
展
さ
せ
、「
議
会
を
通
じ
た
、
労
働
者
に
よ
る
平
和
的
権
力
掌
握
」

を
目
指
す
べ
き
と
さ
れ
る（

11
（

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
経
路
で
社
会
主

義
へ
の
移
行
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
を
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
の

道
の
特
殊
性
」
の
要
諦
で
あ
る
と
す
る（

1（
（

。

　

最
後
に
ハ
ー
リ
ヒ
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
国
内
に
お
い
て
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
、
党

の
自
己
批
判
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
政
策
の
過
ち
を
糺

す
た
め
の
障
害
と
化
し
て
い
る
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
は
解
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
恣
意

的
な
法
の
運
用
に
責
め
を
負
う
べ
き
法
務
大
臣
の
ヒ
ル
デ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
検
事
総

長
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
メ
ー
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
も
罷
免
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た（

11
（

。

　
（
３
）「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」

　
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
は
、
五
六
年
一
〇
月
の
プ
ー
シ
キ
ン
と
の
会
談
前
に
ハ
ー
リ

ヒ
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
世
界
の
社
会
主
義
運
動
の

課
題
を
論
じ
た
も
の
で
、
三
つ
の
章
と
二
つ
の
付
録
か
ら
な
る
。

　

第
一
章
「
世
界
史
情
勢
に
つ
い
て
」
で
は
、
核
兵
器
の
時
代
に
お
い
て
、
資
本
主

義
陣
営
と
社
会
主
義
陣
営
は
平
和
裏
に
経
済
面
で
の
競
争
を
行
っ
て
優
劣
を
決
め
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
が
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
長
期
的
に
見
る
と
、
核
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
と
生
産
の
自
動
化
が
大
量
失
業
を
西
側
諸
国
に
も
た
ら
し
、
さ
ら

に
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
世
界
で
の
植
民
地
解
放
闘
争
が
西
側
諸
国
の
市
場
を
奪
う

こ
と
で
、
資
本
主
義
の
矛
盾
は
先
鋭
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う（

11
（

。

　

第
二
章
「
社
会
主
義
勢
力
の
諸
課
題
」
で
は
、
こ
う
し
た
世
界
史
の
趨
勢
に
お
い

て
、社
会
主
義
に
至
る
経
路
が
民
族
ご
と
に
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　

各
国
の
労
働
者
階
級
は
、
そ
の
た
め
に
普
遍
的
な
手
本
な
ど
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　

の
特
殊
な
道
を
通
っ
て
、
当
該
の
国
と
人
民
の
国
民
的
伝
統
と
特
殊
歴
史
的
な

　
　

条
件
に
適
し
た
自
分
た
ち
独
自
の
道
を
通
っ
て
、
社
会
主
義
へ
と
到
達
し
な
け

　
　

れ
ば
い
け
な
い（

11
（

。

　

こ
う
し
た
移
行
を
妨
げ
て
い
る
の
が
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
第
三
章
「
ス
タ

ー
リ
ニ
ズ
ム
の
本
質
」
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
を
歴
史
的
な
淵
源
か
ら
説
明
す
る

こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
は
個
人
崇
拝
や
指
導
者
の
人
格
の
問
題
と

し
て
は
説
明
で
き
な
い（

11
（

。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
権
力
を
握
る
以
前
の

ロ
シ
ア
が
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
条
件
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
革
命
前
の
ロ
シ
ア
は

「
と
て
つ
も
な
く
後
進
的
」
で
あ
り
、「
圧
倒
的
な
農
業
生
産
国
で
、
圧
倒
的
大
多
数

が
後
進
的
で
〔
…
〕
か
つ
多
く
が
識
字
化
さ
れ
て
い
な
い
農
民
の
」
国
で
あ
っ
た（

11
（

。

こ
う
し
た
国
を
革
命
と
内
戦
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
見
舞
っ
た
。
内
外
の
敵
に
対
抗

す
る
た
め
、「
生
産
は
極
端
に
中
央
集
権
化
さ
れ
、
強
力
な
官
僚
機
構
に
よ
っ
て
支
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持
さ
れ
、
強
力
で
テ
ロ
ル
を
伴
う
警
察
国
家
に
よ
っ
て
」
自
ら
を
防
衛
す
る
必
要
が

生
じ
た（

11
（

。
す
な
わ
ち
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
は
、「
一
国
で
社
会
主
義
を
建
設
す
る

理
論
と
実
践
」
で
あ
り
、
不
利
な
形
で
誕
生
し
た
社
会
主
義
国
家
を
防
衛
す
る
た
め

に
取
っ
た
必
要
悪
で
あ
っ
た（

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
悪
条
件
は
大

幅
に
取
り
除
か
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ソ
連
は
世
界
か
ら
孤
立
し
た
存
在
で

は
な
く
な
っ
た
。
東
欧
に
は
社
会
主
義
諸
国
が
成
立
し
、
東
ア
ジ
ア
で
も
中
国
共
産

党
が
権
力
を
握
っ
た
。
さ
ら
に
、
世
界
中
の
植
民
地
で
は
資
本
主
義
体
制
の
宗
主
国

に
対
す
る
闘
争
が
拡
大
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
こ
う
し
て
ハ
ー
リ
ヒ
は
、
ス
タ
ー

リ
ニ
ズ
ム
を
歴
史
的
に
特
殊
な
事
例
で
あ
り
、
そ
の
発
展
モ
デ
ル
が
他
の
民
族
に
も

「
普
遍
的
に
当
て
は
ま
る
」
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
付
け
る（

1（
（

。

　

そ
し
て
付
録
部
分
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
旧
Ｋ
Ｐ
Ｄ
と
Ｓ
Ｅ
Ｄ
が
犯
し
た
過

ち
を
認
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
粛
清
の
責
任
者
で
あ
る
ウ
ル
ブ
リ

ヒ
ト
の
解
任
と
、
粛
清
に
関
与
し
て
い
な
い
政
治
家
が
政
治
局
に
入
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た（

11
（

。

　
（
４
）「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」

　
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
党
改
革
に
始
ま
り
、
東
ド
イ
ツ
改
革
を
経
て
、
東
西

ド
イ
ツ
統
一
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
包
括
的
な
構
想
書
で
あ
る（

11
（

。

　
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」は
、Ａ「
党
」、Ｂ
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
特
殊
な
道
」、

Ｃ
「
早
急
に
取
る
べ
き
措
置
」
の
三
部
か
ら
な
る
。
Ａ
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
改
革
を
主
眼
と
し

て
い
る
。
ハ
ー
リ
ヒ
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
党
内
の
民
主
主
義
を
再
生
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
た
め
に
ま
ず
必
要
な
の
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
粛
清
を
過
ち
と

し
て
認
め
、「
ベ
リ
ヤ
の
一
味
の
犯
罪
行
為
に
加
担
し
た
者
」
に
相
応
の
処
分
を
下

す
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
ハ
ー
リ
ヒ
は
こ
う
し
た
変
化
を
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
国
際

的
な
戦
い
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
八
年
以
降
の
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
の
行
動
や
五
三
年
の
東
ド
イ
ツ
の
六
月
事
件
、
五
六
年
の
ソ
連
共
産
党
第

二
〇
回
大
会
、
中
国
共
産
党
第
八
回
大
会
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
政
変
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の

民
衆
蜂
起
が
こ
の
戦
い
の
一
環
と
さ
れ
る（

11
（

。
さ
ら
に
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
特

殊
な
道
」
を
承
認
し
、
西
ド
イ
ツ
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
意
思
疎
通
を
改
善
し
、
労
働
者
運

動
に
統
一
を
も
た
ら
す
こ
と
が
S
E
D
の
課
題
と
さ
れ
た（

11
（

。

　

Ｂ
で
は
、
東
ド
イ
ツ
改
革
と
東
西
ド
イ
ツ
統
一
ま
で
の
道
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
ハ

ー
リ
ヒ
は
こ
こ
で
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
党
と
国
家
機
構
を
可
能
な
限
り
分
離
し
、
後

者
を
分
権
的
で
議
会
主
義
的
な
も
の
に
組
み
替
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
た
だ
し
、

東
ド
イ
ツ
で
Ｓ
Ｅ
Ｄ
は
権
力
を
握
り
続
け
、
民
主
化
の
主
導
権
を
手
放
し
て
は
な
ら

な
い（

11
（

。
分
権
の
た
め
に
は
、
現
行
の
「
県
」
を
廃
止
し
、
独
自
の
政
府
と
議
会
を
持

つ
五
つ
の
「
州
」
の
復
活
が
提
唱
さ
れ
た（

11
（

。
こ
う
し
て
、
基
礎
自
治
体―

州―

共

和
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
を
持
ち
、
可
能
な
限
り
下
位
の
議
会
に
政
治
経
済
上
の
決

定
権
が
移
さ
れ
る（

11
（

。
ま
た
選
挙
は
「
統
一
リ
ス
ト
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
、
候

補
者
の
数
を
選
出
さ
れ
る
定
数
よ
り
も
多
く
す
る
こ
と
で
、
有
権
者
に
選
択
の
機
会

を
与
え
る（

1（
（

。
同
時
に
企
業
の
裁
量
余
地
と
責
任
を
増
や
し
、
経
済
を
分
権
化
し
て
い

く
こ
と
で
、
官
僚
主
義
の
弊
害
を
防
ぐ（

11
（

。
さ
ら
に
、
国
家
保
安
省
と
関
連
諸
組
織
は

解
体
さ
れ
、
そ
の
代
り
に
人
民
警
察
の
刑
事
部
門
に
政
治
課
を
設
置
す
る
。
同
時
に

人
民
警
察
は
各
地
域
の
議
会
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
。
ま
た
、
警
察
の
取
り
調
べ
の

手
続
き
な
ど
、
市
民
の
権
利
に
対
す
る
法
治
国
家
と
し
て
の
保
障
を
求
め
て
い
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
改
革
が
十
分
に
行
わ
れ
、
東
ド
イ
ツ
が
全
ド
イ
ツ
で
モ
デ
ル
と
し
て
魅

力
を
持
っ
た
時
に
の
み
、
ド
イ
ツ
統
一
の
好
機
が
訪
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
西

ド
イ
ツ
の
連
邦
議
会
選
挙
で
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
勝
利
し
た
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｄ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
協
力

す
る
こ
と
で
、
社
会
主
義
勢
力
が
主
導
す
る
ド
イ
ツ
統
一
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る（

11
（

。

そ
し
て
、
東
ド
イ
ツ
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
か
ら
、
西
ド
イ
ツ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら

離
脱
し
、
中
立
化
し
た
全
ド
イ
ツ
で
選
挙
を
行
う
こ
と
で
統
一
が
達
成
さ
れ
る
と
い
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う
展
望
が
示
さ
れ
る（

11
（

。

　

最
後
の
Ｃ
で
は
、
即
時
に
党
が
行
う
べ
き
行
動
が
簡
潔
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
党

は
中
央
委
員
会
を
招
集
し
、
新
し
い
政
治
局
員
を
選
出
す
る
。
そ
の
後
、
新
し
い
政

治
局
が
中
心
に
な
っ
て
、
党
内
の
極
端
な
ス
タ
ー
リ
ニ
ス
ト
を
排
除
し
、
政
府
を
立

て
直
す
。
そ
し
て
新
し
い
方
針
に
つ
い
て
モ
ス
ク
ワ
か
ら
許
可
を
取
り
、
実
行
に
移

す
べ
き
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　　
（
５
）
ハ
ー
リ
ヒ
の
構
想
の
特
徴

　

三
つ
の
構
想
の
内
容
と
構
成
の
特
徴
は
、以
下
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ー
リ
ヒ
の
構
想
の
第
一
の
特
徴
は
、
社
会
主
義
陣
営
の
優
越
性
の
確
信
で
あ
る
。

ハ
ー
リ
ヒ
の
見
通
し
は
、
た
し
か
に
楽
観
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
史
の
趨
勢

が
自
ら
に
与
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
に
は
根
拠
が
あ
っ
た
。「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
で

詳
述
さ
れ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
反
植
民
地
闘
争
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
、
生
産

技
術
や
科
学
技
術
の
向
上
は
社
会
主
義
陣
営
に
資
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。さ
ら
に
、

第
二
〇
回
党
大
会
を
経
て
、
社
会
主
義
陣
営
の
自
己
改
革
能
力
へ
の
信
頼
は
一
時
的

に
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
展
望
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
と
ア
ウ
フ
バ
ウ
出
版
社
の
仲
間

た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
構
想
の
体
系
的
で
包
括
的
な
性
格
で
あ
る
。
ハ
ー
リ
ヒ
は
、
現

在
の
行
政
や
司
法
の
問
題
を
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
作
ら
れ
た
政
治
体
制
が
有
す
る

問
題
と
し
て
歴
史
的
に
説
明
し
、
同
時
に
対
処
療
法
に
留
ま
ら
な
い
改
善
案
を
提
示

で
き
た
。
中
央
集
権
的
な
官
僚
主
義
の
問
題
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地
方
議
会

や
企
業
へ
の
権
限
移
譲
が
説
か
れ
、
法
の
恣
意
的
運
用
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
立
法
府

に
よ
る
行
政
の
監
視
が
提
示
さ
れ
た
。
同
盟
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、
ハ
ー
リ
ヒ

と
同
盟
の
会
員
た
ち
は
、
官
僚
主
義
批
判
と
法
治
国
家
の
要
求
を
共
有
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る（

11
（

。
こ
う
し
た
意
味
で
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
同
時
代
の
東
ド
イ
ツ
知
識
人
を
あ

る
程
度
代
表
す
る
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

第
三
の
特
徴
は
、
彼
が
終
始
一
貫
し
て
「
上
か
ら
」
の
改
革
を
企
図
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
改
革
の
主
体
は
Ｓ
Ｅ
Ｄ
で
あ
っ
た
。「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
は
ソ
連
大
使

プ
ー
シ
キ
ン
に
提
出
さ
れ
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
党
中
央
委
員
会
に
提
示
す

る
予
定
で
あ
っ
た
。
三
つ
の
構
想
は
す
べ
て
、
基
本
的
に
は
党
が
す
べ
き
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
ハ
ー
リ
ヒ
は
「
民
主
化
」
を
語
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
レ

ー
ニ
ン
主
義
的
な
規
範
」
を
復
活
さ
せ
た
民
主
集
中
制
の
党
を
前
提
に
し
て
い
た（

11
（

。

　

第
四
の
特
徴
と
し
て
、
ハ
ー
リ
ヒ
が
「
普
遍
」
に
対
し
て
「
特
殊
」
を
強
調
し
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
三
つ
の
覚
書
で

は
、
ド
イ
ツ
国
民
が
社
会
主
義
に
向
か
う
道
の
「
特
殊
（
性
）」
が
度
々
強
調
さ
れ

て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
社
会
主
義
と
は
す
べ
て
の
民
族
が
い
ず
れ
到
達
で
き
る
一
種

の
普
遍
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
社
会
主
義
に
至
る
に
は
、
ど
の

時
代
の
ど
の
民
族
に
も
普
遍
的
に
当
て
は
ま
る
経
路
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
各

民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
を
通
じ
て
普
遍
に
達
す
る
と
い
う
道
筋
が
、
彼
の
構
想

の
中
で
は
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

 

５　

お
わ
り
に

　

ハ
ー
リ
ヒ
の
改
革
構
想
は
一
九
五
六
年
の
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
知
識
人
た
ち
が
提

起
し
た
問
題
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
。「
特
殊
性
」
と
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」、「
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
、
五
六
年
の
ソ
連
・
東
欧
圏
の
激
動
を
経
験
し
た
東
ド
イ
ツ

の
知
識
人
た
ち
と
、
と
り
わ
け
官
僚
主
義
や
法
治
国
家
の
問
題
に
関
し
て
、
解
釈
の

枠
組
み
と
文
脈
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
歴
史
的

に
説
明
で
き
る
政
治
経
済
構
造
と
し
て
批
判
し
、
体
系
的
な
解
決
策
を
提
示
で
き
た

こ
と
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
独
自
の
構
想
力
と
し
て
評
価
で
き
る
。
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そ
し
て
彼
の
最
大
の
独
自
性
は
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
克
服
と
社
会
主
義
的
ド
イ
ツ

統
一
へ
の
道
程
を
、
普
遍
に
至
る
特
殊
な
道
と
し
て
論
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
ス
タ
ー

リ
ニ
ズ
ム
と
は
、一
国
で
社
会
主
義
を
建
設
す
る
と
い
う
条
件
下
で
生
じ
た
ロ
シ
ア
・

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
特
殊
で
固
有
の
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
制
は
一
定
の
時
代
と
地
域
、

状
況
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
た
。
し
か
し
、
そ
の
特
殊
な
体
制
が
あ
た
か
も
普
遍

的
な
モ
デ
ル
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
他
の
民
族
の
特
殊
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
ハ
ー

リ
ヒ
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
一
九
五
六
年
の
改
革
派
の
社
会
主
義
者
と
し
て
、
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ニ

ズ
ム
の
批
判
者
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
思
想
を
論
じ
て
き

た
。
こ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
今
後
は
ハ
ー
リ
ヒ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
光

を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
ー
リ
ヒ
の
一
貫
し
た
「
上
か
ら
の
」
改
革
志
向
や
、
普

遍
的
な
も
の
に
対
し
て
特
殊
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
後
の
バ
ー
ロ
や
ハ
ー
ヴ
ェ
マ
ン

の
よ
う
な
民
主
化
運
動
の
担
い
手
の
系
譜
だ
け
で
な
く
、
彼
の
自
称
し
た
「
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
が
生
ま
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
反
民
主
主
義
思
想
の
系

譜
に
も
接
続
し
う
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

     

注

  （
１
） 

事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
、V
gl. Sven Sieber, W

alter Janka und W
olfgang H

a-

rich. Zw
ei D

D
R-Intellektuelle im

 K
onflikt m

it der M
acht, B

erlin 2008, S.4 und 

108-118.

  （
２
） 

冷
戦
期
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。A

lexander A
m

berger, „D
er kon-

struierte D
issident. W

olfgang H
arich und seine R

olle als O
ppositioneller“ , 

in: hefte zur ddr-geschichte, H
.127(2011), S.5-31. 

な
お
、
冷
戦
期
の
日
本
で

は
東
ド
イ
ツ
政
府
の
公
式
見
解
が
紹
介
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
参
照
、
上

杉
重
二
郎
「
東
ド
イ
ツ
の
知
識
人
と
修
正
主
義

―
ハ
ー
リ
ヒ
事
件
（
上
）」、

『
思
想
』、
四
五
一
号
（
一
九
六
二
年
）、
六
〇
‐
七
〇
頁 ; 

同
（
下
）、
四
五
三
号

（
一
九
六
二
年
）、
七
二
‐
八
三
頁
。

  (

3) V
gl. W

olfgang H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten m

it der W
ahrheit. Zur national-

kom
m

unistischen O
pposition 1956 in der D

D
R, B

erlin 1993, S.86-90.; Sieg-

fried Prokop, Ich bin zu früh geboren. Auf den Spuren W
olfgang H

arichs, B
er-

lin 1997; Thom
as G

rim
m

 (H
rsg.), Ahnenpaß. Versuch einer Autobiographie, 

B
erlin 1999; W

alter Janka, Schw
ierigkeiten m

it der W
ahrheit, B

erlin 1990

（
＝

『
沈
黙
は
嘘

―
暴
露
さ
れ
た
東
独
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
』
林
巧
三
訳
、
平
凡
社
、

一
九
九
〇
年
）; D

ers., Spuren eines Lebens, B
erlin 1992 ; G

ünter N
etzeband 

(H
rsg.), D

ie U
nterw

erfung. Eine K
rim

inalgeschichte aus der N
achkriegszeit, 

M
ünchen / W

ien 1994. 

ま
た
、
九
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
主
要
な
研
究
と
し
て
は

次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。B

ernd Florath, „R
ückantw

orten der „H
auptverw

al-

tung Ew
ige W

ahrheiten“ , in: utopie kreativ, H
.47/48(1994), S.58-73.; Thom

as 

Fetzer, „B
ew

ertung der Plattform
 1956“ , in: Siegfried Prokop (H

rsg.), Ein 

Streiter für D
eutschland. Auseinandersetzung m

it W
olfgang H

arich, B
erlin 

1996, S.181-204; Jochen Č
erný, „Einführung zu W

olfgang H
arichs Program

m
 

für einen besonderen deutschen W
eg zum

 Sozialism
us (1956)“ , in: utopie kre-

ativ, H
.78(1997), S.50-52.

  （
４
） V

gl. W
erner M

ittenzw
ei, D

ie Intellektuellen. Literatur und Politik in O
st-

deutschland 1945-2000, B
erlin 2003; D

ers., „Im
 A

ufbau Verlag oder „H
arich 

dürstet nach großen Taten“ “, in: Stefan D
ornuf / R

einhard Pitsch (H
rsg.), 

W
olfgang H

arich zum
 G

edächtnis. Eine G
edenkschrift in zw

ei Bänden, B
d.1, 

M
ünchen 2003, S.211-243.; A

ndreas H
eyer, „W

olfgang H
arichs D

em
okratie-

konzeption aus dem
 Jahr 1956. D

em
okratische G

rundrechte, bürgerliche W
er-

te und sozialistische O
rientierung“ , in: Zeitschrift für G

eschichtsw
issenschaft, 
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H
.6(2007), S.529-550.

  （
５
） 
プ
ロ
コ
ッ
プ
は
一
九
五
六
年
の
東
ド
イ
ツ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
影

響
を
受
け
、
ソ
連
型
と
は
異
な
る
社
会
主
義
を
作
り
出
す
岐
路
に
立
っ
て
い
た
と

す
る
。V

gl. Siegfried Prokop, 1956 – D
D

R am
 Scheidew

eg. O
pposition und 

neue K
onzepte der Intelligenz, B

erlin 2006, S.16.; D
ers. Intellektuelle. In den 

W
irren der N

achkriegszeit. D
ie soziale Schicht der Intelligenz. Teil II, 1956-

1965, B
erlin 2011, S.277-287. 

た
だ
し
プ
ロ
コ
ッ
プ
は
権
力
に
対
す
る
知
識
人

の
影
響
力
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
。
む
し
ろ
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
社
会
主
義
知
識
人
の
体
制
内
改
革
の
試
み
が
す
べ
て
国
家
へ
の
反
逆
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
転
換
点
と
し
て
、
こ
の
年
は
重
要
性
を
持
っ
て
い
る

と
言
え
る
。V

gl. G
untolf H

erzberg, Anpassung und Aufbegehren. D
ie Intel-

ligenz der D
D

R in den K
risenjahren 1956/58, B

erlin 2006. 

ま
た
、
同
時
期
の

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
哲
学
者
ル
カ
ー
チ
の
影
響
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。V

gl. Siegfried, 

Prokop, „„U
lbricht w

ird aus M
oskau ferngelenkt, H

arich aus B
udapest“.  D

er 

ungarische Einfluss auf die intellektuelle O
pposition in der D

D
R

 im
 Jahre 

1956“ , in: D
eutschland Archiv, 39, H

.5(2006), S.833-841.

  （
６
） V

gl. Ehrhart N
eubert, „System

gegnerschaft und system
im

m
anente O

pposition 

– ein Paradigm
enw

echsel 1956?“ , in: R
oger Engelm

ann / Thom
as G

roßböl-

ting / H
erm

ann W
entker (H

rsg.), K
om

m
unism

us in der K
rise. D

ie Entstalini-

sierung 1956 und die Folgen, G
öttingen 2008, S.348-361.; A

lexander A
m

ber-

ger, Bahro – H
arich – H

avem
ann. M

arxistische System
kritik und politische 

U
topia in der D

D
R, Paderborn 2014; G

untolf H
erzberg, „R

udolf B
ahro und 

R
obert H

avem
ann“ , in: B

ernd Florath (H
rsg.), Annährungen an Robert H

a-

vem
ann. Biografische Studien und D

okum
ente, G

öttingen 2016, S.283-304. 

ア

ン
ベ
ル
ガ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
は
ロ
ー

マ
ク
ラ
ブ
の
「
成
長
の
限
界
（
一
九
七
二
年
）」
の
発
表
を
踏
ま
え
て
お
り
、
科

学
技
術
や
生
産
力
の
増
大
に
信
を
置
い
た
五
〇
年
代
の
思
想
と
は
断
絶
が
あ
る
。

五
六
年
の
ハ
ー
リ
ヒ
の
思
想
は
、
の
ち
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
家
の
前
史
と
し
て
で

は
な
く
、
あ
る
程
度
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
。

  （
７
） 

「
ド
イ
ツ
の
民
主
的
刷
新
の
た
め
の
文
化
同
盟
」
は
、
一
九
四
五
年
に
設
立
さ
れ

た
知
識
人
の
結
社
で
あ
る
。
会
員
に
は
芸
術
家
や
作
家
、
研
究
者
だ
け
で
な
く
、

都
市
に
住
む
事
務
職
や
医
師
、
技
術
者
な
ど
の
専
門
職
が
含
ま
れ
、
同
盟
は
か
つ

て
の
教
養
市
民
層
の
文
化
交
流
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
会
員
数
は
五
五
年

で
一
六
万
七
八
九
六
人
だ
っ
た
。
同
盟
は
し
ば
し
ば
政
治
問
題
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
史
料
は
ベ
ル
リ
ン
の
ド
イ
ツ
連
邦
文
書
館
「
東

ド
イ
ツ
政
党
大
衆
組
織
財
団
」（B

undesarchiv B
erlin, Stiftung der Parteien und 

M
assenorganisationen der D

D
R 

（
以
下
、B

A
rch., SA

PM
O

））
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
本
論
で
は
同
盟
が
五
六
年
に
複
数
回
、
各
県
支
部
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

や
会
議
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
を
利
用
し
た
。
加
え
て
、
五
六
年
五
月
に
行
わ

れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
盟
指
導
部
が
ま
と
め
た
史
料
が
、
プ
ロ
コ
ッ
プ
の
著
作

で
公
開
さ
れ
て
い
る
。„Enquete über die Lage der Intelligenz der D

D
R

 vom
 

19. M
ai 1956“ , in: Prokop, 1956, S. 313-326. 

た
だ
し
こ
の
記
録
は
発
言
者
や

時
期
、
場
所
な
ど
が
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
補
足
的
な
利
用
に
留

め
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
文
化
同
盟
の
会
員
を
便
宜
的
に
「
知
識
人
」
と
表
記
す

る
が
、
発
言
者
は
可
能
な
限
り
職
業
や
地
域
を
記
載
し
て
利
用
す
る
。
会
員
数
と

会
員
の
社
会
的
構
成
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。G

erd D
ietrich, „K

ulturbund“ , 

in: G
erd-R

üdiger Stephan et al. (H
rsg.), D

ie Parteien und O
rganisationen der 

D
D

R: ein H
andbuch, B

erlin 2002, S.530-559. H
ier S.559.

  （
８
） 

父
親
に
つ
い
て
は
、Prokop, Ich bin zu früh geboren, S. 9

、
母
親
の
影
響
に
つ

い
て
は
、Ebd., S.12

、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、Ebd., S.14-15.

を
参
照
。
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  （
９
） V

gl. Ebd., S.18.　

  （
10
） 
参
照
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
『
ベ
ル
リ
ン
文
化
戦
争

―

一
九
四
五
〜
一
九
四
八
／
鉄
の
カ
ー
テ
ン
が
閉
じ
る
ま
で
』
福
本
義
憲
訳
、（
法

政
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
六
三
頁
。

  （
11
） V

gl. Sieber, W
alter Janka und W

olfgang H
arich, S.30.

  （
12
） V

gl. Prokop, Ich bin zu früh geboren, S. 19 und 33. 

ま
た
、
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・

レ
オ
ン
ハ
ル
ト
『
戦
慄
の
共
産
主
義

―
ソ
連
・
東
独
か
ら
の
脱
出
』
高
橋
正
雄

／
渡
辺
文
太
郎
訳
、
月
間
ペ
ン
社
、
一
九
七
五
年
）、
二
八
一
‐
二
八
六
頁
も
参

照
。

  （
13
） V

gl. Prokop, Ich bin zu früh geboren, S.59.

  （
14
） 

参
照
、
北
村
実
「
ハ
ー
リ
ヒ
と
ル
カ
ー
チ
」、『
社
會
科
學
討
究
』
四
三
号

（
一
九
九
七
年
）、
一
六
一
‐
一
八
七
頁
、
特
に
一
六
四
‐
一
六
五
頁
。

  （
15
） 

戦
後
の
東
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
と
さ
れ
た
オ
ー
ダ
ー
・
ナ
イ
セ
線
へ
の
反

対
は
、V

gl. H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten, S.8-10. 

ま
た
西
ド
イ
ツ
の
西
欧
統

合
と
「
夕
べ
の
国
（
ア
ー
ベ
ン
ト
ラ
ン
ト
）」
思
想
が
ド
イ
ツ
の
一
体
性
を
毀
損

す
る
と
批
判
し
た
論
説
も
参
照
。H

arich, „»A
bendland« oder nationale Sou-

veränität? D
er K

osm
opolitism

us – eine tödliche G
efahr für das deutsche Volk 

(N
ovem

ber 1949)“ , in: H
arich, Frühe Schriften:Teilband 3: D

er W
eg zu einem

 

m
odernen M

arxism
us (Schriften Aus D

em
 N

achlass W
olfgang H

arichs), B
a-

den-B
aden 2018, S.1314-1327.

  （
16
） V

gl. Prokop, Ich bin zu früh geboren, S.307.

  （
17
） 

党
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
貴
族
的
反
動
」
と
位
置
づ
け
、
そ

の
重
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
対
し
て
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
一
九
世

紀
前
半
に
有
し
て
い
た
進
歩
的
な
要
素
を
認
め
、
ド
イ
ツ
の
国
民
的
な
文
化
遺

産
と
し
て
批
判
的
に
受
け
継
ぐ
べ
き
だ
と
論
陣
を
張
っ
た
。V

gl. H
arich, „H

e-

gel-D
enkschrift von W

olfgang H
arich“ , in: Prokop, Ich bin zu früh geboren, 

S.195-222.

  （
18
） V

gl. Ebd., S.68.

  （
19
） V
gl. Ebd., S.68-69. 

  （
20
） V

gl. H
arich, „Vorschläge zur Verbesserung der Presse in der D

D
R“ , in: Ebd., S. 

224-242.

  （
21
） V

gl. D
ers., K

eine Schw
ierigkeiten, S.23.

  （
22
） W

alter U
lbricht, „Ü

ber den X
X

. Parteitag der K
om

m
unistischen Partei der 

Sow
jetunion“ , in: N

eues D
eutschland vom

 4.3.1956.

  （
23
） 

党
大
会
直
後
に
東
ド
イ
ツ
国
内
で
は
政
治
犯
二
万
五
〇
〇
〇
人
が
刑
期
満
了
前

に
釈
放
さ
れ
た
。V

gl. H
erm

ann W
eber, „Eine Zeit der Problem

e und des 

Ü
bergangs. D

ie D
D

R
 im

 Jahr 1957“ , in: A
lexander G

allus / W
erner M

üller 

(H
rsg.), Sonde 1957. Ein Jahr als sym

bolische Zäsur für W
andlungsprozesse 

im
 geteilten D

eutschland, B
erlin 2010, S.29-53, hier S.42-43. 

さ
ら
に
、
か
つ

て
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
特
殊
な
道
」
を
提
唱
し
て
い
た
党
の
幹
部
ア
ン
ト

ン
・
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
の
名
誉
回
復
が
七
月
に
行
わ
れ
た
。
加
え
て
、
投
獄
さ
れ
て

い
た
党
の
幹
部
パ
ウ
ル
・
メ
ル
カ
ー
が
一
月
に
釈
放
さ
れ
、
七
月
に
名
誉
回
復
措

置
が
取
ら
れ
た
。

  （
24
） G

ustav Just, Zeuge in eigener Sache, Frankfurt a. M
. 1990, S.75. 

ナ
ト
ー
リ

ン
派
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
統
一
労
働
者
党
の
守
旧
派
を
指
す
。
参
照
、
伊
東
孝
之
／
井

内
敏
夫
／
中
井
和
夫
編
『
新
版
世
界
各
国
史
二
〇

―
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ウ
ク
ラ
イ

ナ
・
バ
ル
ト
史
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
三
七
六
頁
。

  （
25
） G

ustav Just, „D
ie bitterstrengen M

usenhüter oder über die Einseitigkeit ge-

w
issen K

unstdoktrin“, in: Sonntag vom
 21. 10. 1956.

  （
26
） B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

27 3016 „Protokoll der außerordentlichen B
ezirkslei-



15　ヴォルフガング・ハーリヒの改革構想と一九五六年の東ドイツ

tungssitzung vom
 20.3.1956“, 

ペ
ー
ジ
番
号
な
し
、
発
言
者
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
。

  （
27
） B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

27 7531, „Erfurt B
ericht 28/9.56“ , 

ペ
ー
ジ
番
号
な
し
。

  （
28
） 

例
え
ば
、
現
実
離
れ
し
た
低
す
ぎ
る
不
良
率
の
設
定
に
対
し
て
、
ロ
イ
タ
ー
ス

ド
ル
フ
の
綿
工
場
の
技
師
二
名
か
ら
苦
情
が
訴
え
ら
れ
た
。V

gl. „Enquete“ , in: 

Prokop, 1956, S. 318.

  （
29
） B

A
rch.,SA

PM
O

,D
Y

27 7531, „B
rief an K

oll. Schulm
eister v.29.9.56“, 

ペ
ー

ジ
番
号
な
し
。

  （
30
） V

gl. K
arl K

neschke, „M
ehr Verantw

ortung nach unten“, in: Sonntag, vom
 1. 7. 

1956.

  （
31
） B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

27 7531, „B
ez. Schw

erin. Stichw
ort: G

esetzlichkeit“ , 

ペ
ー
ジ
番
号
な
し
。
下
線
原
文
マ
マ
。

  （
32
） Ebd., „B

ez. Erfurt. B
ericht Langensalza, 19.10.56“ , 

ペ
ー
ジ
番
号
な
し
。

  （
33
） V

gl. H
arich, „H

em
m

nisse des schöpferischen M
arxism

us (Sonntag vom
 

15.4.1956)“ , in: Frühe Schriften, S. 2109-2116.

  （
34
） V

gl. G
rim

m
, Ahnenpaß, S.264.

  （
35
） V

gl. Prokop, 1956, S.137-138.

  （
36
） V

gl. H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten, S.47-48.

  （
37
） V

gl. Prokop, Ich bin zu früh geboren, S.92.

  （
38
） V

gl. H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten, S.43-46.

  （
39
） V

gl. Ebd., S.72-75. 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
接
触
は
ハ
ー
リ
ヒ
の
独
断
で
行
わ
れ
、
ヤ
ン
カ

や
ユ
ス
ト
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

  （
40
） V

gl. H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten, S.61.; Prokop, Ich bin zu früh geboren, 

S.98. 

た
だ
し
、
メ
ル
カ
ー
は
計
画
へ
の
態
度
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

  （
41
） V

gl. Prokop, 1956, S.157.

  （
42
） V

gl. H
erzberg, Anpassung und Aufbegehren, S.491. 

た
だ
し
経
済
改
革
に
つ
い

て
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
と
交
流
の
あ
っ
た
党
員
の
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ベ
ル

ガ
ー
が
後
か
ら
加
筆
し
て
い
る
。V

gl. Prokop, 1956, S. 184-192.

  （
43
） V

gl. H
arich, K

eine Schw
ierigkeiten, S.80-82; Prokop, 1956, S.192-207.

  （
44
） 

こ
の
史
料
は
、H

arich, „Ü
ber die B

esonderheiten des deutschen W
egs zum

 

Sozialism
us“ , in: utopie kreativ, H

.78(1997), S.53-66

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

タ
イ
プ
用
紙
一
三
頁
半
の
短
い
覚
書
で
、
史
料
を
発
見
し
た
チ
ェ
ル
ニ
ー
は
こ

の
覚
書
の
成
立
を
五
六
年
七
月
ご
ろ
と
推
定
し
て
い
る
。V

gl. Č
erný, „Einfüh-

rung‟.

  （
45
） V

gl. H
arich, „Ü

ber die B
esonderheiten‟, S. 55.

  （
46
） Ebd.

  （
47
） V

gl. Ebd., S.56.

  （
48
） V

gl. Ebd., S.57-58.

  （
49
） V

gl. Ebd., S.60.

  （
50
） Ebd.

  （
51
） Ebd. 

  （
52
） V

gl. Ebd., S.61-62 und 65.

  （
53
） 

ハ
ー
リ
ヒ
は
回
想
で
五
五
年
に
最
初
の
草
稿
が
完
成
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

の
草
稿
は
残
っ
て
い
な
い
。
現
在
残
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
成
立
時
期
に
つ
い

て
、
著
作
集
の
編
集
者
ハ
イ
ア
ー
は
五
六
年
春
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
五
六
年
初

夏
と
推
測
し
て
い
る
。V

gl. Prokop, Ich bin zu früh geboren, S. 291; H
erzbe-

rg, Anpassung und Aufbegehren, S.491.; H
arich, „M

em
orandum

（Frühjahr 

1956“  in: H
arich, Schriften zur Politik (Schriften aus dem

 N
achlass W

olfgang 

H
arichs 15), B

aden-B
aden 2021, S.179-218. 

「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
は
五
六
年
春

か
ら
プ
ー
シ
キ
ン
と
の
対
談
ま
で
に
何
回
か
書
き
直
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
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在
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
タ
イ
プ
用
紙
二
七
枚
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論

は
著
作
集
の
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
し
て
い
る
。

  （
54
） V

gl. Ebd., S.179-193.

  （
55
） Ebd., S.197.

  （
56
） V

gl. Ebd., S.205.

  （
57
） V

gl. Ebd., S.208.

  （
58
） V

gl. Ebd.

  （
59
） V

gl. Ebd., S.207.

  （
60
） V

gl. Ebd., S.205-206.

  （
61
） Ebd., S.212.

  （
62
） 

付
録
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。H

arich, „D
ie H

auptfehler 

in der Politik der SED
 (1956)“,  in: Schriften zur Politik, S.218-222. 

二
つ
目
の

付
録
で
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
は
東
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
境
線
を
再
度
変
更
し
、

一
部
の
「
東
方
領
土
」
を
東
ド
イ
ツ
に
返
還
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。D

ers., 

„Zur Frage der G
renzregelung (1956)“ , in: Ebd., S.222-225.

  （
63
） 

こ
の
建
白
書
は
、
ハ
ー
リ
ヒ
の
自
伝
で
「
社
会
主
義
に
至
る
ド
イ
ツ
特
殊
な
道
の

た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
出
発
点
）」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
初
め
て
公
開
さ

れ
た
。H

arich, K
eine Schw

ierigkeiten, S.111-160. 

し
か
し
、
本
論
で
は
連
邦
文

書
館
の
ウ
ル
ブ
リ
ヒ
ト
・
ビ
ュ
ロ
ー
に
残
っ
て
い
る
、B

A
rch., SA

PM
O

, D
Y

30 

3372, B
l.274-306

の
原
典
を
参
照
し
た
。
こ
れ
は
ハ
ー
リ
ヒ
逮
捕
時
に
押
収
さ
れ

た
も
の
で
、
タ
イ
プ
用
紙
三
三
枚
の
論
考
で
あ
る
。
以
下
で
引
用
先
を
示
す
場
合

は
こ
の
史
料
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

  （
64
） V

gl. B
A

rch., SA
PM

O
, D

Y
30 3372, B

l.274.

  （
65
） Ebd., B

l.276.

  （
66
） V

gl. Ebd., B
l.282.

  （
67
） V

gl. Ebd., B
l.287-288.

  （
68
） V

gl. Ebd., B
l.292.

  （
69
） V

gl. Ebd., B
l.292-293.

  （
70
） V
gl. Ebd., B

l.293.

  （
71
） V

gl. Ebd.

  （
72
） V

gl. Ebd.

  （
73
） V

gl. Ebd., B
l.299-300.

  （
74
） V

gl. Ebd., B
l.303.

  （
75
） V

gl. Ebd., B
l.305-309. 

な
お
、
本
論
で
扱
っ
た
三
つ
の
論
考
で
は
、
一
九
五
二
年

の
「
ド
イ
ツ
統
一
に
関
す
る
覚
書
」（
い
わ
ゆ
る
「
ス
タ
ー
リ
ン
・
ノ
ー
ト
」）
に

関
す
る
言
及
は
全
く
な
か
っ
た
。

  （
76
） V

gl. Ebd., B
l.306.

  （
77
） 

ハ
ー
リ
ヒ
の
主
張
は
、
一
九
五
三
年
六
月
九
日
に
宣
言
さ
れ
た
Ｓ
Ｅ
Ｄ
の
政
策
転

換
（「
新
コ
ー
ス
」）
を
完
遂
す
る
こ
と
を
訴
え
、
法
的
安
定
性
を
求
め
て
い
る
点

で
、
五
三
年
の
六
月
事
件
前
後
の
知
識
人
た
ち
の
要
求
を
一
部
受
け
継
い
で
い

た
。
こ
の
時
期
の
知
識
人
た
ち
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
田
俊
輔
「
東
ド
イ
ツ

一
九
五
三
年
「
六
月
一
七
日
」
と
知
識
人
た
ち
―
文
化
同
盟
の
改
革
運
動
を
中
心

に
」、『
ド
イ
ツ
研
究
』
四
九
巻
、（
二
〇
一
五
年
）、
一
一
一
‐
一
三
四
頁
を
参

照
。 

た
だ
し
、
五
三
年
に
は
知
識
人
た
ち
は
文
化
同
盟
を
通
じ
て
結
束
し
て
行
動

す
る
こ
と
で
党
指
導
部
と
妥
協
し
、
体
制
内
改
革
が
上
手
く
進
ん
だ
点
で
、
五
六

年
と
は
異
な
る
帰
結
に
至
っ
た
。

  （
78
） V

gl. Ebd., B
l.274.

  （
79
） 
民
族
的
色
彩
の
強
い
共
産
主
義
思
想
と
し
て
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
」
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
の
比
較
検
討
も
、
今
後
の
検

討
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
ク
ル
ト
・
ゾ
ン
ト
ハ
イ
マ
ー
『
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
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の
政
治
思
想
』
河
島
幸
夫
／
脇
圭
平
訳
、（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、 

一
九
七
〇
年
）、

一
二
六
‐
一
二
九
頁
、
参
照
。

（
い
ず
た　

し
ゅ
ん
す
け 

・ 

獨
協
大
学
准
教
授
）
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１　

ド
イ
ツ
難
民
運
動
へ
の
注
目

　
　
　
　
　
　
　

―
―
欧
州
統
合
の
多
角
的
理
解
の
た
め
に
―
―

　　

か
つ
て
欧
州
統
合
研
究
は
神
学
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
研
究
対
象
へ

の
信
仰
告
白
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
掲
げ
て
主
権

国
家
の
割
拠
を
克
服
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
研
究
者
を
魅
了
し
た
の
だ
っ

た
。
ド
イ
ツ
統
一
直
後
に
は
こ
ん
な
発
言
も
あ
っ
た
。「
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
大
国
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
に
解
消
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
だ
予
見

し
う
る
未
来
の
日
程
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
歴
史
は
ま
た
―
―
よ

く
み
れ
ば
他
の
国
の
歴
史
も
そ
う
で
あ
ろ
う
―
―
「
国
民
意
識
」
や
「
国
家
意
識
」

と
い
う
も
の
も
、
固
定
的
に
、
も
は
や
動
か
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
が
救
い
で
あ
る（

1
（

」。
だ
が
予
て
か
ら
筆
者
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
悪
と
し
、
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
善
と

す
る
固
定
観
念
が
視
野
狭
窄
を
生
む
傾
向
を
問
題
視
し
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
目
し

て
き
た
。（
一
）
欧
州
統
合
は
戦
勝
国
の
国
益
追
求
を
一
つ
の
動
機
と
し
て
始
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
。
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
に
先
立
つ
国
際
ル
ー
ル
庁
は
、
西
独
の
早

期
建
国
に
消
極
的
な
フ
ラ
ン
ス
を
懐
柔
す
る
た
め
に
、
そ
の
提
案
を
米
英
が
飲
ん
だ

も
の
で
、
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
緩
和
な
ど
の
見
返
り
も
期
待
し
た

が
、
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
経
済
主
権
侵
害
と
し
て
反
対
だ
っ
た
の
で
あ
る（

2
（

。

ド
イ
ツ
史
を
「
普
遍
的
価
値
」
で
診
断
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
い
ま
の
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
が
欧
州
指
導
国
に
な
る
の
は
歓
迎
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
ド
イ
ツ
が
連
合

国
（
Ｕ
Ｎ
：
世
に
い
う
「
国
際
連
合
」）
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
に
な
ろ

う
と
す
れ
ば
、
周
辺
国
の
反
撥
が
止
ま
ら
な
い
。
仏
ア
ナ
ー
ル
派
の
歴
史
人
口
学
者

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
論
を
擁
護
し
て
曰
く
「
早
い

話
、
自
分
の
こ
と
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
自
分
の
属
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
律
性

の
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
一
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
、
も
し
ド
イ
ツ
の
覇
権
か

ア
メ
リ
カ
の
覇
権
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
い
わ
れ
た
ら
、
私
は
躊
躇
な
く
ア
メ
リ

カ
の
覇
権
を
選
ぶ
よ
。
私
に
し
て
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
、
ど
っ

ち
を
選
ぶ
か
な
ん
て
分
か
り
き
っ
て
い
る（

3
（

。」
西
欧
中
心
の
欧
州
は
善
で
、
ド
イ
ツ

中
心
の
欧
州
が
悪
だ
と
い
う
の
は
、
単
な
る
英
仏
人
の
民
族
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
人
差
別
で
あ
る
。（
二
）
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ド
イ
ツ
の
自
己
主
張

の
手
段
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
。
ド
イ
ツ
は
自
国
批
判
に
慣
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の

    
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
論
拠
と
し
て
の
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　
　
　

―
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
と
そ
の
後
継
世
代
を
中
心
に

―　
　
　

 

今
野
　
元
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国
益
を
直
接
訴
え
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
て
、
欧
州
統

合
こ
そ
結
果
的
に
は
ド
イ
ツ
の
た
め
に
な
る
と
信
じ
る
者
が
多
い
。
英
仏
に
も
自
国

批
判
の
契
機
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ま
も
「
ブ
リ
タ
ン
ニ
ア
よ
、
大
波
を
支

配
せ
よ
」、「
ブ
リ
ト
ン
人
は
決
し
て
奴
隷
に
な
ら
な
い
」
と
歌
い
、
対
独
敵
愾
心
を

煽
る
国
歌
を
用
い
続
け
て
い
る
。
英
仏
に
は
欧
州
統
合
に
よ
る
主
権
抛
棄
は
耐
え
難

い
の
で
、
統
合
の
度
合
が
高
ま
る
と
動
き
が
鈍
り
、
欧
州
統
合
を
高
唱
す
る
ド
イ
ツ

に
後
れ
を
取
る
。
一
九
五
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス
は
自
国
政
治
家
が
構
想
し
た
欧
州
防
衛

協
同
体
案
を
拒
否
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
二
日
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ヨ
シ
ュ

カ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
独
外
相
が
「
欧
州
連
邦
」
構
想
を
出
し
た
時
、
ジ
ャ
ン=

ピ
エ

ー
ル
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ヌ
マ
ン
仏
内
相
は
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
再

建
か
と
反
撥
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
本
当
に
Ｅ
Ｕ
離
脱
ま
で
実
行
し
た
。（
三
）
Ｅ
Ｕ

は
「
普
遍
的
価
値
」
に
基
づ
く
理
念
共
同
体
だ
と
い
う
の
は
建
前
で
あ
り
、
ま
た
理

念
協
同
体
は
開
放
的
で
公
正
だ
と
い
う
発
想
は
早
計
だ
と
い
う
こ
と
。
確
か
に
シ
リ

ア
難
民
問
題
の
よ
う
に
、
理
念
が
先
行
し
て
政
治
を
方
向
付
け
る
こ
と
も
、
短
期
的

に
は
あ
る
が
、
難
民
問
題
の
そ
の
後
の
展
開
や
、
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
の
難
航
、
Ｅ

Ｕ
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
友
好
、
コ
ロ
ナ
危
機
で
の
国
境
閉
鎖
な
ど
を
見
る
と
、

理
念
が
欧
州
の
政
治
家
や
民
衆
の
心
を
実
際
ど
れ
だ
け
捉
え
て
い
る
の
か
は
疑
問
に

思
え
て
く
る
。
ま
た
理
念
共
同
体
の
構
想
、
例
え
ば
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

Verfassungspatriotism
us

と
い
う
の
も
一
種
の
同
質
化
論
で
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ

る
者
を
生
む
。
民
族
の
よ
う
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
共
同
体
と
は
違
い
、「
普
遍
的
価
値
」

の
共
同
体
に
は
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
思
う
の
は
、
そ
の
理
念
の
正
し
さ
を
疑
わ
な

い
信
奉
者
の
自
己
中
心
主
義
で
あ
る
。
仏
露
革
命
で
は
、
そ
の
理
念
に
同
意
し
な
い

人
々
は
虐
殺
や
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
。
国
籍
取
得
試
験
や
世
俗
主
義
体
制
を
巡
る

論
争
が
示
す
よ
う
に
、
い
ま
「
普
遍
的
価
値
」（
こ
こ
で
は
男
女
あ
る
い
は
性
的
志

向
に
よ
る
平
等
、
政
教
分
離
）
は
移
民
を
選
別
す
る
基
準
と
も
な
っ
て
い
る
。
か
の

「
ド
イ
ツ
特
有
の
道
」
批
判
が
示
す
よ
う
に
、
米
英
仏
は
、
絶
対
王
政
、
植
民
地
支

配
、
先
住
民
駆
逐
を
交
え
た
歴
史
を
辿
っ
て
も
、
自
由
と
民
主
主
義
の
母
国
と
し
て

肯
定
的
先
入
観
で
見
ら
れ
、
ド
イ
ツ
や
ロ
シ
ヤ
、
あ
る
い
は
一
部
の
東
欧
諸
国
は
、

否
定
的
先
入
観
で
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。（
四
）
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

包
含
の
論
理
の
み
な
ら
ず
排
除
の
論
理
に
も
な
り
う
る
こ
と
。
欧
州
統
合
と
は
、
世

界
史
で
別
格
の
地
位
を
占
め
て
き
た
と
い
う
欧
州
人
の
特
権
意
識
を
抜
き
に
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
手
法
は
、
か
つ
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
自
国
、
自
民
族
の
栄
光
を
謳
い
上
げ
た
の
と
本
質
的
に
は
変
わ

ら
な
い
。「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
を
許
容
し
な
い
現
代
世
界
で
、
歴
史
的
つ
な
が
り
の

な
い
「
普
遍
的
価
値
」
を
共
通
基
盤
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
民
が
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」

を
構
成
す
る
の
が
難
し
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

欧
州
統
合
に
つ
い
て
多
角
的
再
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
―
―
こ
う
筆
者
が
思
っ

て
い
た
矢
先
、
遠
藤
乾
主
宰
の
共
同
研
究
「
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
、
板
橋
拓
己

が
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
問
題
設
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
西
洋
の
再
生
を
掲

げ
て
欧
州
統
合
を
提
唱
し
た
西
独
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
を
扱
っ
た
研
究
で
、

ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
コ
ン
ツ
ェ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
板
橋
曰
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統

合
の
歴
史
は
、
単
線
的
な
進
歩
主
義
史
観
の
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
。「
正
史
」
の

み
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
、
い
か
な
る
政
治
力
学
、
あ
る
い
は
政
治
理
念
か

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
歴
史
的
に
支
え
ら
れ
て
き
た
か
を

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（

4
（

」。
こ
の
話
題
に
は
、
筆
者
も
思
い
当
た
る

節
が
あ
っ
た
。
修
士
論
文
を
準
備
し
て
い
た
頃
、
筆
者
は
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
や
初
期
ブ

ラ
ン
ト
ら
西
独
政
治
家
の
反
東
方
姿
勢
、
彼
ら
が
西
洋
の
再
生
を
唱
え
て
い
た
事
実

に
注
目
し
た
。
当
時
の
筆
者
は
こ
の
着
想
を
形
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
ド
イ

ツ
近
現
代
史
研
究
で
様
々
に
生
か
し
た
。

   

本
論
が
扱
う
ド
イ
ツ
難
民
運
動（

5
（

は
、
こ
れ
ま
で
欧
州
統
合
と
の
関
連
で
は
登
場
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し
な
い
主
体
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
は
、
二
〇
世
紀
の
敗
戦
で
戦
勝
国
に
併
合
さ
れ

た
地
域
の
ド
イ
ツ
系
住
民
が
、
故
郷
を
追
わ
れ
て
避
難
先
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

で
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
担
う
「
被
追
放
民
同
盟
」（B

und der 

Vertriebenen
）
は
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
、
ズ

デ
ー
テ
ン
、
バ
ル
ト
海
地
域
な
ど
、
出
身
地
ご
と
に
結
成
さ
れ
た
同
郷
団
が
結
集
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
こ
の
あ
と
引
用
す

る
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
記
事
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
硬
な
主

張
者
、
東
欧
諸
国
へ
の
報
復
を
唱
え
る
平
和
の
攪
乱
者
と
い
う
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
が

先
行
し
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
人
集
団
罪
責
論
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
東

部
領
土
喪
失
を
Ｎ
Ｓ
体
制
の
侵
略
に
対
す
る
当
然
の
報
い
と
す
る
道
義
的
相
殺
論
が

あ
っ
た
。
よ
っ
て
輝
か
し
い
営
み
と
さ
れ
た
欧
州
統
合
の
叙
述
に
、
被
追
放
民
同
盟

が
出
て
こ
な
い
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
白
黒
図
式
は
、
ブ
ラ
ン

ト
政
権
の
新
東
方
政
策
の
帰
結
と
し
て
拡
大
し
、
最
近
の
研
究
に
も
痕
跡
を
残
し
て

い
る（

6
（

。

　

さ
て
筆
者
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
六
・
二
七
日
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
行
わ
れ

た
「
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
大
会
」
を
見
学
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
に
は
敗
戦
時
、

「
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
」
と
総
称
さ
れ
た
ド
イ
ツ
系
住
民
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
か
ら
多
く
流
入
し
、
近
年
で
は
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
（
Ｓ
Ｄ
Ｊ
）
が
ア

ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
か
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
毎
年
聖
霊
降
臨
祭
に
ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ

人
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
同
大
会
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
政
府
の
支
援
を
受
け
、
バ
イ

エ
ル
ン
首
相
ホ
ル
ス
ト
・
ゼ
ー
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）、
労
働
・
社
会
秩
序
・
家

族
・
女
性
大
臣
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
ハ
ー
デ
ル
ト
ハ
ウ
ア
ー
（
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）、
バ
イ
エ

ル
ン
の
司
教
た
ち
も
臨
席
し
、
州
の
公
式
行
事
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ

ン
の
連
邦
政
府
か
ら
も
連
邦
内
務
省
政
務
次
官
ク
リ
ス
ト
フ
・
ベ
ル
ク
ナ
ー
が
祝
辞

を
持
参
し
、
会
場
に
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
ブ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
広
大
な
ホ
ー
ル
に
は
、
民
俗

衣
装
を
着
た
人
々
が
ズ
デ
ー
テ
ン
各
地
域
の
旗
を
掲
げ
て
入
場
し
て
き
た
。
そ
の
模

様
は
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
テ
レ
ビ
で
一
部
放
送
さ
れ
、
幹
部
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
も
流
れ

た
。
五
◯
代
ほ
ど
の
あ
る
男
性
参
加
者
に
よ
れ
ば
、
昔
は
今
以
上
に
多
く
の
人
を
集

め
、
領
土
恢
復
の
要
求
な
ど
も
提
起
さ
れ
た
が
、
最
近
で
は
追
放
を
体
験
し
た
世
代

も
減
り
、
よ
り
平
和
友
好
的
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
る
、
た
だ
参
加
者
は
、
故
郷
を

追
放
さ
れ
た
痛
み
を
分
か
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

ズ
デ
ー
テ
ン=

ド
イ
ツ
人
大
会
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
欧
州
統
合
へ
の
期
待
が

盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
い
ま
の
ド
イ
ツ
で
欧
州
統
合
を
謳
歌
す
る
の

は
日
常
茶
飯
事
だ
と
は
い
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
団
体
で
そ
れ
が
聞
か
れ
る
と
い
う

の
は
、
一
般
に
は
意
外
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
大
会
で
は
、
冷
戦
終
焉
や
Ｅ
Ｕ

東
方
拡
大
で
ド
イ
ツ
人
難
民
も
か
つ
て
の
故
郷
を
訪
問
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
チ
ェ

キ
ア
系
現
住
民
と
の
交
流
も
進
ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
の
映
像
が
流
さ
れ
た
。
筆
者

は
こ
う
し
た
光
景
を
見
て
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
と
欧
州
統
合
と
の
関
係
を
問
う
と
い

う
課
題
設
定
を
思
い
つ
い
た
。

こ
こ
で
筆
者
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
マ
リ
ア
・
チ
ャ
ヤ
と
い
う
婦
人
に
出
会
っ

た
。
ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
の
雄
弁
な
批
判
者
だ
っ
た
被
追
放
民
同
盟
議
長
、
西
独

政
治
家
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
の
娘
で
あ
る（

7
（

。
チ
ャ
ヤ
の
著
作
に
は
一
九
六
〇
年
代

以
降
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
欧
州
統
合
の
話
題
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
チ
ャ
ヤ
や
そ
の
後
継
者
の
軌
跡
を
辿
り
、
ド
イ

ツ
難
民
運
動
が
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
論
拠
と
し
て
い
か
に
用
い
た
か
を
見
て

い
く
こ
と
に
す
る（

8
（

。
 　

　

  　

２　

エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
領
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
か
ら
の
出
発

　　

一
九
一
四
年
一
一
月
五
日
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
ヤ
は
エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
領
シ
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ヤ
ゲ
ウ
ォ
大
学
で
ド
イ
ツ
学
、
歴
史
学
、
哲
学
を
学
ん
だ
。
当
初
の
研
究
課
題
は
ア

ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
及
び
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
だ
っ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

に
お
け
る
ド
イ
ツ
系
住
民
保
護
を
意
識
し
て
い
た
チ
ャ
ヤ
は
、
教
育
学
部
で
地
元
文

筆
家
を
扱
っ
た
論
文
「
パ
ウ
ル
・
ラ
マ
チ
ュ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ネ
ミ
ュ
ン
デ
―
―

テ
ッ
シ
ェ
ン
地
区
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
の
文
学
史
に
関
す
る
論
考
」
を
書
き
、
修
士
号

及
び
教
員
国
家
免
許
を
取
得
し
た
。
彼
は
こ
の
頃
、「
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
人
民

党
」（
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
人
民
党
の
後
身
）
に
参
加
し
、
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派

の
立
場
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
に
反
対
し
、
身
分
制
・
職
能
制
国
家
を
志
向
し
た（

（（
（

。

　

一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
、
チ
ャ
ヤ
は
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
で
博
士
論
文
の

準
備
を
し
た
。
彼
は
、
折
り
か
ら
の
独
波
文
化
交
流
の
枠
内
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に

通
学
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
関
係
団
体
の
推
薦
が
な
い
た
め
拒
否
さ

れ
た
。
彼
は
ヴ
ィ
ー
ン
で
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
術
サ
ー
ク
ル
「
ロ
ゴ
ス
」
に
、
ま
た
非

Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
系
の
ド
イ
ツ
系
少
数
派
支
援
団
体
「
欧
州
の
国
民
的
充
足
の
た
め
の
ド

イ
ツ
連
盟
ヴ
ィ
ー
ン
支
部
」
に
参
加
し
た
。
だ
が
一
九
三
八
年
の
独
墺
合
邦
で
両
団

体
と
も
解
散
と
な
り
、
彼
は
一
九
三
九
年
五
月
二
日
、
帰
還
し
た
ク
ラ
ク
フ
大
学
で

博
士
号
を
取
得
し
た
（
論
題
「
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
の
自
律
的
人
間
の
た
め

の
闘
い
」）。
博
士
号
指
導
教
官
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
ド
イ
ツ
学
者
の
ア
ダ
ム
・
ク
レ
チ

コ
フ
ス
キ
教
授
で
あ
る
。
の
ち
彼
は
、
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
教
師
を
し

た
り
、
ク
ラ
ク
フ
大
学
で
助
手
（
ド
イ
ツ
学
）
を
し
た
り
し
て
、
教
授
資
格
論
文
の

準
備
に
入
っ
た（

（1
（

。

　

だ
が
一
九
三
九
年
九
月
、
大
ド
イ
ツ
帝
国
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
は
ポ
ー
ラ
ン
ド

を
分
割
占
領
し
、
チ
ャ
ヤ
の
居
住
地
は
前
者
に
編
入
さ
れ
た
。
大
学
は
閉
鎖
さ
れ
、

教
官
た
ち
は
逮
捕
さ
れ
た
。
一
九
四
〇
年
、
チ
ャ
ヤ
は
ザ
コ
パ
ネ
の
ド
イ
ツ
系
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
の
補
助
教
員
と
な
り
、
更
に
一
九
四
一
年
に
プ
シ
ェ
ミ
シ
ル
に
転
任
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
彼
は
一
九
四
一
年
頃
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
救

ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
（
正
式
名
称
は
「
オ
ー
バ
ー
・
ニ
ー
ダ
ー
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
公
国
」

で
、
首
都
は
ト
ロ
ッ
パ
ウ
）
の
一
都
市
テ
ッ
シ
ェ
ン
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
チ
ェ
シ

ン
、
チ
ェ
キ
ア
語
で
チ
ェ
ス
キ
ー
・
チ
ェ
シ
ー
ン
）
で
生
ま
れ
た
。
チ
ャ
ヤ
家
は
、

家
名
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
風
だ
が
、
ド
イ
ツ
系
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
自
己
認
識
を
有
し
て

い
た
。
父
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ク
レ
メ
ン
ス
・
チ
ャ
ヤ
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

で
ス
コ
チ
ュ
フ
、
チ
ェ
キ
ア
語
で
ス
コ
チ
ョ
フ
）
で
公
証
人
を
し
て
お
り
、
事
務
所

で
は
ド
イ
ツ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
チ
ェ
キ
ア
語
を
用
い
、
印
鑑
も
三
言
語
だ
っ

た
。
ア
ル
ベ
ル
ト
は
一
九
三
二
年
に
失
明
の
た
め
失
職
し
、
家
族
は
困
窮
す
る
こ
と

に
な
る
。
母
ア
ロ
イ
ジ
ア
は
旧
姓
を
ス
メ
カ
ル
と
い
う
。
第
一
次
世
界
戦
争
後
に
ポ

ー
ラ
ン
ド
・
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
旧
墺
領
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ

ン
は
両
国
で
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
家
は
墺
国
籍
を
喪
失
し
、
民
族

帰
属
は
ド
イ
ツ
人
、
国
籍
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
な
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
系
少
数
派
の
権
利
は
脅
か
さ
れ
て
い
た
が
、
父
ア
ル
ベ
ル

ト
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
で
全
住
民
の
四
分
の
一
を
占
め
る
ド
イ
ツ
系
住
民
の
代
表
者
を
務

め
た（

9
（

。

　

チ
ャ
ヤ
は
故
郷
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
ド
イ
ツ
系
少
数
派
と
の
対
立
を
目
の
当

た
り
に
し
た
。
彼
は
ス
コ
チ
ャ
ウ
の
ド
イ
ツ
系
小
学
校
に
通
学
後
、
ビ
ー
リ
ツ
の
国

立
ド
イ
ツ
系
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
学
し
た
。
こ
の
学
校
は
、
東
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン

で
唯
一
の
ド
イ
ツ
語
系
学
校
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
は
第
一
外
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
。
チ
ャ
ヤ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教

徒
が
共
存
し
、
ド
イ
ツ
人
の
校
長
は
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ

Ｐ
）
の
批
判
者
だ
っ
た
。
た
だ
こ
の
学
校
は
、
政
府
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
化
政
策
に
晒
さ

れ
て
い
た
。
チ
ャ
ヤ
は
一
九
三
三
年
、
こ
の
学
校
で
大
学
入
学
資
格
を
独
波
両
言
語

で
取
得
し
た（

（1
（

。

　

一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
、
チ
ャ
ヤ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
の
ク
ラ
ク
フ
・
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済
を
図
っ
た
と
告
発
さ
れ
、
叛
逆
罪
の
嫌
疑
で
収
監
さ
れ
た
。
彼
は
叛
逆
罪
に
な
る

の
を
回
避
す
る
た
め
に
国
防
軍
へ
の
志
願
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
九
四
二
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
東
部
戦
線
に
出
征
す
る
が
、
重
傷
を
負
っ
て
右
目
を
喪
失
し
た
。

一
九
四
五
年
、
彼
は
ハ
ル
ツ
地
方
の
野
戦
病
院
に
い
る
と
こ
ろ
を
米
軍
の
俘
虜
と
な

り
、
米
俘
虜
収
容
所
に
収
監
さ
れ
た（

（1
（

。

　

一
九
四
五
年
秋
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
に
戻
っ
た
が
、
そ
こ
で
直
面
し
た

の
は
、
ド
イ
ツ
の
侵
攻
・
占
領
を
経
て
一
層
激
し
さ
を
増
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に

よ
る
ド
イ
ツ
系
少
数
派
住
民
へ
の
攻
撃
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
ク
ラ
ク
フ
大
学
で
ク

レ
チ
コ
フ
ス
キ
教
授
に
よ
り
後
任
に
指
名
さ
れ
た
が
、
教
授
就
任
の
た
め
に
は
ポ
ー

ラ
ン
ド
国
籍
を
選
択
す
る
と
の
宣
言
が
形
式
上
必
要
で
、
チ
ャ
ヤ
は
こ
れ
を
拒
否
し

た
。
一
九
四
六
年
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
こ
の
時
、
両
親
は
現
地
に
留
ま
っ
た
が
、
間
も
な
く
母
は
ド
イ
ツ
人
と
し
て
テ

ッ
シ
ェ
ン
で
拘
禁
さ
れ
、
釈
放
後
ス
コ
チ
ャ
ウ
で
死
去
し
た
。
父
も
ス
コ
チ
ャ
ウ
で

死
去
し
た（

（1
（

。

       　
　

３　

米
ソ
冷
戦
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　

―
―
欧
州
の
名
に
お
け
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
攻
勢
―
―

　   

ド
イ
ツ
東
部
の
喪
失
は
、
残
部
ド
イ
ツ
の
東
西
分
断
と
同
じ
く
、
米
ソ
冷
戦
の

産
物
で
あ
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
親
ソ
政
府
（
ル
ブ
リ
ン
政
府
）

は
、
ド
イ
ツ
東
部
を
分
割
占
領
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
ド
イ
ツ
東
部
を
獲
得
し
た
の

は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
カ
ー
ゾ
ン
線
以
東
の
広
大
な
領
土
を
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
割
譲
す

る
の
に
伴
う
補
償
の
た
め
だ
っ
た
。
米
英
は
、
オ
ー
デ
ル
川
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

西
漸
に
は
同
意
し
た
が
、
予
想
さ
れ
る
強
制
移
住
者
が
多
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
、

ナ
イ
セ
川
ま
で
の
西
漸
に
は
難
色
を
示
し
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
の
侵
攻
に
際
し
、

戦
火
を
避
け
る
ド
イ
ツ
人
避
難
民
が
発
生
し
、
戦
闘
終
結
で
彼
ら
の
一
部
は
帰
郷
し

よ
う
と
し
た
が
、
占
領
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
軍
兵
士
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
ド
イ
ツ

系
住
民
へ
の
迫
害
あ
る
い
は
強
制
移
住
措
置
に
よ
っ
て
、（
再
び
）
故
郷
を
離
れ
て

ド
イ
ツ
中
部
・
西
部
を
目
指
す
難
民
が
発
生
し
た
。
米
英
は
そ
の
後
も
、
オ
ー
デ

ル=

ナ
イ
セ
線
が
暫
定
国
境
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
、
そ
の
改
定
論
を
提

起
し
た
。
冷
戦
が
激
化
す
る
中
で
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
「
行
政
」

（adm
inistration

）
は
既
成
事
実
化
し
、
事
実
上
の
領
有
に
な
っ
て
い
っ
た（

（1
（

。

　

故
郷
を
追
わ
れ
た
数
百
万
の
ド
イ
ツ
人
難
民
に
は
多
数
の
死
者
が
出
た
が
、

生
き
残
っ
た
者
は
残
部
ド
イ
ツ
に
辿
り
つ
い
た
。
残
部
ド
イ
ツ
の
住
民
は
難
民

支
援
に
乗
り
出
し
た
が
、
難
民
側
に
は
自
分
た
ち
は
先
住
民
か
ら
冷
遇
さ
れ
て

い
る
と
い
う
「
冷
た
い
故
郷
」
論
が
絶
え
な
か
っ
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
占
領
地
区
、

の
ち
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
は
、
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
を
公
に
取
り
上
げ
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
難
民
は
組
織
化
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
初
は
「
移

住
者
」（U

m
siedler

）
と
い
う
（
事
務
的
な
）
表
現
が
導
入
さ
れ
た
が
、
や
が
て

こ
れ
も
使
用
が
停
止
さ
れ
た（

（1
（

。
米
英
仏
占
領
地
区
で
も
当
初
ド
イ
ツ
人
難
民
の
組

織
化
が
公
式
に
は
禁
止
さ
れ
、
一
九
四
六
年
一
月
一
日
に
は
米
軍
が
「
被
追
放

民
」（Vertriebene

）
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
も
可
能
な
限
り
回
避
す
る
よ
う
指
示

を
出
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
〇
年
に
指
示
が
解
除

さ
れ
、
難
民
の
組
織
化
が
本
格
化
し
た
。
一
九
五
〇
年
八
月
五
日
、
難
民
諸
団
体

が
バ
ー
ト
・
カ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
一
堂
に
会
し
、「
ド
イ
ツ
人
故
郷
被
追
放
民
の
憲

章
」（C

harta der deutschen H
eim

atvertriebenen

：
以
下
「
被
追
放
民
憲
章
」）
を

採
択
し
た
。
一
九
五
二
年
に
は
「
負
担
調
整
法
」
が
、
一
九
五
三
年
に
は
「
連
邦

被
追
放
民
法
」（B

undesvertriebenengesetz

）
が
成
立
し
た
。
一
九
五
七
年
、「
同

郷
団
連
盟
」（Verband der Landsm

annschaften

）
と
「
ド
イ
ツ
被
追
放
民
同
盟
」

（B
und der Vertriebenen D

eutschen

）
と
が
合
併
し
て
、
今
日
の
「
被
追
放
民
同
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一
九
四
七
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
党
員
と
な
っ
た
（
だ
が
ド
イ
ツ
人
難
民
を
糾
合
し
た
政

党
「
故
郷
被
追
放
者
・
権
利
被
剝
奪
者
同
盟
」（
Ｂ
Ｈ
Ｅ
）
へ
の
勧
誘
は
断
り
続
け

た
）。
同
年
か
ら
一
九
五
三
年
ま
で
、
彼
は
難
民
代
表
枠
で
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

市
議
会
議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
を
務
め
た
。
彼
は
ま
た
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
内
被
追
放
民
連
盟
及
び

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
・
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
同
郷
団
の
創
設
に
従
事
し

た
。
そ
し
て
一
九
五
三
年
、
彼
は
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
を
辞
め
て
ド
イ
ツ
連
邦
議
会

議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
と
な
り
、
一
九
九
〇
年
ま
で
務
め
た（

11
（

。

チ
ャ
ヤ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
家
と
し
て
も
活
動
し
た
。
彼
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
で
文
筆
家
イ
ダ
・
フ
リ
ー
デ
リ
ケ
・
ゲ
レ
ス
の
講
演
を
聴
い
た
。
こ
の
人
物

は
、
汎
欧
州
運
動
の
指
導
者
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ=

カ
レ
ル
ギ
伯
爵

の
実
妹
（
青
山
光
子
の
第
六
子
）
で
あ
る
。
こ
の
講
演
を
機
に
、
チ
ャ
ヤ
が
欧
州
統

合
思
想
に
触
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
一
九
四
八
年
、
チ
ャ
ヤ
は
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル

ト
出
身
の
エ
ー
フ
ァ
＝
マ
リ
ア
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
と
結
婚
し
た
が
、
義
父
は
元
中
央

党
活
動
家
で
、
ゲ
ル
デ
ラ
ー
派
の
反
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
抵
抗
家
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年

一
一
月
に
は
、
チ
ャ
ヤ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
中
央
委
員
会
に
選
出
さ
れ
、
二
◯
年
間

属
し
た（

1（
（

。

　

連
邦
議
会
議
員
チ
ャ
ヤ
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
補
佐
司
教
（
の
ち
同
司
教
）
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
テ
ン
フ
ム
ベ
ル
ク
の
要
請
で
、
一
九
六
八
年
に
講
演
「
我
々
の
中
欧
の
隣
人
た

ち
と
の
関
係
」
を
行
っ
た
。
場
所
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ベ
ー
ラ
ー
館
（
首
都
ボ
ン
）

で
、
議
員
や
高
級
官
僚
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
講
演
は
、
翌
年
に
小
冊
子
『
東
欧
と
の

調
整
―
―
一
つ
の
欧
州
平
和
秩
序
の
試
み
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ヤ
が

被
追
放
民
同
盟
議
長
に
な
る
以
前
の
考
え
を
述
べ
た
こ
の
講
演
は
、
自
国
民
へ
の
愛

と
共
通
善
の
追
求
と
を
両
立
さ
せ
、
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
連
鎖
を
止
め
よ
う
と
す

る
、
思
弁
的
な
性
格
の
強
い
も
の
だ
っ
た（

11
（

。

チ
ャ
ヤ
は
難
民
運
動
の
定
石
に
則
り
、「
故
郷
へ
の
権
利
」
を
主
張
し
た
。
つ
ま

盟
」（B

und der Vertriebenen

）
が
誕
生
し
た
。
当
時
は
難
民
支
援
に
連
邦
議
会
の

全
政
党
が
賛
同
し
、
エ
ー
リ
ヒ
・
オ
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ヴ
ィ
リ
ー･

ブ
ラ
ン
ト
、
ヘ

ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ナ
ー
な
ど
Ｓ
Ｐ
Ｄ
指
導
者
も
支
援
者
に
名
を
連
ね
て
い
た（

（1
（

。

　

ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
当
初
か
ら
欧
州
統
合
を
訴
え
て
い
た
。「
被
追
放
民
憲
章
」

第
二
条
曰
く
「
諸
民
族
が
恐
怖
や
強
制
な
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
統
一
さ
れ
た
欧
州

の
創
設
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
出
発
を
、
我
々
は
全
力
で
支
援
す
る（

（1
（

」。
ド
イ
ツ

難
民
運
動
、
欧
州
統
合
運
動
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
資
本
主
義
＝
自
由
主
義
圏
か

ら
社
会
主
義
圏
の
人
権
侵
害
を
告
発
し
、
輝
け
る
「
欧
州
」、「
西
洋
」
の
錦
旗
の
下

に
、（
西
欧
に
中
心
を
置
く
）
統
一
勢
力
圏
の
構
築
を
目
指
す
と
い
う
反
東
方
・
反

共
の
目
標
に
関
し
て
は
、
連
帯
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
圏
が
ド
イ
ツ
難
民
運
動
や
欧
州
統
合
運
動
に
否
定
的
評
価
を
下
し
た

の
は
当
然
だ
っ
た
。
東
独
「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
所
」
の
資
料
集
『
西
独
に
お
け
る

同
郷
団
の
報
復
主
義
―
―
帝
国
主
義
的
支
配
体
制
に
お
け
る
そ
の
歴
史
及
び
役
割
に

つ
い
て
』
は
ド
イ
ツ
人
難
民
運
動
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
や
大
貴
族
の
残
党
が

「
教
権
主
義
」
勢
力
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
、「
反
ヒ
ト
ラ
ー
連
合
」
か
ら
「
離
反
」
し

た
「
ア
ン
グ
ロ=

ア
メ
リ
カ
人
」
ら
西
欧
勢
力
と
結
託
し
た
、「
西
独
帝
国
主
義
」、

「
西
独
報
復
主
義
」、「
反
共
主
義
」
の
表
現
だ
と
し
て
い
る
。
社
会
主
義
圏
で
は
、

「
罪
責
」
云
々
の
道
徳
論
で
は
な
く
、「
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
」
の
東
方
へ
の
「
膨
張
の

衝
動
」
へ
の
「
領
土
的
予
防
措
置
」
と
し
て
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
が
肯
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
西
独
の
西
欧
統
合
政
策
も
帝
国
主
義
政
策
の
一
種
と
し

て
解
釈
さ
れ
、「
独
仏
友
好
」、「
欧
州
的
共
通
性
」
へ
の
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
支
持

が
警
戒
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。

さ
て
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
第
二
の
人
生
を
始
め
た
チ
ャ
ヤ
は
、
一
九
四
六

年
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師
に
な
る
と
同
時
に
、
難
民
代
表
と
し
て
政
治
活
動
を
始

め
、
住
宅
供
給
問
題
で
活
躍
し
た
。
彼
は
ま
ず
ユ
ン
ゲ
・
ウ
ニ
オ
ン
に
加
入
し
、
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り
「
欧
州
人
権
条
約
」、「
世
界
人
権
宣
言
」
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
、
彼
は
何
人
も
自

分
の
故
郷
を
追
わ
れ
な
い
権
利
が
あ
る
と
す
る
。
国
境
は
国
家
間
の
条
約
で
変
更
で

き
て
も
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
ま
で
追
い
払
う
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ヤ
が
「
追
放
」
を
「
不
正
」
と
断
ず
る
の
は
、
こ
の
「
故
郷
へ

の
権
利
」
論
に
立
脚
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

チ
ャ
ヤ
は
、
過
剰
で
不
健
康
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
八
世
紀
末
か
ら
の
も
の
だ

と
し
、
国
民
国
家
原
則
に
よ
る
だ
け
で
は
問
題
が
解
決
し
な
い
と
し
て
、
複
数
民
族

が
混
住
す
る
周
辺
地
域
を
「
欧
州
化
」、「
国
際
化
」
し
、
欧
州
統
一
の
司
法
手
続
で

民
族
紛
争
の
解
決
を
進
め
る
べ
き
だ
と
し
た
。「
欧
州
化
」
と
は
、
個
々
の
国
民
国

家
の
管
理
か
ら
切
り
離
し
、
超
国
家
的
な
管
理
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
ら
し
い
が
、

制
度
的
な
し
く
み
は
未
定
だ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
ま
た
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ー
ナ
ー

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
が
提
唱
し
、
ラ
イ
ナ
ー
・
バ
ル
ツ
ェ
ル
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
も
支
持
し
た
「
欧

州
民
族
集
団
権
」
論
を
支
持
し
、
国
籍
に
拘
ら
ず
民
族
集
団
に
は
自
決
権
を
与
え
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
チ
ャ
ヤ
の
議
論
で
は
、
自
決
の
権
利
は
個
人
及
び
民

族
が
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

チ
ャ
ヤ
は
、「
欧
州
」
と
い
う
枠
組
で
諸
民
族
が
団
結
す
る
べ
き
だ
と
し
た
。
彼

は
「
欧
州
」
を
「
連
邦
制
的
」
構
造
、「
補
完
性
原
則
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
、

個
々
の
民
族
を
「
自
然
法
」
が
上
か
ら
支
配
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
懐
い
て
い

た
。
彼
は
、
欧
州
諸
国
民
の
団
結
を
強
め
る
べ
き
と
し
、
共
同
の
外
交
・
軍
事
政
策

を
も
提
案
し
て
い
た
。
こ
れ
は
（
特
に
再
統
一
し
た
）
ド
イ
ツ
が
周
辺
国
の
脅
威
と

認
識
さ
れ
な
い
た
め
で
、
東
方
政
策
も
西
欧
共
通
で
攻
撃
的
で
な
い
も
の
を
遂
行
す

べ
き
と
提
案
し
て
い
た
。

チ
ャ
ヤ
は
、
主
に
ド
イ
ツ
と
東
中
欧
諸
国
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
と
の
和
解
を
考
え
た
。
彼
は
、
通
商
・

財
政
支
援
・
文
化
交
流
・
技
術
支
援
・
人
権
意
識
強
化
に
よ
り
、
東
中
欧
諸
国
と
の

対
立
状
況
を
好
転
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
エ
ゴ
ン
・
バ
ー
ル
が
東
西
ド
イ
ツ
関

係
に
つ
い
て
述
べ
た
「
接
近
に
よ
る
変
化
」
に
類
す
る
発
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

チ
ャ
ヤ
は
元
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
者
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
主
義
体
制
下
の
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
行
方
を
憂
慮
し
、
一
九
五
九
年
に
ケ
ー
ニ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
で
、
ま
た

一
九
六
四
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
中
央
委
員
会
の
人
々
を
前

に
、
こ
の
件
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る（

11
（

。
な
お
チ
ャ
ヤ
は
、
ド
イ
ツ
が
西
ス
ラ

ヴ
の
隣
国
と
連
帯
し
て
ロ
シ
ヤ
に
対
峙
す
る
と
い
う
構
図
を
想
定
し
て
い
る
が
、
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
と
対
決
す
る
つ
も
り
で
は
な
く
、
そ
の
東
欧
支
配
が
続
く
と
い
う
前
提
で

実
現
可
能
な
こ
と
を
構
想
す
る
と
い
う
方
針
だ
っ
た
。

チ
ャ
ヤ
は
、
ド
イ
ツ
側
の
犯
し
た
政
治
的
過
ち
を
認
め
る
が
、
自
分
た
ち
が
受

け
た
「
不
正
」
の
強
調
に
関
心
が
偏
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
チ
ャ
ヤ
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
残
虐
性
の
あ
と
で
、
ド
イ
ツ
人
は
隣
国
に
政
治
的
義
務
が
あ
る
と

は
す
る
が
、
道
義
的
責
任
が
あ
る
と
は
見
な
い
。
責
任
論
に
関
し
て
は
、
チ
ャ
ヤ
は

個
人
の
「
個
別
罪
責
」
を
問
う
立
場
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
「
集
団
罪
責
」
と
い

う
発
想
は
否
定
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
行
す
る
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
の
不
正
が
、

ド
イ
ツ
人
難
民
追
放
の
不
正
を
相
殺
す
る
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
罰
と
し
て
、
追
放
と

東
西
分
断
が
課
さ
れ
た
と
い
う
類
の
議
論
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
追
放
さ
れ
た

ド
イ
ツ
東
部
の
住
民
が
、
ド
イ
ツ
人
の
中
で
特
別
に
Ｎ
Ｓ
体
制
に
責
任
が
あ
っ
た
訳

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
悪
の
根
源
を
ド
イ
ツ
が
生
ん
だ
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を

ド
イ
ツ
人
全
員
が
将
来
に
亙
っ
て
負
う
と
す
る
「
過
去
の
克
服
」
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
自
民
族
へ
の
愛
を
捨
て
な
い
チ
ャ
ヤ
の
「
不
正
」
論
は
、
自
己
批
判
が
足
り
な

い
と
言
わ
れ
る
可
能
性
は
十
分
あ
っ
た
。
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要
求
は
、
米
英
仏
の
宣
言
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
頼
み
の
ア
メ
リ
カ
が
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
と
の
平
和
共
存
を
優
先
す
る
中
で
、
運
動
は
立
つ
瀬
を
失
っ
た
。
ド
イ

ツ
と
Ｎ
Ｓ
体
制
と
を
同
視
す
る
ヴ
ァ
ン
シ
ッ
タ
ー
ト
主
義
を
非
難
し
、
ド
イ
ツ
の

領
土
分
断
を
恐
れ
、
エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
の
帰
属
を
も
住
民
投
票
次
第
と
考
え
て
い

た
ブ
ラ
ン
ト
は
、（
西
）
ベ
ル
リ
ン
市
長
時
代
に
も
な
お
「
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
大

会
」（
一
九
六
一
年
）
で
、
宰
相
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
を
差
し
置
い
て
そ
の
青
年
団
の
先

頭
で
行
進
し
、
一
九
六
三
年
に
は
「
裏
切
り
と
し
て
の
断
念
」
と
い
う
文
句
を
含
む

Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
難
民
運
動
へ
の
挨
拶
に
署
名
し
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
で
転
換
演
説
を
行
っ
て
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
承
認
を
党

の
方
針
に
し
た（

11
（

。
ブ
ラ
ン
ト
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
ゲ
ッ
ト
ー
蜂
起
記
念
碑
前
で
行
っ
た

土
下
座
は
、
ド
イ
ツ
人
集
団
罪
責
論
を
再
燃
さ
せ
、
ド
イ
ツ
人
を
「
過
去
」
を
反
省

し
て
い
る
善
人
と
反
省
し
て
い
な
い
悪
人
と
で
区
別
す
る
と
い
う
思
考
法
を
普
及
さ

せ
た
。
こ
れ
ま
で
難
民
運
動
を
支
援
し
て
き
た
主
要
政
党
は
、
徐
々
に
援
助
を
渋

る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
脱
連
帯
化
」（Entsolidarisierung

）
の
潮
流
で
あ

る（
11
（

。
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
、
ド
イ
ツ
の
「
過
去
」
を
反
省
し
て
お
ら
ず
、
自
分
た
ち

の
被
害
ば
か
り
を
強
調
し
、
東
部
領
土
喪
失
を
受
け
入
れ
な
い
勢
力
と
し
て
、
逆

に
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
。
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
で
は
、「
職
業
的
被
追
放
者
」

（B
erufs-Vertriebene

）、
つ
ま
り
被
追
放
者
で
あ
る
こ
と
を
飯
の
タ
ネ
に
す
る
い
か

が
わ
し
い
連
中
と
い
う
表
現
が
、
被
追
放
民
同
盟
幹
部
を
揶
揄
す
る
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
他
に
も
「
職
業
的
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
人
」、「
職
業
的
難

民
」
な
ど
の
表
現
も
登
場
し
た（

11
（

）。
彼
ら
の
話
題
が
西
独
の
公
共
の
記
憶
か
ら
押
し

出
さ
れ
る
現
象
、
い
わ
ば
「
被
追
放
民
の
追
放
」（Vertreibung der Vertriebenen

）

が
、「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
構
築
（
一
九
六
一
年
）
の
頃
か
ら
言
論
界
で
始
ま
っ
た
。

当
時
は
ま
だ
忘
却
に
対
抗
す
る
難
民
運
動
側
の
活
動
も
あ
り
、
各
政
党
も
そ
れ
を
支

持
し
て
い
た
が
、
一
九
六
九
年
の
政
権
交
代
で
「
被
追
放
民
の
追
放
」
は
本
格
化

　
　
　
　

４　

緊
張
緩
和
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　

―
―
「
脱
連
帯
化
」
に
よ
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
孤
立
―
―

   

ヴ
ィ
リ
ー
・
ブ
ラ
ン
ト
政
権
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
の
新
東
方
政
策
は
、
日
本
の

中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
樹
立
と
同
じ
く
、
米
ソ
緊
張
緩
和
の
産
物
で
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
主
導
の
自
由
主
義
陣
営
に
与
し
た
日
本
や
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
、
ア
メ

リ
カ
が
決
め
た
社
会
主
義
圏
と
の
融
和
の
流
れ
に
従
う
他
は
な
か
っ
た
。
米
ソ
緊
張

緩
和
と
は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
現
象
で
あ
る
。
一
方
で
そ
れ
は
、
地
球
を
破
滅
さ
せ

ら
れ
る
ほ
ど
の
核
兵
器
を
保
有
す
る
自
由
主
義
・
社
会
主
義
両
陣
営
が
、
人
類
の
生

存
と
い
う
共
通
の
利
益
を
見
据
え
て
平
和
共
存
を
図
る
試
み
で
あ
っ
た
。
他
方
で
そ

れ
は
、
両
陣
営
の
共
存
を
優
先
す
る
余
り
、
そ
れ
ま
で
指
摘
し
合
っ
て
い
た
互
い
の

問
題
点
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
緊
張
緩
和
の
政
策
が
、
多
数
者
の

平
和
共
存
の
た
め
に
、
抑
圧
さ
れ
た
少
数
者
を
見
捨
て
た
と
い
う
面
は
否
定
で
き
な

い
。
東
欧
諸
国
で
の
人
権
侵
害
を
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
西
欧
諸
国
は
、
緊
張
緩
和

に
伴
い
、
声
高
な
批
判
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
欧
の
進
歩
派
言
論
人
に
も
、

容
共
的
な
態
度
が
目
立
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
教
条
的
に
で
な
く
と
も
、
マ
ル
ク
ス
主

義
か
ら
刺
戟
を
得
て
、
保
守
派
の
社
会
主
義
批
判
に
目
を
光
ら
せ
た
。
同
じ
頃
激
化

し
て
い
た
学
生
運
動
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
や
東
欧
諸
国
の
現
状
を
肯
定
す
る
意
向

で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
己
流
解
釈
に
依
拠
し
、「
ア
メ
リ
カ

帝
国
主
義
」
と
戦
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
中
華
人
民
共
和
国
、
北
朝
鮮
を
理
想
化
し
た
。

Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
「
全
体
主
義
」
論
は
、

不
都
合
な
歴
史
認
識
と
し
て
否
定
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
国
民
社

会
主
義
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
不
道
徳
だ
と
し
て
禁
忌
と
な
っ
た
。

　

ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
の
進
展
で
、
主
要
政
党
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
が
、

ド
イ
ツ
難
民
運
動
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
の
国
境
恢
復
と
い
う
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
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し
た
。
連
邦
大
統
領
を
選
出
す
る
「
連
邦
集
会
」（B

undesversam
m

lung

）
は
ベ
ル

リ
ン
の
「
東
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ホ
ー
ル
」
で
開
か
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も

一
九
六
九
年
で
終
わ
り
と
な
っ
た（

11
（

。

も
と
も
と
各
党
派
に
い
た
難
民
運
動
の
活
動
家
は
、
新
東
方
政
策
を
契
機
に
Ｃ

Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
に
集
ま
っ
て
い
き
、
一
部
は
急
進
右
派
の
国
民
民
主
党
（
Ｎ
Ｐ
Ｄ
）

に
も
流
れ
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
保
守
派
の
策
動
だ
と
い
う
印
象
が
固
定
化

し
た
。
当
時
の
被
追
放
民
同
盟
議
長
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
レ
ー
ス
（
一
九
〇
一
年
―

一
九
七
一
年
：
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
連
邦
議
会
議
員
だ
っ
た
が
、

一
九
六
九
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
に
鞍
替
え
し
た
。
被
追
放
民
同
盟
副
議
長
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ

プ
カ
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
）、
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ム
ー
デ
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン

出
身
）、
ハ
ン
ス=

ユ
ル
ゲ
ン
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ネ
フ
ス
キ
（
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
な

ど
の
幹
部
も
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
か
ら
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
に
移
っ
た（

11
（

。
同
年
九
月
二
八
日
の

連
邦
議
会
選
挙
に
際
し
て
は
、
被
追
放
民
同
盟
は
「
承
認
政
党
」（
東
独
や
オ
ー
デ

ル
・
ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
し
、
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
を
解
決
済
み
と
す
る
政
党
）
の

過
半
数
獲
得
を
阻
止
し
よ
う
と
、
候
補
者
を
審
査
す
る
活
動
を
展
開
し
た（

11
（

。
だ
が
こ

の
選
挙
で
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
が
第
一
党
を
維
持
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
第
二
党
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、

第
三
党
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
突
如
連
合
し
て
ブ
ラ
ン
ト
政
権
を
形
成
し
、
新
東
方
政
策
に
本

腰
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
党
の
移
籍
に
伴
い
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ=

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
か
ら
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
に
選
挙
区
を
変
え
た
レ
ー
ス
は
、
こ
の
連
邦
議
会
選
挙

で
落
選
し
、
被
追
放
民
同
盟
は
未
曾
有
の
危
機
を
迎
え
た
。
レ
ー
ス
は
、
教
皇
パ
ウ

ル
ス
六
世
が
旧
ド
イ
ツ
領
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
区
を
完
全
に
手
中
に
入
れ
よ
う
と
す

る
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
加
担
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
で

活
躍
す
る
ド
イ
ツ
人
貴
族
の
フ
ラ
リ
ー
・
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
男
爵
を
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
に

派
遣
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
レ
ー
ス
は
連
邦
議
会
選
挙
で
の
落
選
に
伴
い
、
被
追

放
民
同
盟
議
長
と
し
て
も
引
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
任
に
は
当
初
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
新

人
連
邦
議
会
議
員
だ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
（
ヒ
ン
タ
ー
ポ
ン

メ
ル
ン
出
身
で
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
在
住
の
実
業
家
）
が
噂
に
な
っ
た
が
、
結
局
就
任
し

た
の
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
古
株
連
邦
議
会
議
員
で
、
そ
れ
ま
で
負
担
調
整
・
住
居
問
題
の
専

門
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
チ
ャ
ヤ
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
の
選
出
に
際
し
て
、
雑
誌

『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
は
彼
が
提
唱
す
る
民
族
混
住
地
域
の
欧
州
化
構
想
を
、「
中
間
領

域
」（Zw

ischenreich

）
構
想
と
呼
ん
で
紹
介
し
た（

11
（

。

チ
ャ
ヤ
は
一
九
七
〇
年
に
被
追
放
民
同
盟
議
長
に
就
任
す
る
と
、
新
東
方
政
策

批
判
の
急
先
鋒
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
彼
は
同
盟
の
連
邦
集
会
で
、
同
盟
に
は
オ

ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
へ
の
拒
否
権
が
あ
る
と
し
た
。
同
国
境
問
題
は
、
直
接
影

響
を
蒙
る
被
追
放
民
の
意
向
を
無
視
し
て
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ト

の
率
い
る
社
会
自
由
政
権
に
は
、
い
ま
最
終
的
な
こ
と
を
確
定
す
る
「
政
治
的
権

限
」
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（

1（
（

。
因
み
に
チ
ャ
ヤ
の
故
郷
で
あ
る
旧
墺
領
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ン
は
、
一
九
三
七
年
の
時
点
で
既
に
ド
イ
ツ
領
土
外
だ
っ
た
た
め
に
、
ド
イ
ツ

に
返
還
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
地
域
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
チ
ャ
ヤ
個
人
は
も
う
利

害
関
係
者
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
チ
ャ
ヤ
は
議
長
就
任
後
、『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ

ル
』
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
大
量
追
放
の
合
法
化
と
難
民
の

人
権
無
視
と
に
反
対
し
、
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
の
承
認
阻
止
に
あ
ら
ゆ
る
手
を

盡
す
、
調
印
し
て
も
批
准
や
そ
れ
に
伴
う
基
本
法
改
正
を
阻
止
す
る
と
述
べ
た
。
彼

は
、
自
分
た
ち
が
急
進
学
生
運
動
家
の
「
議
会
外
反
対
派
」（
Ａ
Ｐ
Ｏ
）
に
準
え
ら

れ
る
こ
と
を
嫌
い
つ
つ
も
、
西
独
の
あ
ら
ゆ
る
法
的
手
段
を
用
い
、
欧
州
共
同
体
や

連
合
国
（
Ｕ
Ｎ
）
へ
の
提
訴
も
考
え
る
と
し
た
。
チ
ャ
ヤ
は
、
同
国
境
承
認
は
ヒ
ト

ラ
ー
・
ス
タ
ー
リ
ン
の
密
約
で
決
ま
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
東
部
国
境
の
画
定
（
旧
ポ
ー

ラ
ン
ド
東
部
領
の
抛
棄
）
に
も
事
実
上
連
動
す
る
の
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
の
た
め

に
も
西
独
は
そ
れ
を
承
認
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た（

11
（

。
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

を
契
機
に
、
チ
ャ
ヤ
は
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
誌
上
で
頑
迷
な
被
追
放
民
同
盟
の
代
表
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者
と
し
て
、「
夢
想
家
」（Phantast

）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た（
11
（

。　だ
が
ブ
ラ
ン
ト
政
権
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
条
約
交
渉
を
進
め
て
い
っ
た
。
Ｃ
Ｄ

Ｕ
は
こ
の
事
態
に
困
惑
し
、
党
首
ラ
イ
ナ
ー
・
バ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
件
に
関
す
る
党

の
決
定
を
先
延
ば
し
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
指
導
的
政
治
家
カ
ー
ル
・
テ

オ
ド
ル
・
フ
ォ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ツ
ー
・
グ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
男
爵
や
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
チ
ャ
ヤ

は
即
刻
拒
否
す
る
べ
き
だ
と
息
巻
い
た（

11
（

。
一
九
七
〇
年
一
二
月
七
日
、
西
独
が
オ
ー

デ
ル=

ナ
イ
セ
線
を
独
波
両
国
の
境
界
線
と
事
実
上
認
め
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
が

調
印
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ン
ト
に
対
す
る
建
設
的
不
信
任
の
試
み
も
失
敗
し
、
被
追
放
民

同
盟
も
効
果
的
な
反
抗
が
出
来
な
い
ま
ま
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
は
一
九
七
二
年
五
月

二
七
日
に
批
准
さ
れ
た（

11
（

。
更
に
難
民
運
動
の
「
東
方
ド
イ
ツ
青
年
団
」（D

eutsche 

Jugend des O
stens

）
が
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
系
「
社
会
主
義
青
年
団
」
の
批
判
で
「
連
邦
青

年
団
連
盟
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
虞
が
生
じ
た
の
で
、
一
九
七
四
年
に
「
Ｄ
Ｊ
Ｏ
―
欧

州
ド
イ
ツ
青
年
団
」
と
改
称
し
、
東
方
色
を
薄
め
欧
州
色
を
強
め
る
こ
と
に
し
た（

11
（

。

被
追
放
民
同
盟
は
ド
イ
ツ
人
難
民
の
全
て
に
支
持
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ

た
。
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
出
身
だ
っ
た
作
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
グ
ラ
ス
は
、
ブ
ラ
ン
ト
を
熱
烈

に
支
持
し
て
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
し
、
旧
ド
イ
ツ
東
部
の
文
化
財
を
中

立
的
な
財
団
に
よ
っ
て
管
理
す
る
べ
き
だ
と
し
た（

11
（

。
東
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
で
、
ハ
ン

ブ
ル
ク
の
週
間
新
聞
『
ツ
ァ
イ
ト
』
の
編
集
人
だ
っ
た
マ
リ
オ
ン
・
デ
ー
ン
ホ
フ
伯

爵
令
嬢
は
、
難
民
の
逃
避
行
や
残
留
者
へ
の
暴
力
を
赤
裸
々
に
描
き
、
名
門
貴
族
出

身
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
つ
つ
も
、
西
独
政
府
が
ド
イ
ツ
の
地
を
断
念
し
た
の
で
は
な

く
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
プ
ロ
イ
セ
ン
七
◯
◯
年
の
歴
史
を
葬
っ
た
の
だ
と
し
て
、
新
東
方

政
策
支
持
の
論
陣
を
張
っ
た（

11
（

。『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
の
企
画
し
た
ド
イ
ツ
難
民
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
承
認
す
る
者
が
五
◯
％
と
な
り
、

反
対
は
四
八
％
に
留
ま
っ
た（

11
（

。

　

と
は
い
え
緊
張
緩
和
も
ま
た
冷
戦
の
一
局
面
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ル
の
「
接
近
に

よ
る
変
化
」
構
想
も
、
自
由
主
義
圏
の
正
当
性
を
前
提
と
し
、
社
会
主
義
圏
を
対
等

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
見
な
い
「
上
か
ら
目
線
」
の
政
策
で
あ
る
。
そ
の
後
も
西
独
は

東
独
を
最
後
ま
で
主
権
国
家
と
し
て
認
め
ず
、
東
独
問
題
を
ド
イ
ツ
内
問
題
と
し
て

扱
い
、
外
務
庁
で
は
な
く
連
邦
宰
相
府
の
管
轄
事
項
と
し
、
東
ベ
ル
リ
ン
に
「
大
使

館
」
で
は
な
く
「
常
設
代
表
部
」
を
置
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
資
本
主

義
＝
自
由
主
義
圏
で
は
新
自
由
主
義
経
済
政
策
が
広
ま
り
、
社
会
主
義
圏
の
経
済
的

劣
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
冷
戦
終
焉
の
機
運
が
生
ま
れ
て
き
た
。

一
九
八
二
年
に
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
政
権
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）

が
誕
生
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
ト
新
東
方
政
策
か
ら
一
◯
年
以
上
も
経
て
、
も
は
や
オ

ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
承
認
の
既
成
事
実
を
撤
回
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
中
に
も
難
民
運
動
か
ら
距
離
を
置
く
政
治
家
が
出
始
め
る
。

一
九
八
五
年
五
月
八
日
、
連
邦
大
統
領
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ

イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
男
爵
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
は
、
終
戦
四
◯
周
年
の
講
演
「
荒
野
の
四
十
年
」

で
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
容
認
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
。
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

は
、
難
民
た
ち
が
武
力
で
の
報
復
を
抛
棄
し
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、
ド
イ
ツ
の

侵
略
に
よ
る
被
害
を
強
調
し
、
旧
東
部
領
土
で
は
も
は
や
ド
イ
ツ
人
よ
り
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
の
墓
が
多
く
な
っ
て
い
る
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
西
方
へ
の
移
動
を
強
い
ら
れ
た

の
だ
と
し
、
現
地
に
住
み
つ
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
安
全
を
約
束
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
説
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
欧
州
平
和
の
た
め
に
は
被
追
放
民
同
盟
の
自
己
主

張
は
棚
上
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
ー
に
、
チ
ャ
ヤ
は
一
九
八
九
年
一
月
一
九
日
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
き
っ
か
け

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
首
脳
の
西
独
訪
問
だ
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
は
被
追
放
民
同

盟
議
長
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
改
め
て
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
国
境
の
最
終
的
承
認

を
西
独
政
府
に
迫
っ
て
い
る
の
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
彼
ら
を
迎
え
る
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
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ッ
カ
ー
大
統
領
に
妥
協
を
し
な
い
よ
う
念
を
押
し
た（

1（
（

。
同
じ
頃
チ
ャ
ヤ
は
、
バ
ー
ル

が
「
ド
イ
ツ
問
題
を
持
ち
出
す
者
は
、
欧
州
に
と
っ
て
邪
魔
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の

に
、
連
邦
議
会
で
不
快
感
を
表
明
し
た
。
一
九
八
九
年
一
〇
月
一
二
日
、
チ
ャ
ヤ
ら

幹
部
の
署
名
の
あ
る
被
追
放
民
同
盟
の
「
ド
イ
ツ
政
策
構
想
」
は
欧
州
統
合
を
改
め

て
標
榜
し
、
統
一
市
場
や
通
貨
同
盟
を
も
提
唱
し
た
。
但
し
欧
州
共
同
体
は
国
家
連

合
で
あ
り
続
け
る
べ
き
と
し
、
そ
の
連
邦
国
家
化
に
は
な
お
距
離
を
置
い
て
い
た（

11
（

。

「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
崩
壊
は
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
立
場
を
ま
す
ま
す
悪
く
し

た
。
被
追
放
民
同
盟
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
連
邦
宰
相
コ
ー
ル
も
、
ド
イ
ツ
統

一
と
い
う
悲
願
の
実
現
を
前
に
、
も
は
や
実
体
を
失
っ
て
い
た
東
部
領
土
恢
復
要

求
を
取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
ら
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
出

て
、
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
一
九
三
七
年
段
階
の
ド
イ
ツ
領
が
存
続
す
る
と
の
判
決

（
一
九
七
三
・
七
五
年
）
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
が（

11
（

、
一
九
九
〇
年
に
西
独
は
東
独
及
び

戦
勝
四
箇
国
と
の
間
で
結
ば
れ
た
「
２
＋
４
条
約
」
で
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を

最
終
承
認
し
、
ま
た
新
領
土
加
入
に
つ
い
て
規
定
し
た
基
本
法
第
二
三
条
を
削
除
し

た
。一

九
九
六
年
、
チ
ャ
ヤ
は
ド
イ
ツ
難
民
運
動
を
回
顧
し
た
『
最
小
の
ド
イ
ツ
に

向
か
っ
て
？
―
―
被
追
放
民
と
の
連
帯
の
不
足
―
―
五
十
年
の
東
方
政
策
に
つ
い
て

の
傍
注
』
を
刊
行
し
、「
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
は
、
も
う
許
さ
れ
な
い

と
い
う
の
か
」
と
嘆
い
た
。
チ
ャ
ヤ
は
一
連
の
「
脱
連
帯
化
」
に
憤
り
、
と
り
わ
け

同
運
動
に
冷
淡
だ
っ
た
外
相
ハ
ン
ス
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ゲ
ン
シ
ャ
ー
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）

や
、
同
運
動
へ
の
態
度
を
変
え
た
宰
相
コ
ー
ル
、
内
相
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ョ
イ

ブ
レ
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
ら
を
批
判
し
た
。
チ
ャ
ヤ
は
欧
州
統
合
を
肯
定
す
る
立
場
だ
っ
た

が
、
Ｅ
Ｕ
は
諸
国
民
国
家
の
ま
と
ま
り
と
理
解
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
否
定
と
は
考
え
な
か
っ
た（

11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
進
歩
派
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
・

平
和
学
者
の
オ
ッ
ト
ー=

エ
ル
ン
ス
ト
・
チ
ェ
ン
ピ
ー
ル
は
、
一
九
九
六
年
九
月

二
〇
日
に
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
』
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
書
評

で
、
チ
ャ
ヤ
を
「
悪
事
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
」（ein Lobbyist für eine schlechte Sache

）

と
呼
ん
で
危
険
視
し
た（

11
（

。
チ
ャ
ヤ
は
、
一
九
九
四
年
に
被
追
放
民
同
盟
議
長
か
ら
名

誉
議
長
へ
と
勇
退
し
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
バ
ー
ト
・
カ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
心

筋
梗
塞
の
た
め
死
去
し
た
。

       　
　

５　

冷
戦
終
焉
後
の
時
代

                 　

―
―
東
方
拡
大
し
た
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
新
展
開
―
―

ド
イ
ツ
再
統
一
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
よ
る
東
部
領
土
の
最
終
的
断
念
と
い

う
犠
牲
の
上
に
実
現
し
た
が
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
損
ば
か
り
を
し
た
訳
で
は
な
か

っ
た
。
東
部
領
土
恢
復
は
、
既
に
一
九
七
〇
年
段
階
で
実
現
不
可
能
に
な
っ
て
お

り
、
仮
に
連
邦
政
府
が
そ
れ
を
主
張
し
続
け
て
も
、
事
態
は
余
り
変
わ
ら
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
冷
戦
終
焉
は
社
会
主
義
の
自
己
崩
壊
で
実
現
し
た
こ
と
か
ら
、
緊
張
緩
和

期
か
ら
一
転
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
旧
社
会
主
義
国
に
つ
い
て
歯
に
衣
を

着
せ
な
い
批
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
共
存
の
た
め
の
遠
慮
は
も
は
や
不
要

に
な
り
、
東
欧
諸
国
の
抱
え
た
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
系
少
数
派
へ
の
抑
圧

が
公
然
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
の
諸
問
題
と
同
時
に
ド
イ

ツ
系
住
民
の
追
放
が
語
ら
れ
る
と
い
う
、「
過
去
の
並
列
化
」
現
象
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
東
方
に
拡
大
し
、
プ
ー
チ
ン
や
ル
カ
シ
ェ
ン
コ
の
独

裁
が
批
判
を
浴
び
る
中
で
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
た
る
「
ロ
シ
ヤ
の
脅
威
」
論
が
、
現
代

的
装
い
で
ま
た
擡
頭
し
て
き
た
。「
ド
イ
ツ
と
東
方
」
と
い
う
視
角
は
統
一
ド
イ
ツ

の
流
行
と
な
り
、
東
欧
各
地
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
生
活
も
も
は
や
単
純
に
Ｎ
Ｓ
体

制
の
前
史
と
は
さ
れ
ず
、
中
世
に
遡
っ
て
よ
り
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
除
去
さ
れ
、
東
独
在
住
だ
っ
た
難
民
が
ド
イ
ツ
連
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邦
共
和
国
の
難
民
団
体
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
難
民
が
東
欧
各
地
の
故

郷
を
容
易
に
再
訪
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旅
行
会
社
が
企
画
し
た
懐
古
趣
味
的
な

東
方
ツ
ア
ー
が
、
ド
イ
ツ
系
旧
住
民
と
現
住
民
と
の
新
た
な
交
流
を
促
し
た
と
い
う

指
摘
も
あ
る（

11
（

。
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
コ
ン
ツ
ェ
が
創
始
し
た
全
一
◯
巻
の
叢
書
『
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
東
部
に
お
け
る
ド
イ
ツ
史
』
が
中
東
欧
の
失
わ
れ
た
ド
イ
ツ
人
の
営
み
を
回
顧

し（
11
（

、
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ル
バ
ン（

11
（

や
カ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル（

11
（

と
い
っ
た
ド
イ
ツ
東
部
専

門
家
も
現
れ
た
。
更
に
冷
戦
後
、
東
方
各
地
か
ら
現
地
生
活
に
困
難
を
感
じ
た
「
ド

イ
ツ
系
」
少
数
派
が
「
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
」
と
し
て
ド
イ
ツ
に
押
し
寄
せ
た
。

一
九
一
三
年
制
定
の
「
ド
イ
ツ
帝
国
・
領
邦
国
籍
法
」
に
よ
り
、
彼
ら
は
「
民
族
ド

イ
ツ
人
」
だ
と
証
明
で
き
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
独
特
の
ド
イ
ツ
語
を
話
す
、
あ
る
い
は
も
う
ド
イ
ツ
語
を
話
せ
な
い
「
ド

イ
ツ
系
」
移
民
を
ド
イ
ツ
社
会
に
統
合
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
だ
現
地
に
残
っ
て
い

る
「
ド
イ
ツ
系
」
住
民
を
支
援
す
る
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
新
し
い
関
心
事

と
な
っ
た（

11
（

。

　

さ
て
チ
ャ
ヤ
の
あ
と
被
追
放
民
同
盟
議
長
を
務
め
た
の
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
連
邦
議
会
議

員
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
マ
ン
（
一
九
三
三
―
二
〇
一
八
年
：
ズ
デ
ー
テ
ン
出

身
）
で
、
一
九
九
八
年
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
連
邦
議
会
議
員
エ
リ
カ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ

（
一
九
四
三
年
―
：
西
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
）
に
代
わ
っ
た
。
一
六
年
間
被
追
放
民
同

盟
を
率
い
た
議
長
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
二
〇
一
四
年
に
Ｃ
Ｓ
Ｕ
連
邦
議
会
議
員

の
ベ
ル
ン
ト
・
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
（
ジ
ー
ベ
ン
ビ
ュ
ル
ゲ
ン
出
身
：
一
九
六
五
年

―
）
に
交
代
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
因
み
に
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
ハ
ー

ナ
ウ
出
身
で
「
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ=

西
プ
ロ
イ
セ
ン
帝
国
管
区
」
を
占
拠
し
た
国
防
軍
兵

士
と
ブ
レ
ー
メ
ン
出
身
の
母
と
の
子
で
、
追
放
時
ま
だ
幼
児
で
あ
り（

1（
（

、
フ
ァ
ブ
リ
ツ

ィ
ウ
ス
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
卒
業
後
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
た

「
ア
ウ
ス
ジ
ー
ド
ラ
ー
」
で
、
戦
争
で
追
放
さ
れ
た
経
験
が
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ブ
リ

ツ
ィ
ウ
ス
は
Ｅ
Ｕ
東
方
拡
大
に
伴
い
、
シ
ビ
ウ
（
独
ヘ
ル
マ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
）
郊
外

に
家
屋
を
買
っ
て
所
有
し
て
お
り
、
故
郷
に
再
び
根
を
張
っ
た（

11
（

。

　

シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
議
長
の
下
で
、
被
追
放
民
同
盟
は
新
た
な
欧
州
戦
略
に
出

た
。「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
消
え
、
統
一
ド
イ
ツ
は
再
び
東
中
欧
諸
国
と
向
き
合
う

こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
中
欧
諸
国
や
バ
ル
ト
三
国
な
ど
、
ド
イ
ツ
人

が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
多
く
の
国
々
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
き
た
。
欧
州
統
合
が
新
局

面
を
迎
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
被
追
放
民
同
盟
は
一
九
九
九
年
に
「
反
追
放
セ
ン

タ
ー
」（Zentrum

 gegen Vertreibungen

）
と
い
う
新
し
い
構
想
を
打
ち
出
し
た
。

こ
れ
は
新
首
都
ベ
ル
リ
ン
で
ド
イ
ツ
人
側
の
被
害
を
表
現
す
る
施
設
だ
が
、
新
東
方

政
策
で
悪
の
権
化
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
被
追
放
民
同
盟
が
、
ド
イ
ツ
人
難
民
の
自
己

主
張
を
し
て
も
幅
広
い
支
持
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、
欧
州
難
民
一
般
の
問
題
と
し
て

記
憶
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
従
っ
て
「
追
放
」
は
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
）。

ド
イ
ツ
人
追
放
を
欧
州
全
体
の
問
題
に
す
る
と
い
う
発
想
は
、
欧
州
統
合
の
主
張
と

同
一
で
は
な
い
が
、
欧
州
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
活
用
し
よ
う

と
す
る
点
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
チ
ャ
ヤ
の
議
論
と
連
続
し
た
面
が
あ
る
。
シ
ュ

タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ポ

ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ロ

シ
ヤ
、
チ
ェ
キ
ア
の
大
使
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
務
大
臣
ヴ
ワ
デ
ィ
ス
ワ
フ
・
ヴ

ァ
ル
ト
シ
ェ
フ
ス
キ
に
書
簡
を
送
っ
て
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
へ
の
協
力
を
呼
び

か
け
た
。
だ
が
ロ
シ
ヤ
か
ら
強
い
反
対
意
見
が
来
た
以
外
は
、
ど
こ
か
ら
も
返
事
が

来
な
か
っ
た（

11
（

。

こ
の
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
批
判
者
か
ら
見
れ

ば
、「
過
去
の
相
対
化
」
の
陰
謀
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー

ゲ
ル
』
は
、
被
追
放
民
同
盟
及
び
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
へ
の
猛
攻
撃
を
行
っ

た
。
特
に
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
個
人
に
対
し
て
は
、
彼
女
は
本
物
の
難
民
で
は
な



31　ドイツ難民運動の論拠としての欧州アイデンティティ

い
、
挑
発
が
人
間
の
形
を
し
て
い
る
、
２
＋
４
条
約
批
准
に
反
対
票
を
投
じ
た
、
Ｅ

Ｕ
へ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
キ
ア
の
加
盟
に
反
対
し
た
と
、
激
し
い
バ
ッ
シ
ン
グ
が

展
開
さ
れ
た（

11
（

。

　

だ
が
こ
の
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
、
統
一
後
の
ド
イ
ツ
社
会
で
少
な
か
ら

ぬ
支
持
を
得
た
。
新
東
方
政
策
を
支
持
し
て
チ
ャ
ヤ
と
論
争
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
政
治
家
ペ

ー
タ
ー
・
グ
ロ
ッ
ツ
（
ベ
ー
メ
ン
出
身
）
は
、
い
ま
や
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
と
共
に

構
想
の
中
心
人
物
と
な
っ
た（

11
（

。
更
に
こ
の
構
想
に
は
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
名
誉
教

授
・
バ
イ
エ
ル
ン
元
文
相
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
、
現
代
史
研
究
所
前
所
長
・
ミ
ュ
ン

ヒ
ェ
ン
大
学
名
誉
教
授
ホ
ル
ス
ト
・
メ
ラ
ー
（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
出
身
）、
ベ
ル
リ

ン
自
由
大
学
名
誉
教
授
ア
ル
ヌ
ル
フ
・
バ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
な
保
守
派
知
識
人
、
元

エ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
皇
太
子
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
大
公
が
支
持
を
表

明
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
名
誉
議
長
オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ム
ス
ド
ル
フ
伯
爵
（
バ

ル
ト
貴
族
系
）、
ユ
ダ
ヤ
教
ラ
ビ
の
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ホ
モ
ル
カ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
作

家
コ
ン
ラ
ー
ド
・
ジ
ェ
ル
ジ
、
旧
東
独
人
権
活
動
家
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧
師
ヨ
ア

ヒ
ム
・
ガ
ウ
ク
、
タ
レ
ン
ト
の
ハ
ラ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
、
多
様
な
有
名
人
が

推
薦
人
に
名
を
連
ね
た（

11
（

。
し
か
も
ガ
ウ
ク
は
二
〇
一
〇
年
に
Ｓ
Ｐ
Ｄ
推
薦
の
連
邦
大

統
領
候
補
と
な
り
、
こ
の
時
は
落
選
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
の
再
選
挙
で
は
Ｃ
Ｄ
Ｕ

／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
支
持
も
得
て
連
邦
大
統
領
に
当
選
し
た
。
こ
の
顔
触
れ
を
見
て
分
か
る

よ
う
に
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
へ
の
支
持
は
党
派
上
も
国
籍
上
も
広
が
り
を
見
せ

て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
被
追
放
民
同
盟
議
長
と
し
て
初

の
女
性
、
現
議
長
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
は
同
性
愛
者
で
あ
り
、
同
盟
の
保
守
的
印
象

を
変
え
よ
う
と
す
る
人
選
に
な
っ
て
い
る（

11
（

（
尤
も
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
は
議
長
退
任

後
、
宰
相
メ
ル
ケ
ル
の
独
断
専
行
に
抗
議
す
る
と
し
て
二
〇
一
七
年
に
Ｃ
Ｄ
Ｕ
を
脱

党
し
、「
ド
イ
ツ
の
た
め
の
選
択
肢
」（
Ａ
ｆ
Ｄ
）
支
持
を
表
明
し
た
が（

11
（

）。
な
お
極

左
テ
ロ
リ
ス
ト
の
弁
護
人
を
務
め
、
緑
の
党
か
ら
Ｓ
Ｐ
Ｄ
へ
移
っ
て
連
邦
内
務
大
臣

と
な
っ
て
い
た
オ
ッ
ト
ー
・
シ
リ
ー
も
、
一
九
九
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
聖
堂
で
、
左

派
が
長
年
追
放
と
い
う
犯
罪
行
為
や
難
民
の
苦
難
か
ら
目
を
背
け
、
難
民
を
報
復
主

義
者
扱
い
し
て
き
た
と
問
題
視
す
る
に
至
っ
た（

11
（

。
但
し
シ
リ
ー
内
相
は
、
二
〇
〇
五

年
の
被
追
放
民
同
盟
大
会
「
故
郷
の
日
」
で
、「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
に
つ
い

て
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
キ
ア
へ
の
配
慮
か
ら
「
政
治
的
に
不
適
当
」
と
語
り
、
被

追
放
民
同
盟
側
の
野
次
を
浴
び
て
も
い
る（

11
（

。

　

結
局
「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
構
想
は
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
追
放
と
集

団
殺
戮
の
全
て
の
被
害
者
の
連
帯
」
を
掲
げ
て
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
六
日
に
財
団

「
反
追
放
セ
ン
タ
ー
」
が
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
に
発
足
し
た
（
被
追
放
民
同
盟
本
部

は
引
き
続
き
ボ
ン
に
あ
る
）。
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
〇
日
に
は
第
一
次
メ
ル
ケ
ル

政
権
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
・
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
下
で
、
反
追
放
の
「
目
に
見
え
る
意
思
表

示
を
す
る
」
た
め
に
、
連
邦
立
及
び
ベ
ル
リ
ン
市
立
「
ド
イ
ツ
歴
史
博
物
館
」
の
傘

下
に
、
財
団
「
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
が
ベ
ル
リ
ン
で
発
足
し
、
広
報
活
動
を
開
始

し
た
。
こ
れ
は
、
Ｎ
Ｓ
体
制
下
の
強
制
労
働
者
へ
の
補
償
の
た
め
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
政
権
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
・
緑
）
下
で
一
九
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
財
団
「
記
憶
・
責
任
・

未
来
」
を
連
想
さ
せ
る
名
前
で
あ
る
。
財
団
「
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
は
連
邦
政
府

の
文
化
大
臣
の
予
算
で
運
営
さ
れ
、
理
事
会
に
は
連
邦
議
会
（
四
人
）、
連
邦
政
府

（
三
人
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
人
中
央
評
議
会

（
二
人
ず
つ
）
と
並
び
、
被
追
放
民
同
盟
（
六
人
）
か
ら
も
代
表
者
が
出
さ
れ
て
い

る（
1（
（

。
同
財
団
は
移
動
展
示
会
を
行
っ
て
き
た
が
、
二
〇
二
一
年
夏
に
は
同
財
団
が
運

営
す
る
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
逃
亡
・
追
放
・
和
解
」
が
ベ
ル
リ
ン
・
ポ
ツ
ダ

ム
広
場
付
近
の
「
ド
イ
ツ
館
」
に
開
館
予
定
と
な
っ
て
い
る
（
そ
の
後
、
二
◯
二
一

年
六
月
二
三
日
に
一
般
開
館
）。
そ
の
展
示
構
想
で
は
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
人
難
民

問
題
が
第
一
に
置
か
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
政
権
の
膨
張
・
絶
滅
政
策
に
関
す
る

ド
イ
ツ
側
の
責
任
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
連
邦
政
府
が
こ
こ
で
被
害
者
と
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し
て
の
ド
イ
ツ
人
に
共
感
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
ド
イ
ツ
人
難
民

問
題
を
補
完
す
る
形
で
欧
州
の
難
民
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

に
は
セ
ル
ビ
ア
や
ギ
リ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
追
放
、
ト

ル
コ
・
ギ
リ
シ
ア
間
の
「
暴
力
を
伴
っ
た
「
住
民
交
換
」」
へ
の
言
及
と
と
も
に
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
量
虐
殺
の
よ
う
に
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
批
判
の
論
拠
と
な
っ
て
い

る
も
の
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
富
農
・
神
品
・（
ド
イ
ツ
人
を
含
む
）
少
数
民
族
迫

害
の
よ
う
な
「
全
体
主
義
」
論
の
論
拠
と
な
っ
て
き
た
も
の
も
あ
る（

11
（

。
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
セ
ン
タ
ー
が
「
過
去
の
克
服
」
の
精
神
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
様
々
な
政
治
的
思

惑
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
財
団
構
想
の
序
文
は
、
ボ
ン
基
本
法
第

一
条
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
―
―
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る（

11
（

」。

　       　
　

６　

総
括

欧
州
統
合
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
脅
威
に
対
抗
し
、
没
落
す
る
欧
州
を
再
浮

上
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
社
会
主
義
圏
と
な
っ
た
東
欧
の
故
郷
を
追
わ
れ
た
ド

イ
ツ
人
難
民
の
運
動
と
連
携
し
得
る
企
画
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
圏
か
ら
見
れ
ば
、

Ｅ
Ｅ
Ｃ
／
Ｅ
Ｃ
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
も
、
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｓ
体
制
も
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
も
、

同
じ
「
反
共
主
義
」、「
帝
国
主
義
」
の
運
動
に
見
え
た
。
こ
の
時
期
に
チ
ャ
ヤ
は
、

国
民
国
家
を
否
定
は
し
な
い
ま
で
も
、
そ
の
原
理
だ
け
で
は
紛
争
が
収
ま
ら
な
い
と

考
え
、
民
族
が
混
住
す
る
国
境
周
辺
地
域
を
「
欧
州
化
」
し
、
紛
争
解
決
を
欧
州
規

模
で
解
決
す
る
と
い
う
方
法
を
示
唆
し
た
。

　

だ
が
緊
張
緩
和
が
進
展
す
る
と
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
動
揺
し
た
。
米
ソ
接
近
に
対

応
を
迫
ら
れ
た
西
独
は
、
ブ
ラ
ン
ト
政
権
下
で
オ
ー
デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
を
事
実
上

承
認
し
た
。
彼
の
新
東
方
政
策
を
支
持
す
る
勢
力
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
に
欧
州
平

和
の
攪
乱
者
の
烙
印
を
押
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
支
援
し
て
き
た
同
運
動
を
切
り
捨

て
る
と
い
う
不
義
理
を
正
当
化
し
た
。
孤
立
し
た
ド
イ
ツ
難
民
運
動
を
率
い
た
の
が

議
長
と
な
っ
た
チ
ャ
ヤ
で
、
彼
は
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
権
化
と
し
て
批
判

を
浴
び
、
彼
の
「
欧
州
化
」
構
想
は
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
。
チ
ャ
ヤ
ら
の
ド
イ
ツ
難

民
運
動
は
諸
国
民
国
家
の
連
帯
と
し
て
の
欧
州
統
合
を
支
持
し
続
け
た
が
、
欧
州
平

和
と
無
縁
な
ド
イ
ツ
中
心
主
義
だ
と
い
う
批
判
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
冷
戦
終
焉
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
難
民
運
動
は
新
た
な
好
機
を
得
た
。
オ
ー

デ
ル=

ナ
イ
セ
国
境
の
最
終
承
認
は
耐
え
難
い
苦
痛
だ
っ
た
が
、
社
会
主
義
圏
の
自

滅
と
Ｅ
Ｕ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
は
、
緊
張
緩
和
期
に
禁
忌
視
さ
れ
て
い
た
社
会

主
義
体
制
批
判
を
再
び
連
邦
共
和
国
の
公
認
教
義
に
押
し
上
げ
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動

の
自
己
主
張
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
契
機
を
与
え
た
。
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
メ
ル
ケ
ル
政

権
の
後
援
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
政
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
責
任
を
明
記
し
た
上
で
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
追
放
」
を
非
難
す
る
博
物
館
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ド
イ
ツ
人

難
民
問
題
も
そ
の
第
一
の
事
例
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
連
邦
共
和
国
の
公
共
の
記
憶

の
な
か
に
居
場
所
を
恢
復
し
た
の
で
あ
る
。

    

注

  （
1
） 

坂
井
榮
八
郎
「
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」、
坂
井
榮
八
郎
／
保
坂
一
夫
編
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ=

ド
イ
ツ
へ
の
道
―
―
統
一
ド
イ
ツ
の
現
状
と
課
題
』、東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
年
、
二
一
頁
。
西
川
長
夫
／
宮
島
喬
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
文
化
・

民
族
問
題
』、
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年
や
平
島
健
司
『
Ｅ
Ｕ
は
国
家
を
超
え
ら

れ
る
か
―
―
政
治
統
合
の
ゆ
く
え
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
、
主
権
国

家
克
服
へ
の
期
待
を
前
面
に
押
し
出
し
た
著
作
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
最
近
で
も

臼
井
陽
一
郎
が
、「
規
範
パ
ワ
ー
」
た
ろ
う
と
す
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
集
団
意
志
を
称

揚
し
て
い
る
（
同
「
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
国
際
秩
序
？
」、
同
編
著
『
変
わ
り

ゆ
く
Ｅ
Ｕ
―
―
永
遠
平
和
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
行
方
』、
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
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年
）、
七
‐
二
七
頁
。
Ｅ
Ｕ
性
善
説
＝
国
家
性
悪
説
や
統
合
指
導
者
の
礼
讚
を
批

判
す
る
遠
藤
乾
も
、Ｅ
Ｕ
を
「
多
元
に
し
て
可
分
な
共
同
体
」
と
し
て
擁
護
し
、「
方

法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
批
判
し
て
い
る
。
遠
藤
は
ま
た
、
も
は
や
統
合
の

中
心
か
ら
脱
落
し
た
英
仏
語
圏
の
立
場
で
考
察
し
、
い
ま
統
合
を
牽
引
す
る
ド
イ

ツ
や
、
東
欧
へ
の
取
り
組
み
が
弱
い
。「
大
文
字
の
「
統
合
（Integration

）」
は

終
わ
っ
た
。
け
れ
ど
も
ど
っ
こ
い
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
は
生
き
て
い
る
―
―
」
と

い
う
の
は
分
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
英
仏
本
位
の
見
方
で
、
ド

イ
ツ
国
内
の
統
合
推
進
論
を
度
外
視
し
て
い
る
（
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉
―
―
Ｅ

Ｕ
の
実
像
と
論
理
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

  （
２
） 

中
屋
宏
隆
「
西
ド
イ
ツ
の
国
際
ル
ー
ル
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
）
加
盟
問
題
―
―
ペ
ー
タ
ー

ス
ベ
ル
ク
協
定
調
印
交
渉
過
程
（
１
９
４
９
年
）
の
分
析
を
中
心
に
」、『
社
会
経

済
史
学
』
八
二
（
二
〇
一
六
年
）、
二
二
八
‐
二
三
七
頁
。

  （
（
） 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
（
堀
茂
樹
訳
）『「
ド
イ
ツ
帝
国
」
が
世
界
を
破
滅
さ
せ

る
―
―
日
本
人
へ
の
警
告
』、
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
五
年
、
四
九
頁
。

  （
（
） 

板
橋
拓
己「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
の「
西

洋
」
主
義
」、
遠
藤
乾
／
板
橋
拓
己
編
著
『
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
欧
州
統
合

史
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
八
一
‐
一
一
六

頁
（
引
用
は
八
二
頁
）。
欧
州
統
合
の
政
治
力
学
を
見
る
と
い
う
点
は
筆
者
と
板

橋
と
の
共
通
項
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
板
橋
の
援
用
す
る
遠
藤
や
上
原
良
子
と
の

違
い
も
示
し
て
お
く
が
、
筆
者
は
進
歩
派
を
正
統
、
保
守
派
を
異
端
と
す
る
立
場

で
は
な
い
の
で
、
多
角
的
理
解
は
求
め
る
が
「
正
史
」
や
「
暗
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

と
い
っ
た
表
現
は
用
い
な
い
（
板
橋
拓
己
『
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
ド
イ
ツ
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
保
守
派
の
「
西
洋
」
主
義
、
１
９
２
５
～
１
９
６
５
年
』、
吉

田
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
一
一
‐
二
九
頁
）。
筆
者
は
「
黒
」
に
つ
い
て
は
「
暗
」

や
「
悪
」
で
は
な
く
、
単
純
に
保
守
派
を
表
現
す
る
色
だ
と
考
え
て
い
る
。
な
お

難
民
支
援
や
反
共
主
義
は
新
東
方
政
策
ま
で
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ
も
共
有
し
て
お
り
、
ド
イ

ツ
難
民
運
動
が
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
運
動
だ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

  （
（
） 

用
語
に
つ
い
て
本
論
は
以
下
の
方
針
を
採
る
。（
一
）「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条

約
」（
一
九
五
一
年
）
は
、「
難
民
」（
英refugees

／
独Flüchtlinge

）
を
「
人
種
、

宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま
た
は
特
定
の
社
会
集
団
に
属
す
る
な
ど
の
理
由

で
、
自
国
に
い
る
と
迫
害
を
受
け
る
か
あ
る
い
は
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

た
め
に
他
国
に
逃
れ
た
」
人
々
と
定
義
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
二
〇
世
紀
の
欧
州

各
国
で
幅
広
く
展
開
さ
れ
た
反
ド
イ
ツ
人
運
動
か
ら
の
逃
避
者
も
（
戦
闘
か
ら
の

避
難
も
含
め
）
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
で
、
彼
ら
を
一
般
に
ド
イ
ツ
人
難

民
と
呼
ぶ
。（
二
）Vertriebene

は
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
す
る
意
味
を
込
め
た

ド
イ
ツ
人
難
民
の
自
称
で
あ
る
。「
被
追
放
民
」
と
い
う
直
訳
は
不
自
然
だ
が
甘

受
す
る
。（
三
）「
引
揚
者
」
と
い
う
日
本
語
は
近
代
日
本
の
海
外
入
植
か
ら
の
帰

還
者
を
連
想
さ
せ
る
が
、
僅
か
一
・
二
世
代
の
滞
在
で
戻
っ
た
日
本
人
と
、
数
百

年
来
の
故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
と
で
は
、
経
緯
に
差
が
あ
り
す
ぎ
る
。

  （
（
） 

川
喜
田
敦
子
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
や
東
方
学
・
東
方
教
育
が
「
ド
イ
ツ
中
心
の

語
り
」「
国
民
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
固
執
し
、
Ｎ
Ｓ
政
権
の
過
去
を
棚
上
げ

し
て
自
己
主
張
に
徹
し
た
と
批
判
す
る
。
川
喜
田
は
同
時
代
の
類
例
を
挙
げ
て

ド
イ
ツ
難
民
問
題
を
相
対
化
し
、
住
民
交
換
を
「
有
効
な
手
段
と
し
て
広
く
認

め
ら
れ
て
い
た
」
と
擁
護
す
る
が
、
こ
の
論
法
は
期
せ
ず
し
て
、
歴
史
家
論
争

で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
批
判
し
た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
相
対
化
と
似
て
い
る
（
同
『
東

欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」
―
―
二
〇
世
紀
の
住
民
移
動
の
歴
史
の
な
か

で
』、
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
四–

一
七
、一
六
七–

二
三
二
頁
。）。
こ
れ

に
対
し
佐
藤
成
基
は
、
ド
イ
ツ
難
民
運
動
の
人
権
論
に
も
言
及
し
、
そ
の
欧
州
志

向
・
平
和
志
向
に
気
付
い
て
い
る
（
同
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

領
土
―
―
戦
後
ド
イ
ツ
の
東
方
国
境
を
め
ぐ
る
論
争
』、
新
曜
社
、
二
〇
〇
八
年
、
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九
二
、一
七
二
、二
〇
一–

二
〇
二
、二
一
六–

二
一
七
頁
な
ど
）。

  （
（
） 
チ
ャ
ヤ
個
人
の
研
究
は
存
在
し
な
い
が
、
難
民
運
動
研
究
で
は
主
要
登
場
人
物
の

一
人
で
あ
る
（M

anfred K
ittel, Vertreibung der Vertriebenen? D

er historische 

deutsche O
sten in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik (1961-1982), 

M
ünchen 2007, S. 20, 36, 67 usw

.; 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
と
領
土
―
―
戦
後
ド
イ
ツ
の
東
方
国
境
を
め
ぐ
る
論
争
』、
一
六
九–

一
七
五
、三
六
五–
三
六
六
頁
な
ど
）。
ま
た
芦
部
彰
は
住
居
問
題
専
門
家
と
し
て

の
チ
ャ
ヤ
に
言
及
し
て
い
る
（
同
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
社
会
政

策 

―
―
１
９
５
０
年
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
住
宅
政
策
』、
山
川

出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
四
〇
頁
）。
い
ず
れ
に
し
ろ
チ
ャ
ヤ
の
欧
州
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
論
は
未
開
拓
な
分
野
で
あ
る
。

  （
（
） 

本
稿
は
日
本
政
治
学
会
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
五
日
千
葉
大
学
）
で
筆
者
が
主

宰
し
た
分
科
会
「
黒
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
：
欧
州
統
合
史
の
複
線
的
理
解
の
た
め
に
」

で
の
筆
者
の
報
告
「
ド
イ
ツ
難
民
同
盟
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
―
―
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・

チ
ャ
ヤ
を
中
心
に
」
を
基
に
し
て
い
る
。

  （
（
） C

hristine M
aria C

zaja, „K
indheit, Schulzeit, Studium

 und erstes politisches 

Engagem
ent; K

rieg, Vertreibung, N
eubeginn in Stuttgart und W

irken als 

Stadtrat“, in: D
ies. (H

rsg.), H
erbert C

zaja. Anw
alt für M

enschenrechte, B
onn 

2003, S. 21-23 (und 417). 

但
し
こ
れ
は
実
子
の
描
写
で
あ
り
、
後
日
の
再
検
証

が
望
ま
し
い
。

  （
（0
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 22-24.

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 24-26.

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 26-28.

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 28-33.

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 32-34.

  （
（（
） 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
領
土
』、
四
一–

五
七
頁
。

  （
（（
） 

川
喜
田
敦
子
「
東
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
追
放
民
の
統
合
」、『
現
代
史
研
究
』
第

四
七
号
（
二
〇
一
一
年
）、一–

三
頁; 

同
『
東
欧
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
の
「
追
放
」』、

一
二–

一
三
頁
。

  （
（（
） E

rika Steinbach, D
ie M

acht der E
rinnerung. D

as Zeitdokum
ent, 

2., durchgesehene und ergänzte A
ufl., W

ien 2011, S
. 72-83; 

L
andsm

annschaftlicher R
evanchism

us in W
estdeutschland. Z

u 

seiner G
eschichte und Rolle im

 im
perialistischen H

errschaftssystem
, 

zusam
m

engestellt und eingeleitet von H
einz Sander, B

erlin-O
st 1969, S. 26.

  （
（（
） http://w

w
w

.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-deutschen-

heim
atvertriebenen/charta-in-deutsch.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
二
月
二
日
閲
覧
）

  （
（（
） Landsm

annschaftlicher Revanchism
us in W

estdeutschland, S. 7-47, 95-115 

usw
.

  （
（0
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 34-47.

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 34-35; Felix R
aabe, „Ein M

ann der katholischen 

Laienarbeit“, in: C
hristine M

aria C
zaja (H

rsg.), H
erbert C

zaja, S. 153-171.

  （
（（
） H

erbert C
zaja, Ausgleich m

it O
steuropa. Versuch einer europäischen 

Friedensordnung, Stuttgart 1969, S. 1-8. 

  （
（（
） C

h. C
zaja, „K

indheit“, S. 158.

  （
（（
） W

illy B
randt, Berliner Ausgabe, Bd. 2: Zw

ei Vaterländer, B
onn 2000, S. 75, 

115-153, 176 f.; K
ittel, Vertreibung der Vertriebenen, S. 171.

  （
（（
） Steinbach, D

ie M
acht der Erinnerung, S. 88.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 28, 7. Juli 1969, S. 48; Ebenda, N

r. 6, 4. Februar 1985, S. 90-

92; Ebenda, N
r. 13, 23. M

ärz 1970, S. 34 usw
.

  （
（（
） K

ittel, Vertreibung der Vertriebenen, S. 169 f. usw
. 
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  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 26, 23. Juni 1969, S. 22, 24; Ebenda, N

r. 24, 8. Juni 1970, S. 

25 f.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 28, 7. Juli 1969, S. 20.

  （
（0
） D

er Spiegel, N
r. 39, 22. Septem

ber 1969, S. 49; Ebenda, N
r. 53, 29. D

ezem
ber 

1969, S. 14; Ebenda, N
r. 3, 12. Januar 1970, S. 16 f.; Ebenda, N

r. 13, 23. 

M
ärz 1970, S. 34.　

 

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 13, 23. M

ärz 1970, S. 34.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 19, 4. M

ai 1970, S. 30 f.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 41, 5. O

ktober 1970, S. 50.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 49, 30. N

ovem
ber 1970, S. 29-31.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 9, 21. Februar 1972, S. 29-31.

  （
（（
） K

ittel, Vertreibung der Vertriebenen, S. 173 f.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 40, 28. Septem

ber 1970, S. 115.

  （
（（
） M

arion G
räfin D

önhoff, N
am

en die keiner m
ehr nennt. O

stpreußen – 

M
enschen und G

eschichte, D
üsseldorf 1962; D

ies., „Ein K
reuz auf Preußens 

G
rab“, in: ZeitPunkte 9/99, S. 53-55.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 44, 26. O

ktober 1970, S. 124.

  （
（0
） https://w

w
w

.bundespraesident.de/SharedD
ocs/R

eden/D
E/R

ichard-von-

W
eizsaecker/R

eden/1985/05/19850508_R
ede.htm

l (

二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
八

日
閲
覧
）（
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（
永
井
清
彦
訳
）『
新

版　

荒
れ
野
の
４
０
年
―
―
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
ド
イ
ツ
終
戦
４
０
周
年

記
念
演
説
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八–

一
九
頁
。）

  （
（（
） B

rief von H
erbert C

zaja an R
ichard von W

eizsäcker, 19. Januar 1989, in: 

H
ans V

iktor B
öttcher (B

earbeiter), M
aterialien zu D

eutschlandfragen 1988-

89, B
onn 1989, S. 301.

  （
（（
） B

undestagsrede von H
erbert C

zaja, 1. D
ezem

ber 1988, in: B
öttcher, 

M
aterialien, S. 55; „D

eutschlandspolitisches K
onzept“, in: C

hristine M
aria 

C
zaja (H

rsg.), H
erbert C

zaja, S. 236 f.

  （
（（
） O

liver D
ix, „Trauer um

 den A
nw

alt der Vertriebenen“, in: C
hristine M

aria 

C
zaja (H

rsg.), H
erbert C

zaja, S. 191.

  （
（（
） H

erbert C
zaja, U

nterw
egs zum

 kleinsten D
eutschland?M

angel an Solidarität 

m
it den Vertriebenen. M

arginalien zu 50 Jahren O
stpolitik, Frankfurt(M

) 

1996, S. 1, 695-811.

  （
（（
） O

liver D
ix, „D

ie Vertriebenenpolitik von H
erbert C

zaja im
 D

eutschen 

B
undestag und im

 G
esam

tverband B
und der Vertriebenen“, in: C

hristine 

M
aria C

zaja (H
rsg.), H

erbert C
zaja, S. 117; https://w

w
w

.faz.net/aktuell/

feuilleton/politik/rezension-sachbuch-streitschrift-fuer-das-deutsche-

reich-11304730.htm
l?printPagedA

rticle=true#pageIndex_3

（
二
〇
二
二
年
五

月
二
四
日
閲
覧
）

  （
（（
） 

佐
藤
成
基
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
領
土
』、
二
七
四–

二
七
五
、三
〇
九
頁
。

  （
（（
） W

erner C
onze (G

ründer), D
eutsche G

eschichte im
 O

sten Europas, 10 B
de., 

B
erlin 1992-1999.

  （
（（
） T

hom
as U

rban, D
eutsche in Polen. G

eschichte und G
egenw

art einer 

M
inderheit, M

ünchen 1993.

  （
（（
） K

arl Schögel, Berlin. O
stbahnhof Europas. Russen und D

eutsche in ihrem
 

Jahrhundert, B
erlin 1998.

  （
（0
） C

zaja, U
nterw

egs, S. 850-876.

  （
（（
） D

er Spiegel G
eschichte, N

r. 1, 25. Januar 2011, S. 122.

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 36, 29. A

ugust 2015, S. 60-62.
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  （
（（
） Steinbach, D

ie M
acht der Erinnerung, S. 100 f. 

  （
（（
） D

er Spiegel G
eschichte, N

r. 1, 25. Januar 2011, S. 122.　

  （
（（
） S

teinbach, D
ie M

acht der E
rinnerung, S

. 108-112; D
ix, „D

ie 

Vertriebenenpolitik“, S. 75.

  （
（（
） http://w

w
w

.z-g-v.de/zgv/m
enschen-an-unserer-seite

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月

一
九
日
閲
覧
）

  （
（（
） D

er Spiegel, N
r. 30, 21. Juli 2014, S. 29.

  （
（（
） https://afdkom

pakt.de/2017/09/11/erika-steinbach-w
arum

-ich-dieses-m
al-die-

afd-w
aehle-rede-vom

-6-9-2017
（
二
〇
二
一
年
二
月
四
日
閲
覧
）

  （
（（
） Steinbach, D

ie M
acht der Erinnerung, S. 94 f.

  （
（0
） http://w

w
w

.w
elt.de/politik/article687346/Pro-und-contra-Vertriebenen-

Zentrum
.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
九
日
閲
覧
）

  （
（（
） bundesregierung/staatsm

inisterin-fuer-kultur-und-m
edien/aufarbeitung-und-

gedenken/flucht-vertreibung-versoehnung

（
二
〇
二
〇
一
一
月
二
五
日
閲
覧
）; 

Steinbach, D
ie M

acht der Erinnerung, S. 98-133.

  （
（（
） 

歴
史
家
論
争
で
「
過
去
の
克
服
」
と
相
容
れ
な
い
と
排
斥
さ
れ
た
全
体
主
義
論
だ

が
、
近
年
の
「
過
去
の
克
服
」
論
で
は
寧
ろ
肯
定
的
文
脈
で
扱
わ
れ
て
い
る
（
石

田
勇
治
／
川
喜
田
敦
子
「
序
文
」、『
ナ
チ
ズ
ム
・
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
戦
後
ド
イ
ツ
』、

勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
ii
頁
）。

  （
（（
） https://w

w
w

.flucht-vertreibung-versoehnung.de/de/#about

（
二
〇
二
〇
一
一
月

二
五
日
閲
覧
）。
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
に
つ
い
て
、「
ド
イ
ツ
中
心
の
語
り
」
に
否

定
し
つ
つ
、
叙
述
の
欧
州
化
を
歓
迎
す
る
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
（
川
喜
田

敦
子
「
２
０
０
６
年
夏
：
ベ
ル
リ
ン
の
二
つ
の
「
追
放
」
展
」、『
ド
イ
ツ
研
究
』

四
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
五
頁
）
も
あ
り
得
る
が
、
同
盟
が
新
東
方
政
策
以

前
か
ら
一
貫
し
て
ド
イ
ツ
人
難
民
問
題
の
欧
州
化
に
よ
る
一
般
化
戦
略
を
遂
行
し

て
き
た
こ
と
に
注
目
す
る
の
が
本
論
の
立
場
で
あ
る
。

  　
　

  

　
　
【
付
記
】

　
　
　

 

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
六
日
に
、
二
〇
二
一
年
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
た
め
に

査
読
に
付
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
二
月
一
七
日
に
は
採
用
が
決
定
し
て
い
た
が
、
編

集
部
の
判
断
（
二
〇
二
一
年
五
月
二
八
日
）
で
一
年
後
の
二
〇
二
二
年
版
『
ゲ
シ

ヒ
テ
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
本
稿
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
抜

本
的
に
改
訂
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
校
正
に
与
え
ら
れ
た
時
間
に
鑑
み
、
字
句
訂

正
な
ど
微
細
な
変
更
に
留
め
た
。
な
お
本
稿
に
は
、
同
時
並
行
し
て
執
筆
・
刊
行

さ
れ
た
拙
著
『
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
）
と
、

内
容
的
に
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
（
二
〇
二
二
年
五
月
二
四
日
）。　
　
　

（
こ
ん
の  

は
じ
め 

・ 

愛
知
県
立
大
学
教
授
）
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趣
旨
説
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
村
　
厚 

　
　
　
　

１　

特
集
の
経
緯

　　

二
〇
二
〇
年
九
月
二
七
日
の
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
三
回
大
会
（
当
年
の
案
内

文
で
は
第
四
二
回
と
し
て
い
た
が
、
組
織
人
の
誤
り
で
あ
っ
た
）
の
二
日
目
に
、「
ド

イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
歴
史
総
合
へ
：
史
料
か
ら
考
え
る
歴
史
教
育
の
模
索
」
と
題

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
高
等
学
校
に
お
け
る
歴
史
教
育
改
革
に
対
し
て

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
発
信
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
、
西
山
暁
義
氏
（
共
立

女
子
大
学
）
は
「
複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
大
学
に
お
け
る
歴
史
授
業
の
可
能
性
と

課
題
」
と
題
し
て
、
ド
イ
ツ
歴
史
教
育
に
お
け
る
授
業
の
考
え
方
を
提
示
し
、
小
野

寺
拓
也
氏（
東
京
外
国
語
大
学
）は「
歴
史
的
に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
営
み
か
：『
ア

ン
ネ
の
日
記
』
の
授
業
実
践
か
ら
」
と
題
し
て
、
大
学
で
の
実
践
を
紹
介
し
、
そ
の

後
高
校
教
員
の
立
場
か
ら
川
島
啓
一
氏
（
同
志
社
中
学
校
・
高
等
学
校
）
が
両
報
告

に
コ
メ
ン
ト
し
た
。

　

本
大
会
は
当
初
筆
者
が
勤
務
す
る
神
戸
学
院
大
学
で
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ

た
が
、
周
知
の
と
お
り
同
年
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
大
流
行
が
発
生
し
、

Zoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
日
常
化
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン

学
会
だ
が
、
当
時
は
組
織
人
も
報
告
者
も
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
各
所
の
ご

助
言
や
ご
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
実
施
し
た
。
例
年

で
あ
れ
ば
翌
年
の
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
初
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
ゆ
え
に
段
取
り
が
つ
か
め
ず
、
一
年
遅
れ
の
掲
載
と

な
っ
た
。

　

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
本
特
集
は
、
そ
の
時
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
し
て
、
当
日

の
登
壇
者
よ
り
発
表
内
容
を
も
と
に
し
た
原
稿
を
執
筆
し
、構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
た
め
に
当
然
な
が
ら
登
壇
者
の
報
告
内
容
を
め
ぐ
る
状

況
は
変
化
し
て
お
り
、
当
日
の
発
表
内
容
か
ら
大
き
く
内
容
を
変
更
し
た
も
の
が
あ

る
。
ま
ず
西
山
氏
の
報
告
は
既
発
表
論
文
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
を
発

展
さ
せ
た
別
の
論
稿
を
あ
ら
た
め
て
依
頼
し
た
。
折
よ
く
、
西
山
氏
が
研
究
代
表
者

を
つ
と
め
る
科
学
研
究
費
補
助
金
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お
け
る

複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
史
料
集
生
成
」
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
趣
旨
に
準
じ
た
も
の
を
ご
執
筆
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
新
科
目
「
歴
史
総
合
」
導
入
の
準
備
も

進
み
、
そ
の
教
科
書
見
本
が
完
成
し
て
、
二
〇
二
二
年
四
月
か
ら
の
実
施
を
見
据
え

て
各
校
で
教
科
書
の
選
定
が
進
ん
で
い
る
。
本
誌
が
刊
行
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
教
育

現
場
に
お
い
て
実
際
の
授
業
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　

２　

歴
史
総
合
と
史
料
に
基
づ
く
教
育

　　

さ
て
、
本
特
集
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
高
校
の
歴
史
教
育

分
野
に
、
専
門
的
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

　

▼
特
集

　
ド
イ
ツ
現
代
史
か
ら
歴
史
総
合
へ
：

　
　
史
料
か
ら
考
え
る
歴
史
教
育
の
模
索

　
　

―
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
三
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―
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た
。先
に
述
べ
た
通
り
、二
〇
二
二
年
度
か
ら
高
校
の
必
修
科
目
と
し
て「
歴
史
総
合
」

が
新
設
さ
れ
、
選
択
科
目
と
し
て
「
世
界
史
探
究
」
と
「
日
本
史
探
究
」
が
設
け
ら

れ
た
。
地
理
歴
史
科
に
お
い
て
は「
一
九
四
七
年
に
新
し
い
教
育
課
程
が
発
足
し
て
、

教
育
内
容
が
学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
最
大
の

改
変
」
と
さ
れ
る（

1
（

。
歴
史
総
合
は
近
現
代
史
に
お
け
る
日
本
史
と
世
界
史
を
総
合

的
に
記
述
し
、「
近
代
化
と
私
た
ち
」「
国
際
秩
序
の
変
化
や
大
衆
化
と
私
た
ち
」「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
私
た
ち
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
を
軸
に
、
思
考
力
を
重
視
し
た
学

習
を
行
う
科
目
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
に
よ
れ
ば
、
歴
史
総
合
の
目
標
の
第
一
項

目
は
、「
近
現
代
の
歴
史
の
変
化
に
か
か
わ
る
諸
事
象
に
つ
い
て
、
世
界
と
そ
の
中

に
お
け
る
日
本
を
広
く
相
互
的
な
視
野
か
ら
捉
え
、
現
代
的
な
諸
課
題
の
形
成
に
関

わ
る
近
現
代
の
歴
史
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
諸
資
料
か
ら
歴
史
に
関
す
る
様
々
な

情
報
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
調
べ
ま
と
め
る
技
能
を
身
に
付
け
る（

2
（

」
と
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
歴
史
総
合
と
い
う
科
目
に
つ
い
て
は
、「
世
界
史
Ａ
」
に
は
存
在
し

た
前
近
代
史
の
不
在
や
、
日
本
の
近
代
化
と
産
業
化
を
成
功
例
と
見
な
し
て
そ
れ
に

影
響
を
与
え
た
西
洋
の
近
代
化
や
植
民
地
化
を
中
心
に
世
界
を
見
る
「
西
洋
中
心
主

義
」
や
、「
日
本
国
民
と
し
て
の
自
覚
、
我
が
国
の
歴
史
に
対
す
る
愛
情
」（「
目
標
」

の
第
三
項
目
）
と
い
っ
た
国
民
的
規
範
を
内
面
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
の
柱
に
し
て

い
る
と
い
う
問
題
や
、
実
践
的
に
は
二
単
位
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
間
で
実
施
す
る

困
難
な
ど
、
数
多
く
の
問
題
点
や
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る（

3
（

。

　

そ
れ
ら
の
問
題
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
高
校
生
相
手
に
授
業
を
す
る
教
員
に
と

っ
て
気
に
な
る
の
は
、「
資
料
を
活
用
し
な
が
ら
歴
史
の
学
び
方
を
習
得（

4
（

」
す
る
と

い
う
授
業
の
方
法
で
あ
る
（
歴
史
教
育
に
お
い
て
は
統
一
し
て
「
資
料
」
と
表
記
さ

れ
る
が
、歴
史
学
の
立
場
か
ら
論
述
す
る
本
特
集
に
お
い
て
は
、引
用
以
外
で
は
「
史

料
」
と
表
記
す
る
）。
歴
史
総
合
の
教
科
書
冒
頭
の
「
歴
史
の
扉
」
に
は
「
歴
史
の

特
質
と
資
料
」
と
い
う
項
目
が
用
意
さ
れ
、「
日
本
や
世
界
の
様
々
な
人
々
の
歴
史

的
な
営
み
の
痕
跡
や
記
録
で
あ
る
遺
物
、
文
書
、
図
像
な
ど
の
資
料
を
活
用（

5
（

」
す
る

こ
と
や
「
複
数
の
資
料
の
関
係
や
異
同
に
着
目
し
て
、
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報

の
意
味
や
意
義
、
特
色
な
ど
を
考
察
し
、
表
現
す
る
こ
と
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
事
実
が
史
料
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
教
育
現
場
に

お
い
て
歴
史
的
思
考
を
働
か
せ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
中

等
教
育
に
お
け
る
歴
史
教
育
は
、
諸
地
域
の
歴
史
的
事
象
を
体
系
的
に
理
解
す
る
、

コ
ン
テ
ン
ツ
重
視
の
教
育
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
歴
史
は
「
暗
記

科
目
」
と
呼
ば
れ
、
難
問
化
す
る
一
部
の
大
学
入
試
の
影
響
も
あ
っ
て
、
い
か
に
多

く
の
歴
史
用
語
を
正
確
に
暗
記
す
る
か
と
い
う
「
苦
役
」
を
高
校
生
に
強
い
る
こ
と

に
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
反
省
か
ら
、
歴
史
用
語
を
暗
記
す
る
の
で
は
な
く
、
史
料

を
読
ん
で
歴
史
的
思
考
を
働
か
せ
る
能
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
、
つ
ま
り
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
の
育
成
が
教
育
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
よ
り
実
施

さ
れ
た
大
学
入
試
共
通
テ
ス
ト
の
問
題
の
ほ
と
ん
ど
に
、
一
次
史
料
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

３　

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
の
貢
献

　　

史
料
に
基
づ
く
歴
史
教
育
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、
優
れ
た
史
料
集
と
そ
れ
に
対

応
す
る
「
問
い
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
歴
史
総
合
」
の
教
科
書
や
図
表

な
ど
の
副
教
材
に
は
多
く
の
「
問
い
」
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
史
料
が
掲

載
さ
れ
る
も
の
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
主
体
的
、
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実

践
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
生
徒
か
ら
主
体
的
に
発
せ
ら
れ
る
「
問
い
」
を
重
視
す
る

こ
と
が
好
ま
し
く
、
そ
う
し
た
「
問
い
」
を
考
え
る
た
め
に
都
合
の
良
い
史
料
を
、

専
門
家
で
は
な
い
高
校
教
員
が
発
掘
し
て
教
材
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。ま
た
、

例
え
ば
「
な
ぜ
ド
イ
ツ
国
民
は
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
の
か
？
」
と
い
っ
た
、
生
徒
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の
関
心
を
集
め
や
す
い
が
、
生
徒
の
主
体
的
な
思
考
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
賛
美
に
陥
り
か

ね
な
い
よ
う
な
題
材
を
、
ど
の
よ
う
に
史
料
で
考
え
さ
せ
る
の
か
と
い
う
、
学
習
者

の
主
体
性
と
倫
理
性
を
め
ぐ
る
難
問
も
あ
る（

6
（

。
ま
た
、
世
界
史
に
関
し
て
言
え
ば
、

一
次
史
料
に
当
た
る
た
め
に
は
外
国
語
か
ら
翻
訳
す
る
必
要
が
あ
り
、
高
校
教
育
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
史
料
と
そ
の
扱
い
方
は
、
新
し
い
教
育
方
法
を
求
め
る
歴
史
総
合
に

臨
む
現
場
の
教
員
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
高
校
歴

史
教
育
の
実
情
に
即
し
た
、
歴
史
研
究
者
の
提
示
す
る
史
料
集
は
ま
だ
少
な
く
、
依

然
と
し
て
歴
史
教
育
の
中
心
は
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
や
国
際
政
治
、
経
済
シ
ス
テ
ム

に
偏
り
が
ち
で
あ
る（

7
（

。
さ
ら
に
、
史
料
を
提
供
し
た
と
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
授

業
で
活
用
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
つ
ま
り
授
業
の
達
成
目
標
に
即

し
た
「
問
い
」
に
対
応
す
る
史
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
重
要
な
研
究
成
果
を
分
か

り
や
す
く
授
業
内
の
議
論
に
落
と
し
込
む
た
め
に
も
、
専
門
的
な
知
見
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
新
し
い
歴
史
教
育
に
ど
の

よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
現
代
史
に
お
い

て
も
多
く
の
原
史
料
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
研
究
者
向
け
の
側
面
が
強

く
、や
は
り
高
校
歴
史
教
育
に
向
け
た
教
材
の
作
成
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

人
種
主
義
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
民
衆
感
情
と
い
っ
た
歴
史
総
合
が
求
め
る
「
現
代
的
な

諸
課
題
」
と
結
び
つ
け
や
す
い
歴
史
研
究
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
に
は
多

く
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
的
成
果
を
ど
の
よ
う
に
高
校
歴
史
教
育
に
接
続

で
き
る
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
特
集
で
は
ま
ず
西
山
論
文
が
、
ド
イ
ツ
現
代

史
研
究
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
に
基
づ
く
史
料
集
作
成
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論

と
実
践
に
お
け
る
諸
課
題
を
論
じ
る
。「
複
眼
的
視
点
」
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ド

イ
ツ
の
歴
史
教
育
で
提
起
さ
れ
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
方
法
論
で
あ
る
が
、
歴
史

総
合
で
重
要
と
さ
れ
る
「
複
数
の
資
料
」
を
ど
う
読
み
取
ら
せ
る
か
と
い
う
問
題
に

も
、
実
践
的
な
解
決
法
を
提
供
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
続
い
て
小
野
寺
論
文
は
、
著

名
な
同
時
代
文
献
で
あ
り
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
題

材
と
し
て
学
生
自
ら
が
多
く
の
「
問
い
」
を
作
り
出
す
と
い
う
授
業
実
践
を
紹
介
す

る
。『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
は
高
校
生
に
と
っ
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
題
材
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
「
問
い
」
を
作
り
出
す
と
い
う
学
生
の
取
り
組
み
は
、
歴
史
総
合
に
取
り
組

む
教
員
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
実
践
事
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
川
島
啓
一

氏
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
は
、
高
校
教
員
の
立
場
か
ら
本
特
集
が
ど
の
よ
う
に
高
校
歴
史

教
育
に
寄
与
し
う
る
の
か
を
示
す
意
義
が
あ
る
。
本
特
集
が
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か

ら
歴
史
総
合
へ
の
架
け
橋
と
な
り
、有
益
な
議
論
を
生
み
出
す
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

注

  （
（
） 

君
島
和
彦
「
歴
史
総
合
と
は
ど
の
よ
う
な
科
目
か
」『
歴
史
地
理
教
育
』
第

八
八
〇
号
、
二
〇
一
八
年
、
六
二
頁
。

  （
（
） 

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）』
文
部
科
学
省
、
二
〇
一
八
年
、

五
六
頁
。

  （
３
） 

米
山
宏
史
「「
歴
史
総
合
」
―
―
そ
の
批
判
的
検
討
と
授
業
づ
く
り
を
考
え
る
」『
歴

史
地
理
教
育
』
第
八
八
一
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇–

一
五
頁
。
井
ノ
口
貴
史

「「
歴
史
総
合
」
の
批
判
的
な
検
討
か
ら
創
造
的
実
践
へ
」『
歴
史
地
理
教
育
』
第

八
八
八
号
、二
〇
一
八
年
、五
四–

六
一
頁
。
今
野
日
出
晴
「
内
面
化
さ
れ
る
「
規

範
」
と
動
員
さ
れ
る
「
主
体
」」『
歴
史
評
論
』
第
八
二
八
号
、
二
〇
一
九
年
、
五

–

一
三
頁
。
西
村
嘉
髙
「
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
を
め
ぐ
っ
て
―
―
「
歴

史
総
合
」
を
中
心
に
―
―
」『
歴
史
学
研
究
』
第
九
七
九
号
、
四
五–

五
二
頁
。
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（
（
） 

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）
解
説　

地
理
歴
史
編
』
文
部

科
学
省
、
二
〇
一
八
年
、
一
二
三
頁
。

  （
（
） 
前
掲
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
五
六
頁
。

  （
（
） 

北
村
厚
・
福
島
雅
淳
「
高
等
学
校
世
界
史
に
お
け
る
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
の

教
材
開
発
と
実
践
―
―
資
料
を
用
い
た
「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
」
教
材
開
発
に
関
す

る
一
考
察
―
―
」『
人
間
文
化
』
第
四
八
号
、
二
〇
二
一
年
、
四
一–

四
二
頁
。

  （
（
） 

最
も
体
系
的
に
豊
富
な
史
料
を
収
録
し
て
い
る
の
は
歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史

史
料
』
全
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年–

二
〇
一
三
年
で
あ
り
、
優
れ
た

実
践
集
（
歴
史
学
研
究
会
編
『
史
料
か
ら
考
え
る
世
界
史
二
〇
講
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
）
も
編
ま
れ
て
い
る
が
、
史
料
が
政
治
史
に
偏
っ
て
い
た
り
、
条
約

や
法
律
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
も
の
が
多
く
、
高
校
生
が
思
考
を
働
か
せ
に
く

い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
他
方
で
歴
史
教
育
に
対
応
し
た
優
れ
た
史
料
集
と
し
て
、

三
成
美
保
・
姫
岡
と
し
子
・
小
浜
正
子
編
『
歴
史
を
読
み
替
え
る　

ジ
ェ
ン
ダ
ー

か
ら
見
た
世
界
史
』
大
月
書
店
、
二
〇
一
四
年
お
よ
び
、
久
留
島
典
子
・
長
野
ひ

ろ
子
・
長
志
珠
絵
編
『
歴
史
を
読
み
替
え
る　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
日
本
史
』

大
月
書
店
、
二
〇
一
五
年
が
あ
り
、
実
際
に
高
校
教
育
の
現
場
で
活
用
さ
れ
て
い

る
（
川
島
啓
一
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
ど
う
取
り
入
れ
る
か
？

―
高
校
歴
史
教

育
の
現
場
か
ら
」『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
』
第
一
四
号
、
六
九–

八
五
頁
。

（
き
た
む
ら　

あ
つ
し 

・ 

神
戸
学
院
大
学
准
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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複
眼
視
点
に
も
と
づ
く
史
料
集
　
　
　

　
　
　
―
ド
イ
ツ
の
近
現
代
史
の
事
例
か
ら（

（
（

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
山
暁
義

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　　

本
論
の
も
と
と
な
る
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
に
お
け
る
報
告
が
行
わ
れ
た
の
は

二
〇
二
〇
年
九
月
、
緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
前
期
授
業
が
終
わ
り
、
後
期
が
始
ま
ろ

う
と
す
る
時
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
、
対
面
授
業
へ
の
回
帰

が
強
ま
り
つ
つ
も
、
同
時
双
方
向
、
あ
る
い
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
や
、
対
面
と
の

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
授
業
は
大
学
教
育
に
お
け
る
選
択

肢
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
短
期
間
の
や
む
を
得
な
い
方
策

と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
、
二
年
間
と
長
期
に
及
ぶ
な
か
で
、
経
験
も
蓄
積
さ
れ
、
否

定
的
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
有
用
な
点
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
コ
ロ
ナ
以
前
に
お
け
る
歴
史
授
業
の
問
題
点
も
あ
ら
た

め
て
炙
り
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
史
料

集
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、紙
媒
体
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
下
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
媒
体
に

お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
感
じ
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
近
現
代
史
を
専
門

と
し
、
授
業
を
行
う
者
で
あ
れ
ば
、
論
説
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
史
資
料
も
豊
富
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
連
邦
政
治
教
育
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（bpb

）
を
参
照
し

た
こ
と
が
な
い
者
は
お
そ
ら
く
い
な
い
で
あ
ろ
う
し（

（
（

、
英
語
で
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

ド
イ
ツ
歴
史
学
研
究
所
が
公
開
し
て
い
る
史
料
サ
イ
ト
、「
ド
イ
ツ
史
文
書
図
像
資

料
」
が
存
在
し
て
い
る（

（
（

。
規
模
は
別
と
し
て
も
、
こ
れ
に
類
似
し
た
日
本
語
の
サ
イ

ト
が
あ
れ
ば
、
資
料
作
成
だ
け
で
な
く
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
も
追
わ
れ
る
な
か
で
授

業
準
備
が
ど
れ
だ
け
効
率
的
に
行
え
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
慨
嘆
し
た
の
は
お
そ
ら
く

筆
者
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
出

版
社
ブ
ル
ー
ム
ズ
バ
リ
―
が
教
育
機
関
向
け
の
有
料
サ
イ
ト
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
歴

史
家
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ベ
ル
ガ
ー
ら
の
監
修
の
も
と
に
「
歴
史
：
理
論
と
方
法
」
を

開
設
す
る
な
ど
、
大
学
に
お
け
る
歴
史
教
育
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
の
商
品
化
も
進

め
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

　

紙
か
オ
ン
ラ
イ
ン
か
と
い
う
媒
体
の
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
上

述
の
通
り
、
史
料
集
の
編
集
は
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
近
年
の
傾
向
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
―
と
り
わ
け
映
画
や
博
物
館
と
い
っ
た
記
憶

メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
―
学
生
の
関
心
を
喚
起
す
る
概
説
が（
お
も
に
各
国
史
の
形
で
）

出
版
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
知
識
を
伝
達
す
る
も
の
と
し

て
も
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
一
方
で
、
概
説
の
も
つ
叙
述
の
規
範
性
を
考

え
る
な
ら
ば
、
批
判
的
な
歴
史
的
思
考
力
の
涵
養
に
必
ず
し
も
つ
な
が
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
我
々
が
生
き
る
「
性
急
さ
の
時
代
」（
ス
ザ
ン
ヌ
・
マ

ー
チ
ャ
ン
ト（

（
（

）
の
な
か
で
、
か
え
っ
て
簡
に
し
て
要
を
得
た
「
解
答
」
や
コ
ン
パ
ク

ト
さ
へ
の
偏
重
を
促
進
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
け
っ
し
て
概
説
不
要
論
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
題
と
な
る

の
は
、
概
説
に
対
し
て
史
料
を
も
と
に
、
そ
し
て
史
料
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

世
界
史
・
外
国
史
に
お
け
る
史
料
集
の
必
要
性

　　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
史
料
か
ら
考
え
る
」
こ
と
は
二
◯
二
二
年
か
ら
始
ま
る
高

校
の
歴
史
教
育
に
お
け
る
重
要
な
改
革
の
一
つ
で
あ
り
、「
歴
史
総
合
」
や
「
世
界
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史
探
究
」
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
は
ず
の
）
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ

え
て
史
料
集
の
重
要
性
を
強
調
す
る
意
義
を
以
下
三
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。一
つ
は
、

そ
も
そ
も
高
校
と
大
学
の
歴
史
教
育
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
に
つ
い
て
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
歴
史
授
業
の
実
践
が
学
習
指
導

要
領
の
改
正
に
よ
っ
て
一
変
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
教
育
方
法
を
大
学
に

お
い
て
身
に
つ
け
た
（
教
育
学
部
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
）
学
生
が
教
職
に
就
く
こ
と

で
定
着
し
て
い
く
と
い
う
中
長
期
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
す
で

に
こ
の
点
に
お
い
て
高
大
連
携
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、「
世
界
史

の
お
も
し
ろ
さ
に
触
れ
る
鍵（

（
（

」
で
あ
る
史
料
を
分
析
し
、
史
料
で
考
え
る
こ
と
は
、

授
業
内
容
に
お
い
て
自
由
度
の
高
い
大
学
に
お
い
て
よ
り
本
格
的
に
実
践
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
ゼ
ミ
な
ど
の
少
人
数
科
目
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
大
人
数
の
講
義
系
科
目

に
お
い
て
も
導
入
や
展
開
、
あ
る
い
は
発
展
的
課
題
な
ど
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
活
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
知
識
の
伝
達
に
重
点

が
置
か
れ
、
史
料
分
析
や
思
考
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
付
随
す
る
副
次
的
な
も
の
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
、
こ
の
こ
と
は
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
・
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
世

界
史
（
A
・
B
）
受
験
者
が
、
日
本
史
や
地
理
と
比
べ
て
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。「
歴
史
総
合
」
の
導
入
の
き
っ
か
け
で
あ
る
二
◯

◯
七
年
の
「
世
界
史
未
履
修
問
題
」
以
降
も
世
界
史
必
修
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、

二
〇
二
〇
年
度
の
共
通
テ
ス
ト
初
回
に
お
け
る
地
歴
三
科
目
（
B
）
の
受
験
者
数

は
、
世
界
史
：
日
本
史
：
地
理
＝
九
：
一
六
：
一
四
（
万
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
皮

肉
な
こ
と
に
、
世
界
史
を
必
修
化
し
た
一
九
八
九
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
翌
年

の
一
九
九
〇
年
度
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
、
三
科
目
そ
れ
ぞ
れ
の
受
験
者
数
は
ほ
ぼ

一
二
万
人
と
拮
抗
し
て
い
た
の
が
、
冷
戦
終
結
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
た
平

成
時
代
に
お
い
て
、
日
本
史
≫
地
理
≫
世
界
史
の
序
列
が
急
速
に
固
定
化
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。
ま
た
、
筆
者
が
勤
め
る
私
大
「
国
際
学
部
」
に
お
い
て
も
、
日
本

史
受
験
者
が
世
界
史
受
験
者
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
大
学
に
お
け
る
世
界
史
に
か
ん
す
る
講
義
に
お
い
て
は
、
視
野
を
広
げ
た
り
、

見
方
を
ひ
っ
く
り
返
す
以
前
に
、
土
台
と
な
る
知
識
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
労
力
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
は
、
と
り
わ
け
文
書
史
料
の
場
合
は
翻
訳
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
史
料
活
用
に
お
け
る
語
学
の
壁
と
し
て
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
第
一
次

世
界
大
戦
下
の
社
会
情
勢
の
「
生
史
料
」
と
し
て
当
時
の
新
聞
記
事
の
コ
ピ
ー
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
授
業
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
明

治
か
ら
昭
和
初
期
の
戦
時
下
の
日
本
の
社
会
に
つ
い
て
同
様
の
実
践
は
可
能
で
あ
る

が
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
授
業
に
お
い
て
は
高
校
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
大
学
に
お
い
て
も
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
に
は
、
既
存
の
世
界
史
の
教
科
書
や
資
料
集
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
、
文
書

史
料
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
一
二
巻
に
お
よ
ぶ
歴
史
学
研
究
会
編

の
世
界
史
史
料
も
あ
る
で
は
な
い
か（

（
（

、
と
い
う
反
論
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
史
料
の
役
割
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

第
三
の
、
そ
し
て
本
論
に
お
い
て
中
核
と
な
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら

の
史
料
の
多
く
は
本
文
テ
キ
ス
ト
を
例
証
、
確
認
す
る
機
能
を
有
し
、
そ
れ
自
体
意

味
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
史
料
そ
の
も
の
「
を
」、
そ
し
て

史
料
「
か
ら
」
考
え
る
契
機
を
十
分
に
与
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
二
◯
一
五
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
か
け
て
全
四
巻

で
刊
行
さ
れ
た
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通
歴
史
教
科
書
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
、

「
本
文
記
述
は
支
配
的
と
は
な
ら
ず
、
文
書
・
図
像
史
料
と
緊
張
関
係
の
も
と
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に
置
か
れ
、
論
争
的
な
判
断
（
コ
メ
ン
ト
）
に
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
史
料
は
本
文
の
記
述
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
補
足
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
生
徒
に
は
自
立
的
か
つ
批
判
的
に
そ
れ
ら
と
取
り
組
む
可
能
性
が
与
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

（
（

。」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
文
記
述
と
史
料
の
関
係
が
よ
り
対
等
な
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
を
異
な
る
（
高
校
）
教
科
書
文
化
の
な
か
に
安
直
に
「
輸
入
」

す
る
こ
と
は
混
乱
を
招
く
危
険
性
が
あ
る
が
、
史
料
の
多
機
能
性
、
と
り
わ
け
本
文

記
述
に
整
合
し
な
い
視
点
を
提
示
す
る
史
料
の
提
示
は
、
こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
批
判
的
な
歴
史
思
考
力
を
形
成
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
提
起
し
た
い
の
が
、「
複
眼
的
視
点M

ultiperspektivität

」

に
も
と
づ
く
史
料
集
の
作
成
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
概
念
と
そ
の
方
法
論

に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　　
　
　
　

３　

歴
史
教
育
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」

　　

歴
史
教
育
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
（
西
）
ド

イ
ツ
の
歴
史
教
育
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
、
一
九
九
◯
年
以
降
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

（1
（

。
ド
イ
ツ
の
先
駆
性
は
、
政
治
教
育
に
お

け
る
「
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
」（
一
九
七
六
年
）、
と
く
に
「
学
問
と
政
治
に
お

い
て
議
論
の
あ
る
こ
と
は
、
授
業
に
お
い
て
も
議
論
の
あ
る
も
の
？
と
し
て
扱
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
多
様
な
視
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
他
の
選
択
肢
が

隠
さ
れ
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
言
及
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）

教
化
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
「
論
争
性K

ontroversität

」
原
則
と
も
関
連

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。
た
だ
し
、
知
識
伝
達
偏
重
に
対
す
る
不
満
は
同
じ
時
期

に
他
国
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
代
、
そ
し
て
二
一
世
紀
に
入

り
「
複
眼
的
視
点
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
国
境
横
断
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
に
お
け
る
共
通
歴
史
教
材
や
す
で
に
言

及
し
た
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
の
共
通
歴
史
教
科
書
の
作

成
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
国
境
内
部
に
お
い
て
も
、
多
文
化
社
会
に
お

け
る
市
民
的
能
力
（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）
を
育
む
う
え
で
、「
複
眼
的
視
点
」
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

（1
（

。
ド
イ
ツ
は
周
知
の
と
お
り
公
教
育
は
連
邦
州
の
管

轄
で
あ
る
が
、
各
州
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
複
眼
的
視
点
」
は
歴
史
教
育
に

お
け
る
重
要
な
理
念
と
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　
「
複
眼
的
視
点
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
定
義
、
方
法
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
主

張
、
解
釈
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
分
野
の
第
一
人
者
と
し
て
衆
目
の
一
致
す
る
の
が
、

『
複
眼
的
視
点
―
歴
史
を
自
ら
考
え
る
』（
二
〇
〇
〇
年
刊
）
の
著
者
で
も
あ
る
、
ド

イ
ツ
の
歴
史
教
育
学
者
ク
ラ
ウ
ス
・
ベ
ル
ク
マ
ン
（
一
九
三
八

−

二
◯
◯
二
年
）
で

あ
る（

（1
（

。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
複
眼
的
視
点
と
は
歴
史
的
状
況
を
そ
こ
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
直
面

し
た
人
び
と
の
様
々
な
視
点
か
ら
叙
述
し
、
考
察
す
る
歴
史
学
習
の
原
則
で

あ
る
。
歴
史
の
複
合
的
な
情
勢
の
な
か
で
行
動
し
、
受
苦
す
る
人
び
と
は
そ

の
状
況
を
異
な
る
形
で
認
識
し
、
状
況
に
対
し
て
異
な
る
意
図
を
も
っ
て
働

き
か
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
何
よ
り
も
支
配
の
文
脈
、

男
女
と
い
う
性
的
帰
属
、
利
害
、
あ
る
い
は
宗
教
や
そ
の
他
の
確
信
の
な
か

に
存
在
し
て
い
た
。
生
徒
た
ち
は
こ
の
異
な
る
視
点
と
向
か
い
合
い
、
歴
史

的
思
考
の
行
為
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

（1
（

。」
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こ
の
よ
う
に
、「
複
眼
的
視
点
」
と
は
歴
史
認
識
に
お
け
る
主
観
性
（
＝
視
点
）

を
前
提
と
し
、
歴
史
に
お
け
る
知
の
客
観
性
が
間
主
観
的
な
検
証
と
い
う
行
為
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
経
験
的
に
学
び
と
る
こ
と
に
教
育
的
な
意

義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
他
者
の
認
識
、
感
情
、
価
値
観

の
視
点
を
認
識
す
る
こ
と
」
が
、「
自
分
の
視
点
を
内
省
し
、
他
者
の
目
を
通
し
て

自
ら
を
観
る
こ
と
」
に
な
る
と
い
う
再
帰
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る（

（1
（

。
そ
の

う
え
で
ベ
ル
ク
マ
ン
は
、
学
習
過
程
と
し
て
、(

一)

史
料
に
登
場
、
発
言
す
る
主

体
の
視
点
を
引
き
受
け
て
考
察
す
る
作
業
に
よ
っ
て
、
過
去
の
視
点
の
復
元
を
試
み

る
こ
と
に
よ
る
、
理
解
と
共
感
の
訓
練
、(

二)

過
去
の
視
点
を
そ
の
歴
史
的
文
脈

に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
る
、
枠
組
み
条
件
の
説
明
の
訓
練
、(

三)

過
去
の
現
実

の
再
構
成
が
一
つ
の
解
釈
で
あ
り
、
異
な
る
見
解
に
至
り
う
る
と
い
う
状
況
を
理
解

す
る
こ
と
、(

四)

そ
の
よ
う
な
解
釈
作
業
は
、
自
ら
の
主
観
的
視
点
と
直
接
的
に

関
連
し
て
い
る
と
い
う
状
況
の
経
験
、(

五)

そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
の
行
為
と

受
苦
を
事
実
と
価
値
の
判
断
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
熟
慮
し

た
う
え
で
の
判
断
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
を
挙
げ
て
い
る（

（1
（

。

　

た
だ
し
、「
複
眼
的
視
点
」
は
取
り
上
げ
る
時
代
、
出
来
事
の
当
事
者
の
視
点
に

お
け
る
複
数
性
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
上
記(

三)

～(
五)
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
後
世
の
人
間
が
異
な
る
視
点
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
解
釈
す
る
の

か
、
そ
し
て
過
去
の
解
釈
が
現
代
社
会
の
指
針
と
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て

い
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
は
こ
れ

を
「
同
時
代
」、「
歴
史
解
釈
」、
そ
し
て
「
記
憶
文
化
」
の
三
つ
の
次
元
と
し
て
提

示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
教
育
学
者
ワ
ン
シ
ン
ク
ら
も
、「
三
つ

の
時
間
軸tem

poralities

」
と
し
て
、「
歴
史
的
な
視
点
取
りhistorical perspective 

taking

」、「
歴
史
学
的
な
視
点
取
りhistoriographical perspective taking

」、「
現

代
的
な
視
点
取
りcontem

porary perspective taking

」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が（

（1
（

、

お
お
よ
そ
ベ
ル
ク
マ
ン
の
三
つ
の
次
元
と
一
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
理
念
型
で
あ
り
、実
際
に
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

歴
史
研
究
に
お
け
る
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
や
記
憶
文
化
の
変
化
が
新
た
な
史
料
の
発

掘
を
促
す
と
い
う
よ
う
に
、時
間
の
流
れ
に
逆
行
す
る
形
で
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
関
連
性
も
三
つ
の
次
元
・
時
間
軸
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
視
化
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
教
育
的
有
用
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
実
際
、

前
述
の
歴
史
映
画
や
博
物
館
、
記
念
碑
な
ど
を
導
入
、
切
り
口
と
し
た
概
説
で
は
、

第
三
の
次
元
・
時
間
軸
か
ら
第
一
、
第
二
の
次
元
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
授
業
実
践
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
手
法
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
と
り
わ
け
第
二
の
次
元
は
日
本
の
高
校
、
大
学
教
育
に
お
け
る
プ
レ

ゼ
ン
ス
は
希
薄
で
あ
り
、
教
科
書
の
な
か
に
歴
史
家
の
異
な
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
し
か
に
史
学
史
や
研
究
史
は
抽
象
度
が
高
く
、
そ
れ
と

の
取
り
組
み
は
第
一
の
次
元
よ
り
も
複
雑
か
も
し
れ
な
い
が
、
解
釈
が
な
ぜ
複
数
あ

り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
有
力
と
目
さ
れ
る
解
釈
が
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て

考
え
る
う
え
で
は
、
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
の
教
材
資
料
レ
ベ
ル

で
の
欠
落
が
、
二
◯
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
論
点
・
西
洋
史
学
』
に
対
す
る
注
目

の
高
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う（

（1
（

。
こ
の
研
究
者
に
よ
る
論
点
整
理
か
ら
さ
ら

に
一
歩
進
め
れ
ば
、
歴
史
解
釈
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
読
解
し
、
突
き
合
わ
せ
る

よ
う
な
（
エ
ッ
セ
ン
ス
の
抜
粋
と
し
て
の
）
史
料
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

４　
「
複
眼
的
視
点
」
の
課
題
と
問
題
点

　　

あ
ら
ゆ
る
教
育
方
法
と
同
様
、「
複
眼
的
視
点
」
に
も
リ
ス
ク
や
副
作
用
な
ど
の

問
題
、
課
題
が
存
在
す
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
の
学
習
過
程(

一)

の
過
去
の
当
事
者
の

視
点
を
引
き
受
け
る
点
に
つ
い
て
は
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
過
去
を
再
構
成
す
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る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
日
記
を
書
く
、
新
聞
に
投
書
す
る
と
い
っ

た
仮
想
的
な
課
題
、
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
作
成
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
は
実
際
に
ド
イ
ツ
の
高
校
歴
史
教
科
書
に
も
み
ら
れ
る
手

法
で
あ
る
が
、
歴
史
の
な
か
で
沈
黙
し
た
人
び
と
に
声
を
与
え
る
行
為
が
、
学
習
者

の
現
在
主
義
的
な
思
い
込
み
を
不
可
避
的
に
混
入
さ
せ
、か
え
っ
て
史
実
（
歴
史
学
）

と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
歴
史
文
学
）
と
の
境
界
を
曖
昧
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、
む
し
ろ
声
な
き
人
び
と
が
沈
黙
し
た
事
実
そ
の
も
の
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
歴
史
上
の
主
体
へ
の
理
解
・
共
感
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
形
成
と
も
連
動
す
る
と
（
こ
こ
に
は
理
解
・
共
感
困
難
な
人
物
に
対
す
る
嫌
悪
・

反
感
を
含
む
）、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

っ
た
懸
念
や
批
判
も
み
ら
れ
る
。
最
後
者
に
つ
い
て
は
年
齢
層
も
関
わ
る
心
理
的
要

素
を
含
む
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
前
二
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ

る(

二)

の
時
代
の
制
約
条
件
、
文
脈
へ
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
向
き
合
う
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
史
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
界
線
に
つ
い
て
自
覚

的
と
な
り
、
歴
史
文
学
や
映
画
を
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
す
る
能
力
を
涵
養
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

こ
の
時
代
の
制
約
条
件
、
文
脈
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
概
説
な
ど
に
よ
っ
て
提

供
さ
れ
る
知
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
多
様
な
視
点
自
体
も
、
私
た

ち
が
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
お
い
て
重
要
と
み
な
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
ベ
ル
ク
マ
ン
の

上
記
引
用
に
は
、
支
配
権
力
構
造
の
な
か
の
位
置
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
経
済
的
利
害
、

宗
教
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
―
に
沿
っ
て
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
解
釈
が

多
様
で
あ
り
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
文
脈
」
や

「
背
景
」
も
ま
た
一
つ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
、「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
支
点
」
は
存

在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
．
に
引
用
し
た
、
ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通

教
科
書
の
仕
様
書
に
お
け
る
本
文
記
述
に
対
す
る
論
争
的
判
断
の
可
能
性
の
付
与
は

こ
の
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
高
度
な
学
習
課
題
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
同
教
科
書
が
対
象
と
す
る
中
学
校
レ
ベ
ル
の
生
徒
、
そ
し
て
彼
ら

に
教
え
る
教
員
に
と
っ
て
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
が
、
少
な
く
と

も
大
学
の
講
義
・
演
習
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
実
践
は
不
可
能
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
「
複
眼
的
視
点
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
、

誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
多
様
性
の
陳
腐
な
確
認
や
相
対
主

義
の
カ
オ
ス
に
陥
る
危
険
性
で
あ
る（

1（
（

。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
な
ど
現
代
社
会
に
お
い
て
高
度
に
モ
ラ
ル
的
な
意
味
を
も
つ
歴
史
事
象
を
め
ぐ
っ

て
、
視
点
の
複
数
性
が
提
示
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
両
論
併
記
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
歴

史
修
正
主
義
」
を
も
等
価
な
も
の
と
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
、と
い
う
点
で
あ
る
。

実
際
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
研
究
の
立
場
か
ら
は
、「
教
育
学
の
一
部
に
お
い
て
は
、
規

範
的
な
価
値
志
向
の
不
可
欠
な
立
場
に
、
複
眼
的
視
点
や
多
様
性
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ

れ
た
文
化
・
価
値
相
対
主
義
が
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
根
本

に
お
い
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
主
題
化
に
と
っ
て
致
命
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
と
っ
て
視
点
的
、
文
化
的
、
多
様
な

正
当
化
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
つ
ね
に
誤
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
の
指
摘

も
あ
る（

11
（

。
た
と
え
ば
、
ナ
チ
に
対
す
る
国
民
の
支
持
に
つ
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ

り
も
経
済
的
な
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
言
が
史
料
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ

た
場
合
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
「
相
対
化
」
へ
と
導
く
ナ
チ
支
持
の
「
多
様
性
」
と
解

釈
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
マ
ン
の

学
習
過
程
の(

五)

に
お
け
る
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、
共
犯
的
関
係
性
と
し
て
「
つ

ね
に
誤
り
で
あ
る
」
と
規
範
的
に
断
罪
さ
れ
る
べ
き
な
る
の
か
。
先
述
の
オ
ラ
ン
ダ

の
ワ
ン
シ
ン
ク
ら
の
研
究
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
」、「
奴
隷
制
」、「
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ
の
授
業
を
比
較
分
析
す
る
な
か
で
、
遠
い
時
代
の
「
冷
め
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た
テ
ー
マ
」
で
あ
る
「
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
」
の
方
が
複
眼
的
視
点
を
展
開
し
や
す

く
、
近
い
時
代
で
現
代
オ
ラ
ン
ダ
社
会
の
記
憶
文
化
を
規
定
す
る
「
熱
い
テ
ー
マ
」

で
あ
る
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
で
は
開
放
性
の
ス
ペ
ー
ス
は
縮
小
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
教
員
の
学
級
運
営
能
力
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
習
熟
、
生
徒
の
社
会

文
化
的
出
自
の
構
成
な
ど
、
他
の
要
因
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
る（

11
（

。
こ
れ
ら
の
知
見

は
、
お
も
に
史
料
集
よ
り
は
中
等
教
育
に
お
け
る
授
業
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

る
が
、
史
料
集
が
使
わ
れ
る
環
境
や
、
掲
載
史
料
が
脱
文
脈
化
さ
れ
て
利
用
さ
れ
る

危
険
性
を
考
え
れ
ば
、
十
分
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

５　

複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
史
料
集
の
作
成
に
向
け
て

　　

歴
史
教
育
に
お
い
て
複
眼
的
視
点
を
導
入
、
展
開
す
る
場
合
、
ど
の
層
を
対
象
と

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
史
料
集
に
も
当

て
は
ま
る
。
現
在
、
筆
者
が
科
研
基
盤
研
究
（
B
）
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
が

こ
の
複
眼
的
視
点
に
も
と
づ
く
ド
イ
ツ
近
現
代
史
の
史
料
集
の
作
成
で
あ
る
が（

11
（

、
そ

こ
で
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
高
校
の
「
世
界
史
探
究
」
か
ら
大
学
の
講
義
、
専
門
の
演
習

ま
で
を
想
定
し
て
い
る
。

　

ど
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
有
用
と
な
る
最
大
公
約
数
は
、
ド
イ
ツ
近
現
代
史
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
同
時
代
的
視
点—

た
だ
し
視
点
は
ド
イ
ツ
内

部
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
―
か
ら
の
史
料
を
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
も
の
と

し
、
比
較
分
析
に
よ
る
相
違
点
や
関
連
性
の
発
見
を
促
す
形
で
配
置
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
際
、
そ
の
史
料
は
手
紙
や
日
記
、
回
想
録
と
い
っ
た
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
が
、
歴
史
主
体
の
視
点
の
引
き
受
け
と
い
う
観
点
か
ら
は
望
ま
し
い
が
、
他
に
も

裁
判
文
書
や
監
視
記
録
、
新
聞
記
事
な
ど
の
文
書
史
料
に
加
え
、
風
刺
画
な
ど
の
図

像
資
料
も
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
的
特
性
に
つ
い
て
の
解
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文
書
史
料
に
対
し
て
軽
視
さ
れ
が
ち
な
モ
ノ
（
遺
物
）

が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い（

11
（

。
第
二
の
次
元
に
つ
い

て
は
、
過
去
の
歴
史
教
科
書
や
歴
史
家
の
言
説
、
第
三
の
次
元
に
つ
い
て
は
記
憶
文

化
を
め
ぐ
る
言
説
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら

を
ど
の
よ
う
に
切
り
出
し
、
そ
し
て
同
一
次
元
内
、
次
元
間
横
断
で
資
料
を
組
合
わ

せ
、
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
す
る
か
が
鍵
と
な

る
。
む
ろ
ん
、
掲
載
さ
れ
る
史
料
は
「
石
切
り
場
」
的
に
、
個
々
の
教
員
に
よ
る
独

自
の
問
題
設
定
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
が
、
立
て
ら
れ
う
る

問
い
を
示
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
の
多
く
は
、『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
』
の
翻
訳

に
よ
っ
て
、
日
本
語
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
先
例
が
存
在
し
て
い
る（

11
（

。
た
だ
し
、

史
料
集
と
い
う
点
で
は
教
科
書
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
制
約
の
な
か
で
、
複
眼
的

視
点
を
全
面
的
に
展
開
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
歴
史
教
育
に
お
け
る

複
眼
的
視
点
に
つ
い
て
一
日
（
以
上
）
の
長
が
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史

料
付
き
教
材
が
テ
ー
マ
ご
と
に
刊
行
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
も
史
料
集
の
構
成
や
内

容
の
精
緻
化
の
た
め
に
参
照
、
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
自
ら
の
講
義

や
演
習
も
ま
た
実
験
場
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
も
と
筆
者
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
ど
う

す
れ
ば
退
屈
そ
う
に
講
義
を
聞
い
て
い
る
学
生
が
一
人
で
も
減
り
、
演
習
に
主
体
的

に
参
加
す
る
学
生
が
増
え
る
の
か
、
と
い
う
素
朴
だ
が
切
実
な
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
ー
・

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
的
な
資
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
授
業
準
備
に
充
て
ら
れ
る
時
間
が
限
ら
れ
、
む
し
ろ

減
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
個
人
の
「
職
人
技
」
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
集
合
的
な
イ

ン
フ
ラ
整
備
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
が
こ
の
史
料
集
で
あ
る
と
考
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え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
ん
な
る
教
育
的
な
観
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
複
眼
的
視
点

が
投
げ
か
け
る
問
い
か
け
は
、
自
ら
の
研
究
に
お
け
る
論
理
構
成
（
史
料
の
取
捨
選

択
、
比
重
の
か
け
方
）
や
そ
の
手
続
き
の
よ
り
自
覚
的
な
振
り
返
り
や
問
い
直
し
を

通
し
て
、
リ
サ
ー
チ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
に
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
冒
頭

に
挙
げ
た
欧
米
の
サ
イ
ト
に
比
べ
れ
ば
、き
わ
め
て
さ
さ
や
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
近
現
代
史
と
い
う
限
ら
れ
た
領
域
を
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
に
開
拓
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
具
体
的
な
事
例
を
示
せ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

     

　

注

  （
（
） 

本
稿
は
、
二
◯
二
◯
年
度
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告

を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
報
告
は
さ
ら
に
以
下
の
拙
稿
を
も
と
に
し
て
い
る
。

西
山
暁
義
「
外
国
史
教
育
に
お
け
る
複
眼
的
史
料
集
の
可
能
性 : 

ド
イ
ツ
の
歴
史

教
育
と
近
現
代
史
の
例
か
ら
考
え
る
」『
共
立
女
子
大
学
・
共
立
女
子
短
期
大
学

総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
六 （
二
〇
一
九
年
）、
四
九–

七
四
頁
。

  （
（
） https://w

w
w

.bpb.de/geschichte/ （
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

  （
（
） https://germ

anhistorydocs.ghi-dc.org/ （
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

  （
（
） B

lo
o

m
sb

u
ry

 H
isto

ry
: T

h
eo

ry
 an

d
 M

eth
o

d
. h

ttp
s://w

w
w

.

bloom
sburyhistorytheorym

ethod.com
/ 

（
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

本
サ
イ
ト
に
は
、
日
本
か
ら
も
井
野
瀬
久
美
惠
氏
が
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー

ド
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
開
設
に
際
し
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に

お
い
て
、
ベ
ル
ガ
ー
と
と
も
に
監
修
を
務
め
る
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
マ
リ
ア
・

グ
レ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
た
う
え
で
の
こ
う
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン

教
材
の
充
実
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。“ B

loom
sbury H

istory: Theory &
 

M
ethod Launch W

ebinar” https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=cZY

sER
iz-Jk 

（
二
〇
二
二
年
一
月
二
◯
日
ア
ク
セ
ス
）、
二
四
分
二
◯
秒
以
降
。

  （
（
） Suzanne M

archand, “C
elebrating ‘B

oring’ Ideas in the A
ge of Im

patience: 

The N
ineteenth C

entury in Intellectual and C
ultural H

istory”, in: C
entral 

European H
istory 51 (2018), pp.662-666, 662. 

ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
史
家
マ

ー
チ
ャ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
が
二
一
世
紀
初
め
の
現

代
史
を
執
筆
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
題
名
は
「
性
急
さ
の
時
代the age of 

im
patience

」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
現

象
と
し
て
、
教
員
・
学
生
間
に
お
い
て
簡
潔
な
回
答
を
求
め
る
大
学
の
教
育
学
修

文
化
や
、
出
版
社
に
よ
る
短
編
の
書
籍
へ
の
志
向
、
ニ
ュ
ー
ス
の
「
ツ
ィ
ー
ト
化
」

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

  （
６
） 

歴
史
学
研
究
会
編『
史
料
か
ら
考
え
る
世
界
史
二
〇
講
』岩
波
書
店
、二
◯
一
四
年
、

ま
え
が
き
、
v.

  （
（
） 

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
「
セ
ン
タ
ー
試
験
志
願
者
数
・
受
験
者
数
・
平
均
点
の
推

移
」（
二
〇
二
〇
年
度
共
通
テ
ス
ト
を
含
む
）https://w

w
w

.dnc.ac.jp/center/suii/

index.htm
l （

二
〇
二
二
年
一
月
二
◯
日
ア
ク
セ
ス
）

  （
（
） 

歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
』
全
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
◯
◯
六–

二
◯

一
三
年
。

  （
（
） G

em
einsam

e D
eutsch-Polnische Schulbuchkom

m
ission, Em

pfehlungen, 

G
öttingen 2012, S. 19. 

ド
イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
通
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
拙
稿
を
参
照
。
西
山
暁
義
「
独
仏
・
独
ポ
共
通
歴
史
教
科
書
と
複
眼
的
視

点
の
可
能
性
」
名
嶋
義
直
・
神
田
靖
子
編
『
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
市

民
性
教
育
』
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
三
五
四–

三
七
四
頁
。

  （
（0
） R

obert Stradling, M
ultiperspectivity in history teaching: a guide for teachers, 

Strasbourg 2003, pp.9-10. https://rm
.coe.int/0900001680493c9e 

（
二
〇
二
二

年
一
月
二
◯
日
ア
ク
セ
ス
）
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  （
（（
） 

近
藤
孝
弘
『
ド
イ
ツ
の
政
治
教
育
―
成
熟
し
た
民
主
社
会
へ
の
課
題
』
岩
波
書
店
、

二
◯
◯
五
年
、
四
六
頁
。

  （
（（
） Stefan B

enz, „M
ultiperspektivität. Vom

 Prinzip des G
eschichtsunter-

richts zum
 Schlüsselkonzept der interkulturellen K

om
petenz“, in: Thom

as 

Sandkühler u.a. (H
g.), G

eschichtsunterricht im
 21. Jahrhundert. Eine 

geschichtsdidaktische Standortbestim
m

ung, G
öttingen 2018, S. 295-312.

  （
（（
） 

西
山
「
外
国
史
教
育
に
お
け
る
複
眼
的
史
料
集
の
可
能
性
」、
五
二–

五
四
頁
。

  （
（（
） K

laus B
ergm

ann, M
ultiperspektivität. G

eschichte selber denken, Schw
albach/

Ts. 2000.

  （
（（
） K

laus B
ergm

ann, „M
ultiperspektivität“, in: U

lrich M
eyer, H

ans-Jürgen Pan-

del und G
erhard Schneider (H

g.), H
andbuch M

ethoden im
 G

eschichtsunter-

richt, Schw
allbach/Ts. 2007, S. 65-77, 65.

  （
（（
） B

ergm
ann, „M

ultiperspektivität“, S. 65-66.

  （
（（
） B

ergm
ann, „M

ultiperspektivität“, S. 41.

  （
（（
） B

jorn W
ansink, Sanne A

kkerm
an, Itzél Zuiker and Theo W

ubbels, “W
here 

D
oes Teaching M

ultiperspectivity in H
istory Education B

egin and End? 

A
n A

nalysis of the U
ses of Tem

porality”, in: Theory &
 Research in Social 

Education 46 (2018), pp.495-527.

  （
（（
） 

金
澤
周
作
監
修
、
藤
井
崇
ほ
か
編
『
論
点
・
西
洋
史
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
九
年
。

  （
（0
） M

artin Lücke, „M
ultiperspektivität, K

ontroversität, Pluralität“, in: M
ichele 

B
arricelli und M

artin Lücke (H
g.), H

andbuch Praxis des G
eschichtsunter-

richts 1, Schw
allbach/Ts. 22017, S. 281-288, hier 288.

  （
（（
） 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
中
学
校
の
歴
史
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
複
眼
的

視
点
」
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
シ
ラ
バ
ス
に
明
記
さ
れ
つ
つ
も
、
教
壇
に
立
つ
教
員

は
閉
じ
ら
れ
た
因
果
関
係
の
説
明
に
も
と
づ
き
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
一
因
と
し

て
、
明
確
な
答
え
を
求
め
る
生
徒
の
要
求
へ
の
対
応
を
指
摘
し
て
い
る
。Joakim

 

W
endell, “H

istory Teaching betw
een M

ultiperspectivity and a Shared Line of 

R
easoning: H

istorical Explanations in Sw
edish C

lassroom
s”, in: N

ordidactica. 

Journal of H
um

anities and Social Science Education, 2018:4 pp. 136-159, 

156. 

  （
（（
） Sam

uel Salzborn &
 A

lexandra K
urth, A

ntisem
itism

us in der Schule. 

E
rkenntnisstand und H

andlungsperspektiven. W
issenschaftliches 

G
utachten, 2019, S. 22. https://w

w
w

.tu-berlin.de/fileadm
in/i65/D

okum
ente/

A
ntisem

itism
us-Schule.pdf （

二
〇
二
二
年
一
月
二
◯
日
ア
ク
セ
ス
） 

  （
（（
） B

jorn W
ansink et al., “W

here D
oes Teaching M

ultiperspectivity”, pp.500-501. 

  （
（（
） 

他
に
、
芦
部
彰
、
小
野
寺
拓
也
、
河
合
信
晴
、
小
林
繁
子
、
佐
藤
公
紀
、
鈴
木
直

志
、
辻
英
史
、
森
田
直
子
が
研
究
分
担
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
本
稿
に
は
初

年
度
で
あ
る
二
〇
二
一
年
度
に
本
科
研
内
で
行
わ
れ
た
議
論
も
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。

  （
（（
） 

た
と
え
ば
、
戦
争
や
強
制
移
住
に
お
い
て
残
さ
れ
た
・
捨
て
ら
れ
た
モ
ノ
の
史
料

的
価
値
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。Leora A

uslander and Tara Zahra, O
bjects 

of W
ar: The M

aterial C
ulture of C

onflict and D
isplacem

ent, Ithaca 2018.

こ

れ
は
博
物
館
に
お
け
る
展
示
（
日
本
で
も
た
と
え
ば
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
の
広
島
平

和
記
念
資
料
館
な
ど
に
み
ら
れ
る
）
と
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
博
物
館
展
示
に
つ
い
て
も
、「
テ
ン
プ
ル
」（
顕
彰
・
慰
霊
）
と
「
フ

ォ
ー
ラ
ム
」（
討
論
）
の
場
と
し
て
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
後
者
の
立
場
か
ら
予
定
調
和
と
な
ら
な
い
「
複
眼
的
視
点
」
の

展
示
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。C

f. A
nna C

ento B
ull, Eleanor R

ew
ley, 

and Zofia W
óycicka, “W

ar M
useum

s and A
gonistic M

em
ory: A

 R
eport”, in: 
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M
useum

 W
orlds. Advances in Research 6 (2018), pp. 112-124.

  （
（（
） 
ペ
ー
タ
ー
・
ガ
イ
ス
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
・
カ
ン
ト
レ
ッ
ク
編
（
福
井
憲
彦
・
近
藤

孝
弘
監
訳
）『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書 

現
代
史 （（（（

年
以
降
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
同
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共

通
歴
史
教
科
書 
近
現
代
史 

ウ
ィ
ー
ン
会
議
か
ら（（（（

年
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
世
界
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
六
年
。

  （
（（
） 

代
表
的
な
も
の
は
、
教
育
出
版
社
ヴ
ォ
ッ
ヘ
ン
シ
ャ
ウ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
、“ G

eschichtsunterricht praktisch”

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。https://w
w

w
.

w
ochenschau-verlag.de/R

eihe/G
eschichtsunterricht-praktisch 

（
二
〇
二
二
年

一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

（
に
し
や
ま　

あ
き
よ
し 

・ 

共
立
女
子
大
学
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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歴
史
的
に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
営
み
か
　
　
　

　
　
―
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
授
業
実
践
か
ら

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
寺
拓
也

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　　

二
〇
二
二
年
度
か
ら
高
等
学
校
で
「
歴
史
総
合
」
が
始
ま
り
、
歴
史
教
育
の
根
本

的
な
見
直
し
が
模
索
さ
れ
る
な
か
、
し
ば
し
ば
関
係
者
の
口
の
端
に
上
る
の
が
「
歴

史
的
思
考
力
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
日
本
学
術
会
議
提
言
（
お
よ

び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
二
〇
一
九
年
の
提
言
）
で
は
、「
歴
史
的
思
考
力
」
は
お
お
よ

そ
以
下
の
六
点
に
要
約
さ
れ
て
い
る（

1
（

。
①
歴
史
の
連
続
・
断
絶
へ
の
興
味
・
関
心
、

②
調
べ
る
能
力
、
③
歴
史
の
多
様
性
と
そ
の
分
析
・
解
釈（

2
（

、
④
時
系
列
的
思
考
、
⑤

決
定
論
的
で
は
な
い
歴
史
理
解
、
⑥
学
習
の
結
果
と
し
て
身
に
つ
く
汎
用
的
能
力
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
あ
る
。
だ
が
と
り
わ
け
筆
者
に
と
っ
て
切

実
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
能
力
が
必
要
・
重
要
で
あ
り
是
非
と
も
学
ば
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
だ
と
学
生
・
生
徒
に
悟
っ
て
も
ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い

う
疑
問
だ
。
筆
者
は
現
在
、「
国
際
社
会
学
部
」
と
い
う
学
際
的
な
教
育
環
境
に
身

を
置
い
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
学
生
の

誰
も
が
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
現
在
の
難
民
問
題

に
強
い
関
心
を
も
つ
学
生
が
、
二
〇
世
紀
以
前
の
移
民
・
難
民
を
め
ぐ
る
歴
史
に
ま

っ
た
く
興
味
を
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。「
現
在
の
こ
と
を
知
り
た
け

れ
ば
、
そ
の
現
在
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
は
ず

だ
」
と
筆
者
が
説
い
て
も
、
学
生
た
ち
の
反
応
は
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
。「
歴
史
的

に
考
え
る
こ
と
が
、
教
え
ら
れ
、
学
ぶ
べ
き
価
値
の
あ
る
も
の
、
と
い
う
コ
ン
セ
ン

サ
ス
が
成
立
し
て
い
な
い（

3
（

」
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
に
さ
ほ
ど
興
味

関
心
の
な
い
／
意
義
を
感
じ
な
い
学
生
に
、
意
識
的
に
こ
れ
ら
の
能
力
を
教
え
込
む

こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
す
る
私
の
現
時
点
で
の
答
え
は
、
否
定
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
興
味
を
も
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ

る
実
感
で
あ
る
。「
お
も
し
ろ
い
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の

は
そ
の
通
り
で
あ
る
が（

4
（

、
学
び
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
能
力
の
重
要
性
を
い
く
ら
強
調

し
て
も
、
学
生
・
生
徒
に
「
是
非
学
び
た
い
」
と
思
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
か
ん

と
も
し
が
た
い
。

　

そ
の
さ
い
決
定
的
に
重
要
な
の
が
「
具
体
性
」
で
あ
る
。
歴
史
学
は
帰
納
的
な
学

問
で
あ
り
、
理
論
や
枠
組
み
を
提
示
す
る
さ
い
に
も
、
つ
ね
に
「
具
体
性
」
と
の
往

還
が
求
め
ら
れ
る
。
歴
史
的
思
考
力
も
、
ま
ず
は
具
体
性
を
通
し
て
し
か
学
ぶ
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
お
も
し
ろ
い
」
具
体
性
に
触
れ
さ
せ
る
こ

と
で
、
そ
こ
か
ら
「
歴
史
的
思
考
力
」
と
い
う
抽
象
的
な
能
力
へ
と
結
び
つ
け
て
い

け
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
大
学
で
い
く
つ
か
の
試
み
を
行

っ
て
き
て
い
る
。
①
独
仏
共
通
教
科
書
や
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
教
科
書（

5
（

に
出
て
く
る

「
問
い
」
を
学
生
と
一
緒
に
考
え
る
、②
ド
イ
ツ
連
邦
政
治
教
育
セ
ン
タ
ー
H
P
や
、

イ
ギ
リ
ス
の
映
画
教
育
サ
イ
ト
「Film

 Education

」
な
ど
に
あ
る
映
画
教
育
の
資

料
を
読
ん
で
、
ど
の
よ
う
な
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
察

し
て
も
ら
う（

6
（

。
③
文
書
館
史
料
（
ド
イ
ツ
兵
と
出
会
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
人
女
性
か
ら
の

ラ
ブ
レ
タ
ー
の
翻
訳
）
を
問
い
と
と
も
に
提
示
し
て
議
論
す
る
、
な
ど
で
あ
る（

7
（

。
今

回
紹
介
す
る
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
使
っ
た
授
業
実
践
も
、
そ
う
し
た
試
み
の
一
環

で
あ
る
。
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２　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
め
ぐ
っ
て

　　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
に
は
い
く
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
が
あ
る
。
ま
ず
、
ア
ン
ネ
自
身
の
日
記
に
も
、
三
冊
に
分
け
て
記
し
た
当
初
の
日

記
、
さ
ら
に
そ
れ
を
書
き
直
し
た
「
ば
ら
の
用
紙
」
と
い
う
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が

あ
る
。
前
者
に
は
一
年
近
い
欠
損
が
あ
る
一
方
、
後
者
は
一
九
四
四
年
三
月
で
終
わ

っ
て
い
る
。そ
れ
を
も
と
に
戦
後
に
な
っ
て
父
オ
ッ
ト
ー
が
手
直
し
や
削
除
を
加
え
、

出
版
に
さ
い
し
て
さ
ら
に
手
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
編
集
過
程
も
複
雑
で
あ
る（

8
（

。
し

た
が
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
成
り
立
ち
や
構
成
じ
た
い
が
、
本
来
は
歴
史
学
の
考
察
対
象

と
し
て
興
味
深
い
の
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
試
み
で
は
テ
キ
ス
ト
の
形
式
で
は
な
く

中
身
を
考
察
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
た
め
、
便
宜
的
に
二
〇
〇
三
年
刊
行
の

「
増
補
新
訂
版
」
を
利
用
し
て
い
る（

9
（

。

　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
と
い
う
題
材
の
教
育
利
用
に
批
判
の
声
が
少
な
く
な
い
こ
と

は
、
筆
者
も
承
知
し
て
い
る
。
Ｌ
・
マ
イ
セ
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
犠
牲
者
」

の
声
は
生
徒
・
学
生
た
ち
に
と
っ
て
共
感
し
や
す
く
、「
道
徳
的
に
正
し
い
側
に
立

て
る
」
と
い
う
心
地
よ
さ
が
あ
る
。
だ
が
、「
な
ぜ
」
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
未

曾
有
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
は
、
本
来
は
（
共
感

す
る
こ
と
の
難
し
い
）
加
害
者
の
側
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る（

（1
（

。
そ
れ

で
も
今
回
は
「
歴
史
的
思
考
力
」
涵
養
へ
と
目
的
を
絞
っ
た
上
で
、
誰
で
も
知
っ
て

お
り
、
敷
居
が
低
く
（
低
い
よ
う
に
見
え
）、
入
手
も
容
易
な
本
書
を
テ
キ
ス
ト
と

し
て
選
択
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　

３　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
を
教
え
る
』

　　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
使
っ
て
学
生
・
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ
の

指
導
書
が
あ
る
。『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
日
記
を
教
え
る
』
と
い
う
、
小
学
校
五
年

生
（
相
当
）
以
上
を
対
象
に
し
た
も
の
だ（

（（
（

。
筆
者
は
前
任
校
で
英
語
講
読
の
訓
練
も
兼

ね
て
本
書
を
使
っ
て
い
た
の
だ
が
、
内
容
は
大
別
す
る
と
①
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ユ
ダ
ヤ

人
迫
害
、
②
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
と
そ
の
生
涯
、
③
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
じ
た
い
の
説

明
の
三
つ
の
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
簡
単
な
歴
史
的
背
景
の
説
明
に

加
え
、
イ
ヴ
・
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
「Terrible Things

」、
パ
ヴ
ェ
ル
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

の
「
蝶
」、
ネ
リ
ー
・
ザ
ッ
ク
ス
の
「
死
せ
る
子
ど
も
が
語
る
」
と
い
っ
た
童
話
・
詩

の
解
読
、
一
九
四
一
年
七
月
三
一
日
付
け
の
ゲ
ー
リ
ン
グ
か
ら
ハ
イ
ド
リ
ヒ
に
宛
て
た

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
全
面
的
解
決
」
委
託
の
文
書
や
、
一
九
四
二
年
一
月
の
ヴ
ァ
ン
ゼ

ー
会
議
議
事
録
、
親
衛
隊
経
済
管
理
本
部
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
囚
人
か
ら
没
収
さ
れ
た

品
々
の
目
録
な
ど
の
読
み
解
き
な
ど
、
小
五
に
し
て
は
か
な
り
高
度
な
内
容
が
含
ま
れ

て
い
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
③
に
着
目
し
た
い
。
本
書
に
は
、
日
記
を
も

と
に
し
た
問
い
が
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
一
九
四
二
年
一
一
月

一
九
日
と
二
〇
日
、
一
九
四
三
年
一
月
一
三
日
の
日
記
で
ア
ン
ネ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
命

運
や
彼
女
の
状
況
に
つ
い
て
何
を
書
い
て
い
ま
す
か
？
彼
女
の
感
情
に
変
化
は
見
ら
れ

ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
が
あ
る（

（1
（

。『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
一
一
月
一
九
日
の
記
述
を

見
る
と
「「
こ
こ
に
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、な
ん
と
し
あ
わ
せ
な
の
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
、

翌
年
一
月
に
も
「
わ
た
し
た
ち
は
幸
運
で
す
」
と
記
さ
れ
て
い
て（

（1
（

、「
悲
惨
な
外
の
世
界
」

と
比
べ
れ
ば
自
分
た
ち
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、

一
一
月
二
〇
日
の
記
載
に
は
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。「
と
こ
ろ
が
い
ま
で
は
、
世
の
中

の
不
幸
な
問
題
の
こ
と
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
わ
た
し
自
身
の
こ
と
、
そ
れ
だ
け
し
か
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。〔
…
〕あ
ん
ま
り
み
ん
な
か
ら
非
難
ば
か
り
浴
び
せ
ら
れ
、そ
の
う
え
、

外
の
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の
不
幸
の
こ
と
ま
で
考
え
る
と
、
頭
が
く
ら
く
ら
し
て
く
る
こ

と
も
た
び
た
び
な
ん
で
す（

（1
（

」。
個
人
の
中
で
の
認
識
や
感
情
の
揺
れ
、
状
況
の
複
雑
さ
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へ
の
注
意
を
促
す
問
い
と
い
え
る
。

　

ま
た
、「
一
九
四
二
年
一
二
月
一
三
日
の
日
記
で
ア
ン
ネ
は
、
下
の
通
り
で
二
人

の
ユ
ダ
ヤ
人
を
見
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
ど
う
や
っ
て
彼
女
は
、
こ
の
二
人
が
ユ
ダ

ヤ
人
だ
と
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
着
用
を
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
ユ
ダ
ヤ
の
星
」
に
気
付
か
せ
る
問
い
で
あ
り
、「「
ほ
ん
と
う

に
他
人
の
人
柄
が
わ
か
る
の
は
、
そ
の
ひ
と
と
大
喧
嘩
し
た
と
き
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
そ
し
て
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
そ
の
ひ
と
の
真
の
人
格
が
判

断
で
き
る
ん
で
す
！（

（1
（

」。
こ
の
記
述
に
一
致
す
る
、
あ
る
い
は
矛
盾
す
る
あ
な
た
の

経
験
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
「
普
遍
性
」
の
高
い
問
い
も
あ
る（

（1
（

。
だ
が
そ

れ
以
外
の
多
く
は
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
そ
れ
じ
た
い
と
い
う
よ
り
は
、
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
全
体
を
め
ぐ
る
問
い
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
が
そ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
理
由
は
十
分
理
解
で
き
る
。
と
い
う
の

も
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
だ
け
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
か
ら
だ
。
隠
れ
家
に
い
た
ア
ン
ネ
の
視
点
か
ら
は
、
ナ
チ
の
政
策
決
定
者
の

思
惑
や
、
絶
滅
収
容
所
の
実
態
、
連
合
国
の
対
応
な
ど
は
当
然
見
え
て
こ
な
い
。『
ア

ン
ネ
の
日
記
』
だ
け
を
読
ん
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
全
体
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
ら

な
い
／
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
追
加
情
報
を
提
供
す
る
本
書
の
よ
う
な

工
夫
は
必
要
だ
ろ
う
。

　

だ
が
筆
者
の
試
み
の
目
的
は
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
全
体
像
を
理
解
さ
せ
る
」
こ

と
で
は
な
い
。
ま
た
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
必
ず
し
も
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と

い
う
文
脈
か
ら
の
み
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い（

（1
（

。
ま
ず
は
「
お
も
し
ろ
い
」
具

体
性
に
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
、そ
し
て
そ
こ
か
ら
各
自
が
自
分
な
り
に
「
全
体
」（
そ

れ
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
あ
る
必
要
性
は
必
ず
し
も
な
い
）
を
組
み
上
げ
て
い
く
こ
と

を
模
索
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問

　   

そ
こ
で
私
が
採
っ
た
方
法
は
ご
く
単
純
な
も
の
で
あ
る
。『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を

五
回
に
わ
け
て
事
前
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
う
え
で
、
疑
問
・
質
問
・
意
見
・
感
想
を

と
に
か
く
提
示
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
だ（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
試
み
は
す
で
に
六
回
ほ
ど
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
学
生
か
ら
の
疑
問

は
大
別
す
る
と
六
つ
に
分
類
で
き
る
。

　
（
１
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
め
ぐ
る
疑
問

　

し
ば
し
ば
学
生
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
の
が
、「
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
か
ら
近

い
国
に
何
故
逃
げ
た
の
か
？
」「
危
険
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
疑

問
だ
。
も
ち
ろ
ん
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
学
べ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
殺
害
が
本

格
化
す
る
の
は
一
九
四
一
年
以
降
で
あ
り
、
一
九
三
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
に
脱
出
し
た

フ
ラ
ン
ク
一
家
に
そ
れ
を
予
測
で
き
る
は
ず
が
な
い
。こ
の
問
い
を
発
す
る
こ
と
で
、

当
時
の
視
点
で
歴
史
を
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
生
徒
・
学
生
は
認
識
す
る
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
？
」「
ユ
ダ
ヤ
人
を
か
く
ま
う
風
潮
は
存
在
し
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
も
多

く
寄
せ
ら
れ
る
。
十
万
七
〇
〇
〇
人
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
「
東
部
」
へ
と
移
送
さ
れ
、

そ
の
う
ち
五
〇
〇
〇
人
程
度
の
み
が
強
制
・
絶
滅
収
容
所
を
生
き
延
び
た
が
、
他
方

で
若
者
を
中
心
に
推
計
二
万
な
い
し
二
万
五
〇
〇
〇
人
が
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
支
援
を

受
け
て
国
内
に
潜
伏
し
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。
ミ
ー
プ
の
よ
う
に
果
敢
に
支
援
す
る
人
び
と

が
い
る
一
方
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
中
で
も
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が

日
記
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。「
わ
た
し
た
ち
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
大
多
数
の
人
び
と

の
態
度
が
、
こ
こ
に
き
て
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
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る
と
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
波
紋
は
い
ま
や
、
か
つ
て
は
そ
ん
な
こ
と
な
ど
考
え
も
し

な
か
っ
た
人
び
と
の
あ
い
だ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

わ
た
し
た
ち
〈
隠
れ
家
〉
の
八
人
全
員
に
、
深
い
、
深
い
衝
撃
を
与
え
ま
し
た（

11
（

」。

　

ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
様
々
な
「
規
則
」
も
学
生
の
関
心
を
惹
く
。（
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
店
に
つ
い
て
）「
二
軒
と
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
も
入
れ
る
お
店
で
す
」、「
で

も
そ
の
電
車
は
、
わ
た
し
た
ち
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
許
さ
れ
な
い
贅
沢
品
」。「
わ
た
し
た

ち
も
フ
ェ
リ
ー
に
な
ら
乗
る
こ
と
が
で
き
ま
す
け
ど
、
乗
れ
る
の
は
そ
れ
ぐ
ら
い
な

も
の
で
す
」
と
い
っ
た
記
述
で
あ
る（

1（
（

。「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
が
あ
る
の
か
？
」

「
な
ぜ
フ
ェ
リ
ー
は
よ
く
て
、
電
車
は
ダ
メ
な
の
か
？
」
と
い
う
学
生
の
疑
問
に
対

し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
特
別
法
令
集
を
提
示
し
な
が
ら
規
則
が
五
月
雨
式
に
積
み

上
が
っ
て
い
く
様
子
を
説
明
し
た
り（

11
（

、『
ク
レ
ン
ペ
ラ
ー
の
日
記
』
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
禁
止
事
項
を
提
示
し
た
り
し
て（

11
（

、
彼
ら
が
い
か
に
規
則
で
が
ん
じ

が
ら
め
に
な
っ
て
い
た
か
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
（
２
）
ユ
ダ
ヤ
人
・
ユ
ダ
ヤ
教
を
め
ぐ
る
疑
問

　

ど
の
学
年
の
学
生
も
強
い
興
味
を
示
す
の
が
、
フ
ラ
ン
ク
一
家
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
お

祭
り
で
あ
る
ハ
ヌ
カ
ー
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
お
祭
り
で
あ
る
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
日
を

と
も
に
祝
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
ハ
ヌ
カ
ー
祭
の
贈
り
物
が
、
ア
ン
ネ
へ
の
聖

書
な
の
？
」（
マ
ル
ゴ
ー
）、「
い
や
…
…
ま
あ
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
祭
日
の
ほ
う
が
、

聖
書
を
贈
る
に
は
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
け
ど
ね
」（
オ
ッ
ト
ー
）
と
い
う
会

話
も
日
記
に
は
登
場
す
る（

11
（

。
こ
う
し
た
疑
問
を
通
じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
改
革
派
と

い
う
人
々
が
い
て
現
地
の
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
の
中
に
は

ハ
ヌ
カ
ー
と
ク
リ
ス
マ
ス
を
両
方
祝
う
人
々
も
い
た
こ
と
な
ど
を
知
る
こ
と
に
な

る（
11
（

。

　

そ
う
し
た
宗
教
的
な
「
柔
軟
さ
」
と
関
連
し
て
学
生
が
着
目
す
る
の
が
、「
わ
た

し
も
い
ず
れ
は
火
葬
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
」
と
い
う
一
文
で

あ
る（

11
（

。
火
葬
に
関
す
る
記
述
が
出
て
く
る
の
は
日
記
で
は
こ
こ
だ
け
で
あ
り
、
ア
ン

ネ
以
外
の
フ
ラ
ン
ク
一
家
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
、

「
当
時
ユ
ダ
ヤ
教
で
火
葬
は
一
般
的
な
の
か
？
」
と
い
う
質
問
が
、
毎
年
の
よ
う
に

寄
せ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
、
死
後
の
復
活
に

備
え
る
観
点
か
ら
伝
統
的
に
火
葬
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
映
画
『
サ
ウ
ル
の
息
子
』

で
も
「
息
子
」
を
な
ん
と
し
て
も
土
葬
し
よ
う
と
奔
走
す
る
サ
ウ
ル
の
様
子
が
描
か

れ
る
。
改
革
派
の
中
に
は
火
葬
に
理
解
を
示
す
人
々
も
い
た
も
の
の（

11
（

、
ド
イ
ツ
で
も

火
葬
は
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
を
中
心
に
始
ま

っ
た
も
の
で
あ
り
、
火
葬
の
件
数
が
土
葬
を
上
回
っ
た
の
は
二
〇
〇
九
年
の
こ
と
で

あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
代
に
は
、
ア
ン
ネ
の
よ
う
な
考
え
方
は
お
そ
ら
く
少
数

派
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
柔
軟
さ
」
は
「
い
い
加
減
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と

に
も
学
生
は
気
づ
く
。
フ
ァ
ン
・
ダ
ー
ン
の
お
ば
さ
ん
や
ペ
ー
タ
ー
が
時
折
見
せ
る

ユ
ダ
ヤ
人
意
識
に
対
し
て
、
ア
ン
ネ
は
強
い
憤
り
を
見
せ
る
。

「
わ
た
し
だ
っ
て
、
け
っ
し
て
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
を
も
っ
て
い
る
わ
け
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
彼
〔
ペ
ー
タ
ー
〕
が
ど
ん
な
に
孤
独
で
、
ど
ん
な
に
冷
笑
的

で
、
ど
ん
な
に
心
が
貧
し
い
か
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
と
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
た
び
に
胸

が
痛
み
ま
す（

11
（

」。

ま
た
次
の
よ
う
な
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
記
述
に
も
学
生
た
ち
は

目
を
向
け
る
。

「
わ
た
し
た
ち
は
、
け
っ
し
て
た
だ
の
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
も
、
た
だ
の
イ
ギ
リ
ス

国
民
に
も
、
い
え
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
他
の
ど
ん
な
国
民
に
も
な
れ
な
い
で
し
ょ

う
。
わ
た
し
た
ち
は
つ
ね
に
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
つ
ね
に
ユ
ダ
ヤ

人
で
あ
る
し
か
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
望
ん
で
も
い
る
の
で
す
。〔
…
〕
い
ま
な
に
よ
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り
も
望
む
の
は
、戦
後
は
ほ
ん
と
う
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

わ
た
し
は
オ
ラ
ン
ダ
人
を
愛
し
ま
す
。
こ
の
国
を
愛
し
ま
す
。
こ
の
国
の
言
葉
を
愛

し
、
こ
の
国
で
働
き
た
い
と
思
い
ま
す（

11
（

」。

「
こ
の
複
雑
な
心
情
は
ど
う
理
解
で
き
る
か
？
」、「
ア
ン
ネ
は
迫
害
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
意
識
が
強
く
な
っ
た
の
か
？
」
と
い
っ
た
疑
問
を
通

じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
さ
や
流
動
性
を
学
生
た
ち
は

認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
す
る
こ
と
は
、

そ
の
人
間
ひ
と
り
の
責
任
だ
が
、
ひ
と
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
す
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

全
体
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る（

1（
（

」
と
い
う
一
文
に
、
移
民
や
難
民
が
現
在
抱
え
て
い
る

状
況
を
重
ね
る
学
生
も
い
る
。

　
（
３
）
戦
時
下
の
暮
ら
し
を
め
ぐ
る
疑
問

　
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
に
は
、
物
価
の
話
が
時
折
登
場
す
る
。
ス
イ
ス
で
「
空
想
の

買
い
物
」
を
し
て
い
る
記
述
で
は
、
夏
の
肌
着
一
枚
〇
・
五
ギ
ル
ダ
ー
、
ソ
ッ
ク
ス

一
足
〇
・
二
五
ギ
ル
ダ
ー
な
ど
と
い
っ
た
値
段
が
出
て
く
る（

11
（

。
こ
れ
ら
は
「
平
時
」

の
物
価
と
思
わ
れ
る
が
、
読
者
は
当
然
「
一
ギ
ル
ダ
ー
は
ど
れ
く
ら
い
の
価
値
が
あ

る
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
も
つ
。
現
在
の
価
格
に
換
算
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難

し
い
作
業
で
あ
り
、
本
来
は
戦
時
下
で
の
イ
ン
フ
レ
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
は

い
え
、
一
九
四
〇
年
時
点
で
の
公
定
為
替
は
一
ギ
ル
ダ
ー
＝
一
・
三
三
ラ
イ
ヒ
ス
マ

ル
ク（

11
（

で
あ
り
、
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
が
お
お
よ
そ
現
在
の
四
〜
四
・
四
ユ
ー
ロ
に
相

当
す
る
と
い
う
推
計
に
従
え
ば（

11
（

、
一
ギ
ル
ダ
ー
は
六
九
〇
〜
七
六
〇
円
程
度
と
な
る

（
一
ユ
ー
ロ
＝
一
三
〇
円
で
計
算
）。

　

こ
の
お
お
よ
そ
の
目
安
を
知
る
こ
と
で
、
戦
時
下
の
異
常
な
ま
で
の
物
価
の
高

さ
に
学
生
は
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
卵
一
個
が
一
・
四
五
ギ
ル
ダ
ー
（
約
一
〇
〇
〇

円
）、
い
草
の
サ
ン
ダ
ル
が
六
・
五
ギ
ル
ダ
ー
（
約
四
五
〇
〇
円
）、
靴
の
中
古
品
が

二
七
・
五
ギ
ル
ダ
ー
（
約
一
万
九
〇
〇
〇
円
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
戦
時
下
で

の
物
不
足
や
ヤ
ミ
市
の
存
在
を
実
感
す
る
重
要
な
き
っ
か
け
と
な
る（

11
（

。

　

そ
う
し
た
な
か
で
一
部
の
学
生
は
、
以
下
の
物
価
の
も
つ
意
味
に
気
が
つ
く
。
お

茶
二
二
五
グ
ラ
ム
が
三
五
〇
ギ
ル
ダ
ー
（
約
二
四
万
五
〇
〇
〇
円
）、
同
量
の
コ
ー

ヒ
ー
が
八
〇
ギ
ル
ダ
ー
（
約
五
万
六
千
円
）、
バ
タ
ー
四
五
〇
グ
ラ
ム
で
三
五
ギ
ル

ダ
ー
（
約
二
万
四
五
〇
〇
円
）、
ブ
ル
ガ
リ
ア
タ
バ
コ
三
〇
グ
ラ
ム
が
一
四
ギ
ル
ダ

ー
（
約
一
万
円（

11
（

）。「
な
ぜ
バ
タ
ー
の
値
段
は
戦
時
下
で
上
が
る
の
か
？
」「
茶
や
コ

ー
ヒ
ー
、
タ
バ
コ
と
い
っ
た
嗜
好
品
を
、
な
ぜ
人
び
と
は
そ
こ
ま
で
し
て
求
め
る
の

か
？
」
と
い
う
疑
問
は
、
戦
時
経
済
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
足
が
か
り
と

な
り
う
る（

11
（

。

　

さ
ら
に
、「
ク
リ
ス
マ
ス
に
、
各
自
一
一
二
グ
ラ
ム
ず
つ
の
バ
タ
ー
の
特
配
が
受

け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
」「
割
り
当
て
の
バ
タ
ー
で
、
だ
れ
も
が
な
に
か
特
別
な

も
の
を
焼
こ
う
と
し
て
い
ま
す（

11
（

」
と
い
う
記
述
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
体
制
や
人
々
に

と
っ
て
も
っ
て
い
た
特
別
な
意
味
に
気
づ
く
契
機
と
な
り
う
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
に
き

ち
ん
と
特
別
配
給
が
支
給
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
体
制
の
正
統
性
に
関
わ
る
問
題
で

あ
っ
た
し
、
戦
時
下
と
い
う
厳
し
い
状
況
だ
か
ら
こ
そ
せ
め
て
ク
リ
ス
マ
ス
だ
け
で

も
盛
大
に
祝
い
た
い
と
い
う
人
々
の
思
い
は
切
実
だ
っ
た
か
ら
だ
。「
戦
時
下
な
の

に
な
ぜ
豪
華
な
食
事
を
取
れ
る
の
か
？
」「
戦
時
下
な
の
に
な
ぜ
さ
ま
ざ
ま
な
プ
レ

ゼ
ン
ト
を
贈
り
合
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
多
く
の
学
生
が
発
す
る
疑
問
も
、
こ

の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
は
な
ぜ
戸
籍
登
記
所
に
放
火
す
る
の
か
、
ラ
ジ

オ
の
供
出
命
令
が
出
て
い
る
が
、
な
ぜ
当
局
に
ラ
ジ
オ
を
持
っ
て
い
る
と
わ
か
る
の

か（
11
（

、「
医
者
は
数
が
足
り
な
い
」
と
あ
る
が
、
戦
時
下
で
は
な
ぜ
医
者
が
足
り
な
く

な
る
の
か
、「「
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ジ
オ
は
い
つ
だ
っ
て
真
実
を
伝
え
て
る
さ（

11
（

」
と
い
う

隠
れ
家
の
人
た
ち
の
主
張
は
、
ど
こ
ま
で
本
当
な
の
か
、「
貧
し
い
健
康
保
険
の
患
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者（
1（
（

」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
当
時
ど
の
程
度
医
療
に
お
金
が
か
か
っ
た
の

か
と
い
っ
た
疑
問
は
、
す
べ
て
占
領
体
制
や
戦
時
体
制
の
あ
り
よ
う
、
ラ
ジ
オ
に
受

信
料
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
、
連
合
国
と
枢
軸
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
共

通
点
と
相
違
点
、
医
療
の
あ
り
方
な
ど
、
さ
ら
な
る
探
求
の
出
発
点
と
な
り
う
る
疑

問
で
あ
ろ
う
。

　
（
４
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
疑
問

『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
中
に
は
、「
い
つ
の
日
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
作
家
に
」

な
り
た
い
、「
う
ち
の
お
か
あ
さ
ん
や
、
フ
ァ
ン
・
ダ
ー
ン
の
お
ば
さ
ん
や
、
そ
の

他
大
勢
の
女
性
た
ち
の
よ
う
に
、
毎
日
た
だ
家
事
を
こ
な
す
だ
け
で
、
や
が
て
忘
れ

ら
れ
て
い
く
よ
う
な
生
涯
を
送
る
な
ん
て
、
わ
た
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す

か
ら
」
と
い
う
記
述
が
あ
る（

11
（

。「
こ
う
し
た
生
き
方
は
、
当
時
ど
の
程
度
先
進
的
だ

っ
た
と
言
え
る
か
？
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
第

一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
な
ど
ジ
ェ

ン
ダ
ー
史
の
知
見
が
必
要
に
な
る
。
避
妊
具
や
コ
ン
ド
ー
ム
を
め
ぐ
る
ア
ン
ネ
の
記

述（
11
（

か
ら
、「
当
時
ど
の
よ
う
な
避
妊
方
法
が
存
在
し
た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
抱

く
学
生
も
い
る
。

ま
た
、
ア
ン
ネ
が
書
い
た
「
お
し
ゃ
べ
り
は
女
性
の
特
性
で
あ
っ
て
、
で
き
る

だ
け
慎
む
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
は
す
る
け
れ
ど
、
お
そ
ら
く
こ
の
癖
は
決
し
て
直

ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
う
ち
の
母
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
い
や
、
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
わ
た
し
以
上
に
お
し
ゃ
べ
り
だ
か
ら
、
遺
伝
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い（
11
（

」
と
い
う
文
章
を
引
い
て
、「
女
は
お
し
ゃ
べ
り
と
い
う
規
範
は
い
つ
ご
ろ
出
来

た
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
た
学
生
も
い
た
。
筆
者
に
は
答
え
が
す
ぐ
に

は
思
い
付
か
な
い
が
、
十
分
検
討
に
値
す
る
問
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
５
）
歴
史
的
に
考
え
る
と
い
う
意
味
で
は
「
不
適
切
」
な
疑
問

以
前
、「
じ
つ
を
い
う
と
わ
た
し
、
ま
だ
ほ
ん
と
う
の
親
友
を
持
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
記
述（

11
（

を
引
い
て
、「
ユ
ダ
ヤ
人
だ
か
ら
、
他
人
を
信
用
す
る
の

が
難
し
い
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
た
学
生
が
い
た
。
断
言
は
で
き
な
い

が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
的
外
れ
な
質
問
で
あ
ろ
う
。「
親
友
」
と
い
う
存
在
を
特
別

視
し
が
ち
な
思
春
期
特
有
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
し
、
ア
ン
ネ
の
性
格
に
よ
る
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
一
般
の
問
題
に
拡
大
す
る
こ
と

は
困
難
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
疑
問
は
、「
問
い
の
本
位
」
と
い
う
意
味
で
は
重
要
な
も
の
で
も
あ

る
。『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
初
め
て
読
む
学
生
は
、
本
書
を
「
ユ
ダ
ヤ
人
・
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
」
に
特
有
の
記
録
と
し
て
、
い
わ
ば
「
身
構
え
て
」
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
が

多
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
だ
か
ら
、
戦
争
中
だ
か
ら
、
占
領
下
だ
か
ら
と
い
う
時
代
固
有
の

要
因
を
理
解
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
だ
が
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
魅

力
は
、
両
親
と
の
関
係
や
異
性
と
の
距
離
感
な
ど
、
思
春
期
の
青
少
年
の
多
く
が
思

い
煩
う
よ
う
な
「
普
遍
性
」
に
も
あ
る
。「
歴
史
」
と
「
普
遍
」
が
絡
み
合
う
エ
ゴ
・

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
中
で
、
今
自
分
が
投
げ
か
け
て
い
る
「
問
い
の
本
位
」
は
そ
の
ど

ち
ら
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
「
中
間
」
に
あ
る
の
か
を
考

え
る
こ
と
も
、「
歴
史
的
思
考
力
」
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う（

11
（

。

ま
た
性
に
対
す
る
ア
ン
ネ
の
好
奇
心
の
強
さ
が
日
記
か
ら
は
窺
え
る
一
方
、
仲

良
し
の
ジ
ャ
ッ
ク
か
ら
そ
う
し
た
情
報
を
又
聞
き
で
仕
入
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
も

出
て
く
る（

11
（

。「
学
校
で
こ
う
い
う
情
報
は
教
わ
ら
な
い
の
か
？
」、「
私
た
ち
は
小
学

校
か
ら
性
に
つ
い
て
学
校
で
習
っ
た
が
、
彼
女
の
よ
う
に
そ
れ
に
対
す
る
知
識
を
学

校
で
学
ば
な
い
と
い
う
の
は
想
像
で
き
な
い
」
と
い
う
意
見
が
、
し
ば
し
ば
学
生
か

ら
は
出
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
性
教
育
が
学
校
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
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経
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
う
し
た
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生

は
初
め
て
自
分
の
意
識
の
「
歴
史
性
」
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
性
教
育
が

学
校
で
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
か
は
地
域
や
学
校
の
種
類
に
よ
っ
て
か
な
り
多
様

な
よ
う
で
、
こ
の
記
述
は
、
学
生
が
そ
う
し
た
互
い
の
差
異
に
つ
い
て
気
づ
く
よ
い

き
っ
か
け
と
も
な
る
。

　
（
６
）「
普
遍
的
」
な
疑
問
・
共
鳴

　

先
述
し
た
よ
う
に
「
普
遍
性
」
は
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
が
、

「
末
っ
子
女
子
な
の
で
、
母
親
と
折
り
合
い
が
悪
い
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
」
と
い

っ
た
率
直
な
意
見
が
聞
け
る
の
は
、（
そ
の
解
釈
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
）
こ
の
授
業
実
践
の
醍
醐
味
の
一
つ
で
あ
る
。
オ
キ
シ
ド
ー
ル
を
含
ま
せ
た

コ
ッ
ト
ン
で
顔
を
パ
ッ
ト
し
て
、
黒
っ
ぽ
い
産
毛
を
漂
白
し
た
と
い
う
記
述（

11
（

に
つ
い

て
、「
や
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
女
子
学
生
は
声
を
揃
え
て
い
た
が
、
ネ
ッ
ト
を
検

索
す
る
と
同
様
の
試
み
が
数
多
く
見
つ
か
る
。
ま
た
「
日
記
上
に
「
ゴ
キ
ブ
リ
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が（

11
（

、
ド
イ
ツ
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
ゴ
キ
ブ
リ
を
み
た
記
憶

は
な
い
。
隣
国
の
オ
ラ
ン
ダ
に
ゴ
キ
ブ
リ
は
い
る
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
も
あ
っ
た

（
小
さ
な
も
の
は
い
る
ら
し
い
）。

　

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
で
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
時
期
に
は
講
読
を
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
で
実
施
し
た
の
だ
が
、
ア
ン
ネ
と
の
「
共
通
点
」
を
見
出
し
た
学
生
も
少
な
く
な

か
っ
た
。「
こ
こ
に
き
て
か
ら
の
三
ヶ
月
で
、
な
ん
と
わ
た
し
は
八
キ
ロ
近
く
も
ふ

え
て
し
ま
い
ま
し
た（

11
（

」（
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
と
運
動
不
足
！
）
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流

行
し
て
電
話
で
「
問
診
」
が
さ
れ
て
い
た
こ
と（

1（
（

（
オ
ン
ラ
イ
ン
！
）。
命
が
け
で
家

に
籠
も
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
一
家
と
、
外
出
し
よ
う
と
思
え
ば
い
つ
で
も
出
ら
れ
る

「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
相

手
が
た
と
え
ど
ん
な
人
た
ち
で
も
、
ひ
と
つ
家
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
長
い

あ
い
だ
に
は
必
ず
摩
擦
が
起
き
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
た
し
た

ち
だ
け
が
と
く
に
貧
乏
く
じ
を
ひ
い
た
ん
で
し
ょ
う
か（

11
（

」
と
い
う
ア
ン
ネ
の
「
叫
び
」

に
は
、
学
生
た
ち
も
強
く
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

５　
「
問
い
の
構
造
図
」
を
つ
く
る

　　

二
〇
二
〇
年
度
ま
で
は
以
上
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
問
い
を
提
示
し
て
も
ら
い
、

全
員
で
議
論
す
る
と
こ
ろ
で
授
業
を
終
え
て
い
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
「
先
」
に

進
め
な
い
か
と
、
二
〇
二
一
年
度
の
授
業
で
は
そ
れ
ら
の
疑
問
を
踏
ま
え
て
「
問
い

の
構
造
図
」
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
。「
問
い
の
構
造
図
」
と
は
、
中
心
と
な
る
発

問
＝
メ
イ
ン
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
（
M
Q
）
の
下
に
そ
れ
を
支
え
る
サ
ブ
・
ク
エ
ス

チ
ョ
ン
（
S
Q
）、
さ
ら
に
そ
の
下
に
そ
れ
を
支
え
る
サ
ブ
サ
ブ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

（
S
S
Q
）
と
い
う
問
い
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
で
あ
る（

11
（

。
そ
う
し
た
構
造
化
を
行
う

こ
と
で
、
体
系
的
・
組
織
的
に
問
い
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
五
回
に
わ
た
っ
て
自
分
で
投
げ
か
け
た
問
い
を
構
造
化
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か

ら
引
き
出
し
う
る
一
番
大
き
な
問
い
（
M
Q
）、
言
い
換
え
れ
ば
「
全
体
」
像
は
何

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
各
自
に
考
え
て
も
ら
う
こ
と
が
狙
い
だ
っ
た
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
の
試
み
は
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
。
堅
実
な
タ
イ
プ
の
学

生
は
、
日
記
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
で
さ
ま
ざ
ま
な
細
か
い
問
い
（
S
S
Q
）
を
集
め

て
く
る
能
力
に
は
長
け
て
い
る
の
だ
が
、
堅
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
最
終
的

に
提
示
さ
れ
る
M
Q
に
広
が
り
が
乏
し
く
、「
面
白
い
」問
い
に
な
り
に
く
い
。他
方
、

最
初
に
「
面
白
い
」
M
Q
を
思
い
付
い
た
学
生
は
、
後
付
け
で
S
Q
や
S
S
Q

を
日
記
か
ら
拾
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
問
い
の
密
度
に
バ
ラ
ツ
キ

が
で
る
し
、
M
Q
の
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
す
ぎ
て
、
提
示
さ
れ
た
S
Q
や
S
S
Q

で
は
と
て
も
そ
れ
に
答
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
つ
ま
り
、
S
S
Q
か
ら
帰
納
的
に
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く
み
上
げ
て
い
く
と
M
Q
の
ス
ケ
ー
ル
が
小
さ
く
な
り
や
す
く
、
M
Q
か
ら
演
繹

的
に
下
ろ
し
て
い
く
と
実
証
性
が
乏
し
く
な
り
や
す
い
の
で
あ
る（

11
（

。

　

た
だ
し
一
人
の
学
生
か
ら
は
、
S
Q
1
「
オ
ラ
ン
ダ
市
民
と
し
て
の
ア
ン
ネ

―
―
な
ぜ
ア
ン
ネ
は
「
本
当
の
オ
ラ
ン
ダ
国
民
に
な
り
た
い
」
と
言
っ
た
の
か
」、

S
Q
2
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
ン
ネ
―
―
ア
ン
ネ
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
意
識
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
」、
S
Q
3
「
女
性
と
し
て
の
ア
ン
ネ
―
―
な
ぜ
ア
ン

ネ
は
一
家
の
女
性
陣
と
理
解
し
合
え
な
か
っ
た
の
か
」（
も
ち
ろ
ん
そ
の
下
に
数
多

く
の
S
S
Q
が
あ
る
）
を
設
定
し
た
上
で
、
M
Q
を
「
ア
ン
ネ
は
ど
の
よ
う
な
自

我
を
形
成
し
た
か
」
と
い
う
問
い
に
据
え
て
、
ア
ン
ネ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複

雑
さ
を
問
う
た
も
の
が
あ
っ
た
。
具
体
性
と
「
全
体
」
の
往
還
の
中
で
自
分
に
と
っ

て
の
「
全
体
」
を
く
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
の
は
非
常
に
高
度
な
知
的
作
業
で
あ
り
、

こ
れ
を
学
生
個
人
の
「
セ
ン
ス
」
任
せ
に
せ
ず
に
ど
の
よ
う
に
教
授
し
て
い
く
か
は
、

今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　
　
　

６　

お
わ
り
に
―
―
現
時
点
で
の
わ
た
し
の
「
学
び
」

以
上
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
試
み
を
「
中
間
報
告
」
と
し
て
提
示
し
て
き
た
。

そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
、
暫
定
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
箇
条

書
き
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

・『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
魅
力
の
一
つ
に
、「
戦
時
下
だ
か
ら
」「
隠
れ
家
だ
か
ら
」

と
い
う
こ
ち
ら
の
思
い
込
み
を
壊
し
て
く
れ
る
と
い
う
点
が
あ
る
。「
生
き
た
経
験
」

と
し
て
歴
史
を
「
実
感
」
す
る
こ
と
。
過
去
の
複
雑
さ
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
。「
他

者
」
と
し
て
の
過
去
へ
の
理
解
を
試
み
る
こ
と
。
連
続
性
も
断
絶
も
含
ん
だ
意
味
で

の「
過
去
と
現
在
の
繋
が
り
」を
意
識
さ
せ
る
う
え
で
、非
常
に
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

・
学
生
か
ら
疑
問
を
自
由
に
提
示
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
全
体
像
を
教
員
が
決
め
、
そ
こ
か
ら
問
い
を
発
す
る
と
い
う
方
向

だ
け
で
な
く
、
問
い
を
発
す
る
こ
と
で
そ
こ
か
ら
「
全
体
像
」
へ
と
向
か
っ
て
い
く

と
い
う
方
向
が
、「
帰
納
的
」
な
学
問
で
あ
る
歴
史
学
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な

い
か
。

・
そ
う
し
た
史
料
と
の
取
り
組
み
が
、「
細
部
か
ら
事
実
性
を
積
み
上
げ
て
い
く
」

と
い
う
歴
史
学
の
入
り
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
「
全
体
」
へ
と
到
達

す
る
道
の
り
は
、
本
稿
で
も
示
し
た
よ
う
に
容
易
で
は
な
い
の
だ
が
。

・
史
料
ベ
ー
ス
の
授
業
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
史
料
を
利
用
す
る
か
が
大
き

な
問
題
と
な
る
が
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
よ
う
に
入
手
し
や
す
く
、
し
か
も
（
さ

ま
ざ
ま
な
疑
問
を
発
す
る
余
地
の
多
い
）
分
量
の
多
い
日
本
語
史
料
は
非
常
に
貴
重

で
あ
る
。
あ
る
程
度
は
学
生
・
生
徒
の
疑
問
に
そ
の
場
で
答
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、

史
料
選
択
に
さ
い
し
て
教
員
の
専
門
領
域
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

・「
非
歴
史
的
に
考
え
る
」
と
い
う
試
行
錯
誤
も
必
要
で
あ
る
。
疑
問
そ
れ
自
体

は
「
非
歴
史
的
」
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
教
員
や
他
の
学
生
と
の
対
話
の
中
で

何
が
「
歴
史
的
」
な
こ
と
な
の
か
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
試
行
錯
誤
を
通
し
て
、

自
ら
の
「
問
い
の
本
位
」
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

・
最
後
に
、「
不
適
切
」
な
疑
問
も
含
め
て
自
由
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
・

学
校
の
よ
う
な
閉
鎖
的
空
間
が
、
こ
う
し
た
試
み
に
は
不
可
欠
の
前
提
条
件
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
オ
ー
プ
ン
」
な
空
間
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
で
き
る

教
育
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

注

  （
１
） 

日
本
学
術
会
議　

心
理
学
・
教
育
学
委
員
会
・
史
学
委
員
会
・
地
域
研
究
委
員
会

合
同
高
校
地
理
歴
史
科
教
育
に
関
す
る
分
科
会
「
新
し
い
高
校
地
理
・
歴
史
教
育
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の
創
造

―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
時
空
間
認
識
の
育
成

―
」、
二
〇
一
一

年
、
三
六
頁　

http://w
w

w
.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t130-2.pdf

〈
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
参
照
〉 ;

日
本
学
術
会
議　

史
学
委
員
会
中
高
大
歴

史
教
育
に
関
す
る
分
科
会
「
提
言
―
―
歴
史
的
思
考
力
を
育
て
る
大
学
入
試
の

あ
り
方
に
つ
い
て
―
―
」、
二
〇
一
九
年
、
五
頁　

http://w
w

w
.scj.go.jp/ja/info/

kohyo/pdf/kohyo-24-t283-2.pdf

〈
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
参
照
〉

  （
２
） 

複
眼
的
視
点
に
つ
い
て
は
、
西
山
論
文
を
参
照
。

  （
３
） 

日
高
智
彦
「「
歴
史
的
に
考
え
る
」
こ
と
の
学
び
方
・
教
え
方
」
南
塚
信
吾
・
小

谷
汪
之
編
著
『
歴
史
的
に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
九
年
、
一
八
三
頁
。

  （
４
） 

南
塚
信
吾
「
日
常
の
中
で
歴
史
的
に
考
え
る
「
七
カ
条
」」
南
塚
・
小
谷
同
上
編
著
、

二
一
八–

二
二
〇
頁
。

  （
５
） B

eck, R
oger B

. et al., W
orld H

istory. Patterns of Interaction, Evanston, 2007.

  （
６
） 

ド
イ
ツ
連
邦
政
治
教
育
セ
ン
タ
ーhttps://w

w
w

.bpb.de/shop/lernen/film
hefte/ 

;

イ
ギ
リ
ス
「Film

 Education

」http://w
w

w
.film

education.org/

〈
い
ず
れ
も

二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
参
照
〉

  （
７
） 

小
野
寺
拓
也
・
西
山
暁
義
「
占
領
地
か
ら
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
―
―
ベ
ル
ギ
ー
人
少
女

か
ら
ド
イ
ツ
人
兵
士
へ
の
手
紙
（
一
）
―
―
」『
ク
ァ
ド
ラ
ン
テ
』
第
二
二
号
、

二
〇
二
〇
年
。

  （
８
） 

詳
し
く
は
、
以
下
を
参
照
。
オ
ラ
ン
ダ
国
立
戦
時
資
料
研
究
所
編
、
深
町
眞
理
子

訳
『
ア
ン
ネ
の
日
記　

研
究
版
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
四
年;

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・

サ
リ
ヴ
ァ
ン
、
山
本
や
よ
い
訳
『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
密
告
者
―
―
最
新
の
調

査
技
術
が
解
明
す
る
七
八
年
目
の
真
実
―
―
』
ハ
ー
パ
ー
コ
リ
ン
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
、

二
〇
二
二
年
。
た
だ
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
フ
が
フ
ラ
ン
ク
一
家

の
密
告
者
で
あ
る
と
い
う
後
者
の
主
張
は
、
根
拠
が
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

  （
９
） 

ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
、
深
町
眞
理
子
訳
『
ア
ン
ネ
の
日
記
（
増
補
新
訂
版
）』
文

藝
春
秋
、
二
〇
〇
三
年
。

  （
（0
） M

eissel, Lukas, N
ot “H

ow
 W

as It Possible”, but “W
ho M

ade It Possible”: The 

Topic of Perpetrators in H
olocaust Education in A

ustria, in: Low
er, W

endy/ 

R
ossi, Lauren Faulkner (eds.), N

ew
 D

irections in H
olocaust Research and 

Education, Illinois, 2017. 

筆
者
は
、「
加
害
者
」
の
視
点
か
ら
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を

考
え
る
試
み
と
し
て
、
絶
滅
収
容
所
長
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
タ
ン
グ
ル
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
録
を
使
っ
た
授
業
実
践
も
何
度
か
行
っ
て
き
て
い
る
（
ギ
ッ
タ
・
セ
レ
ニ

ー
、
小
俣
和
一
郎
訳
『
人
間
の
暗
闇
―
―
ナ
チ
絶
滅
収
容
所
長
と
の
対
話
―
―
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）。
だ
が
「
加
害
者
」
の
場
合
に
も
、
こ
の
「
共
感
」

と
い
う
問
題
は
生
じ
る
。
し
か
も
「
加
害
者
」
の
場
合
、
共
感
が
昂
じ
て
あ
ら
ゆ

る
分
析
的
視
座
を
拒
み
、「
現
在
の
視
点
か
ら
批
判
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
「
殻
」

に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
時
々
生
じ
る
。

  （
（（
） M

oger, Susan, Teaching the D
iary of Anne Frank. An In-D

epth Resource for 

Learning About the H
olocaust Through the W

ritings of Anne Frank, N
ew

 

York, 1998.

  （
（（
） Ibid., p.62.

  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
一
二
四
、一
四
二
頁
。

  （
（（
） 

同
上
、
一
二
七–

一
二
八
頁
。

  （
（（
） 

同
上
、
八
六
頁
。
一
九
四
二
年
九
月
二
八
日
の
記
述
。

  （
（（
） M

oger, op.cit., pp.62, 54.

  （
（（
） 
参

照
、A

bram
ovitch, Ilana, Teaching A

nne Frank in the U
nited States, 

in: K
irshenblatt-G

im
blett, B

arbara/ Shandler, Jeffery (eds.), Anne Frank 

U
nbound. M

edia, Im
agination, M

em
ory, B

loom
ington/ Indianapolis, 2012.

  （
（（
） 

た
だ
し
、
本
授
業
を
履
修
し
た
の
は
ゼ
ミ
履
修
を
考
え
て
い
る
二
年
生
（
前
任
校
）
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や
ゼ
ミ
生
の
四
年
生
（
現
任
校
）
で
あ
る
た
め
、
歴
史
に
ほ
と
ん
ど
興
味
の
な
い

学
生
は
含
ま
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

  （
（（
） H

irschfeld, G
erhard, Sie fühlten sich sicher, das w

ar ihr Verhängnis, in: 

Frankfurter Allgem
eine Zeitung 25.1.2022, S.11.

  （
（0
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、五
二
二
頁
。一
九
四
四
年
五
月
二
二
日
の
記
述
。こ
の
文
脈
で
、

ナ
チ
占
領
下
の
オ
ラ
ン
ダ
を
題
材
に
し
た
映
画
『
ブ
ラ
ッ
ク
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
六

年
）
も
学
生
に
は
推
奨
す
る
。

  （
（（
） 

同
上
、
二
七
、三
二
頁
。
一
九
四
二
年
六
月
二
〇
日
、
二
四
日
の
記
述
。

  （
（（
）  W

alk, Joseph (H
g.), D

as Sonderrecht für die Juden im
 N

S-Staat, H
eidelberg, 

1996.

  （
（（
） 

オ
ッ
ト
ー
・
ク
レ
ン
ペ
ラ
ー
、
小
川-
フ
ン
ケ
里
美
・
宮
崎
登
訳
『
私
は
証

言
す
る
―
―
ナ
チ
時
代
の
日
記
一
九
三
三
―
一
九
四
五
年
―
―
』
大
月
書
店
、

一
九
九
九
年
、
二
〇
九–

二
一
一
頁
。
一
九
四
二
年
六
月
二
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
二
四
六–

二
四
七
頁
。
一
九
四
三
年
一
一
月
三
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

参
照
、R

ichardz, M
onika, W

eihnukka: D
as W

eihnachtsfest im
 jüdischen B

ür-

gertum
, in: K

ugelm
ann, C

illy (H
g.), W

eihnukka : G
eschichten von W

eihnach-

ten und C
hanukka, B

erlin, 2005.

  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
二
五
四
頁
。
一
九
四
三
年
一
一
月
一
一
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

た
と
え
ば
、
改
革
派
ラ
ビ
で
あ
る
ハ
イ
ネ
マ
ン
・
フ
ォ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に

よ
る
一
九
一
一
年
の
論
説
を
参
照
。Vogelstein, H

einem
ann, A

berm
als die 

Feuerbestattung, in: Allgem
eine Zeitung des Judentum

s 12.05.1911 (Jg. 75, 

N
r. 19), S. 222-223. 

本
新
聞
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
て
全
文
閲
覧
が

可
能
で
あ
る
。https://sam

m
lungen.ub.uni-frankfurt.de/cm

/periodical/titlein-

fo/3224737

〈
二
〇
二
二
年
一
月
三
〇
日
参
照
〉

  （
（（
） 

西
山
暁
義
「
墓
を
訪
ね
て
三
千
里
―
―
ド
イ
ツ
最
古
の
火
葬
場
に
て
―
―
」

（
二
〇
一
八
年
）。https://w

w
w

.kyoritsu-w
u.ac.jp/academ

ics/undergraduate/

kokusai/act/detail.htm
l?id=146; A

eterinitas e.V. Verbraucherinitiative B
estat-

tungskultur. G
eschichte und Zahlen https://w

w
w

.aeternitas.de/inhalt/bestat-

ten_beisetzen/them
en/bestattungsform

en/feuerbestattung/geschichte_zahlen 

〈
い
ず
れ
も
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
参
照
〉

  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
五
六
一
頁
。
一
九
四
四
年
七
月
六
日
の
記
述
。

  （
（0
） 

同
上
、
四
五
三–

四
五
四
頁
。
一
九
四
四
年
四
月
一
一
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
五
二
三
頁
。
一
九
四
四
年
五
月
二
二
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
九
六–

九
八
頁
。
一
九
四
二
年
一
二
月
七
日
の
記
述
。

  （
（（
） G

allin, Isabel, Rechtsetzung ist M
achtsetzung: D

ie deutsche Rechtsetzung in 

den N
iederlanden 1940-1945, Frankfurt a.M

., 1999, S.108.

  （
（（
） 

ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
の
推
計
に
よ
る
と
、
一
九
四
〇
年
時
点
で
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル

ク
は
四
・
四
ヨ
ー
ロ
、
一
九
四
四
年
に
は
四
ユ
ー
ロ
。https://w

w
w

.bundesbank.

de/resource/blob/615162/13c8ab8e09d802ffcf2e5a8ae509829c/m
L

/

kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-w
aehrungen-data.

pdf

〈
二
〇
二
二
年
二
月
二
五
日
参
照
〉　
以
下
の
文
献
に
よ
れ
ば
、
一
ラ
イ
ヒ
ス

マ
ル
ク
は
五
ユ
ー
ロ
換
算
と
さ
れ
る
。
正
確
な
数
字
の
算
出
は
も
と
よ
り
困
難
で

あ
り
、
本
論
で
の
数
字
も
概
数
と
し
て
考
え
ら
れ
た
い
。K

uczynski, Thom
as, 

D
ie Legende vom

 nationalen Sozialism
us, in: sozial.geschichte 20(2005), 

S.77-85.

  （
（（
） 
フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
四
九
一
、一
五
七
、二
一
九–

二
二
〇
頁
。
一
九
四
四
年
五
月

六
日
、
一
九
四
三
年
三
月
一
二
日
、
一
九
四
三
年
八
月
一
〇
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
四
九
一
頁
。
一
九
四
四
年
五
月
六
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

参
照
、Petrick-Felber, N

icole, K
riegw

ichtiger G
enuss. Tabak und K

affee im
 

„ D
ritten Reich“ , G

öttingen, 2015.
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  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
一
三
八
頁
。
一
九
四
二
年
一
二
月
二
二
日
の
記
述
。

  （
（（
） 
同
上
、
三
七
九
頁
。
一
九
四
四
年
三
月
一
六
日
の
記
述
。

  （
（0
） 
同
上
、
三
一
六
頁
。
一
九
四
四
年
二
月
三
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
三
八
〇
頁
。
一
九
四
四
年
三
月
一
六
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
四
三
二–

四
三
四
頁
。
一
九
四
四
年
四
月
五
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
四
〇
五
頁
。
一
九
四
四
年
三
月
二
三
日
の
記
述
。
ア
ン
ネ
の
性
に
関
す
る

記
述
に
つ
い
て
は
、
次
も
参
照
。C

harnow
, Sally, C

ritical Thinking: Scholars 

R
eread the D

iary, in: K
irshenblatt-G

im
blett/ Shandler (eds.), op.cit.

  （
（（
） 

同
上
、
三
〇
頁
。
一
九
四
二
年
六
月
二
一
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

同
上
、
一
七
頁
。
一
九
四
二
年
六
月
一
五
日
の
記
述
。

  （
（（
） 

参
照
、
小
野
寺
拓
也
「
過
去
の
人
び
と
の
手
紙
を
読
む
と
い
う
こ
と
」『pieria

』

第
一
一
号
（
二
〇
一
九
年
）。

  （
（（
） 

フ
ラ
ン
ク
前
掲
書
、
三
八
七
頁
。
一
九
四
四
年
三
月
一
八
日
の
記
述
。

  

（
（（
） 

同
上
、
二
〇
八
頁
。
一
九
四
三
年
八
月
四
日
の
記
述
。

  

（
49
） 

同
上
、
一
六
五
頁
。
一
九
四
三
年
三
月
二
五
日
の
記
述
。

  

（
50
） 

同
上
、
一
〇
三
頁
。
一
九
四
二
年
一
〇
月
一
四
日
の
記
述
。

  

（
51
） 

同
上
、
三
七
九
頁
。
一
九
四
四
年
三
月
一
六
日
の
記
述
。

  

（
52
） 

同
上
、
二
九
三
頁
。
一
九
四
四
年
一
月
一
五
日
の
記
述
。

  

（
53
） 

参
照
、
渡
部
竜
也
・
井
手
口
泰
典
『
社
会
科
授
業
づ
く
り
の
理
論
と
方
法
―
―

本
質
的
な
問
い
を
生
か
し
た
科
学
的
探
究
学
習
―
―
』
明
治
図
書
、
二
〇
二
〇

年;

星
瑞
希
「
問
い
の
構
造
図
に
基
づ
く
授
業
開
発
の
実
際
と
質
的
改
善
に
関
す

る
研
究
―
―
生
徒
の
知
的
性
向
の
成
長
と
教
師
の
授
業
改
善
に
関
す
る
問
題
提
起

―
―
」『
教
育
研
究
〈
中
央
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
紀
要
〉』
第
三
四
号
、

二
〇
二
一
年
。

  

（
54
） 

参
照
、
小
野
寺
拓
也
「「
歴
史
総
合
」
へ
の
期
待
と
課
題
」『
山
川
歴
史

P
R
E
S
S
』
第
六
号
（
二
〇
二
二
年
）。

（
お
の
で
ら  

た
く
や 

・ 

東
京
外
国
語
大
学
准
教
授
）

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
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ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら

　
　
　
　
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
を
展
望
す
る
　
　
　

　
　
―
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
歴
史
修
正
主
義
を
乗
り
越
え
る
処
方
箋

―
川
島
啓
一

　

筆
者
は
、
二
〇
二
◯
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
第
四
三
回
大
会

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
か
ら
歴
史
総
合
へ

―
史
料
か
ら
考
え

る
歴
史
教
育
の
模
索

―
」
に
お
い
て
、
西
山
・
小
野
寺
両
氏
の
報
告
に
対
し
て
、

高
校
教
員
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
両
報
告
か
ら
の
引
用
は
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
に
基
づ
い
て
お
り
、
本
特
集
に
掲

載
さ
れ
る
論
考
と
対
応
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　

１　

西
山
報
告
に
つ
い
て

　　
「（
一
）
概
説
の
活
況
？
：
記
憶
（
映
画
・
博
物
館
）
を
題
材
・
出
発
点
と
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
重
視
し
た
各
国
史

の
刊
行
」
が
「
読
み
手
に
対
し
て
多
様
な
観
点
を
提
示
、興
味
を
喚
起
す
る
一
方
で
、

概
説
と
し
て
の
規
範
性
、
新
た
な
「
正
解
」
と
さ
れ
る
可
能
（
危
険
）
性
」
を
招
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
概
説
書
は
高
校
教
員
が
授
業
作
成
の
た
め

の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
と
て
も
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
指
摘
の

通
り
、
そ
の
「
規
範
性
」
が
「
新
た
な
「
正
解
」」
と
さ
れ
る
」
事
態
を
生
み
出
し

て
い
る
と
私
も
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
高
校
教
員
は
、
そ
の
「
規
範
性
」
を
十
分

に
自
覚
し
た
う
え
で
、
授
業
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
高
校
教
員
が
高
校
生
に
対
し
て
「
新
た
な
「
正

解
」」
の
大
量
暗
記
を
課
す
危
険
性
が
あ
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
、小
川
幸
司
は
「
苦

役
へ
の
道
は
世
界
史
教
師
の
善
意
で
し
き
つ
め
ら
れ
て
い
る（

1
（

」
と
指
摘
し
、
高
校
歴

史
教
育
に
お
い
て
歴
史
用
語
の
単
な
る
暗
記
、
分
類
を
主
と
す
る
授
業
が
跋
扈
し
て

い
る
こ
と
を
戒
め
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
、
高
校
生
か
ら
歴
史
の
意
味
を

学
ぶ
機
会
や
歴
史
と
対
話
す
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
を
戒
め
た
。
ま
た
、
小
川

は
大
著
『
世
界
史
と
の
対
話　

７
０
時
間
の
歴
史
批
評（

2
（

』
を
著
し
、歴
史
学
習
の
「
苦

役
」
を
乗
り
越
え
、歴
史
と
深
く
対
話
す
る
実
践
を
世
に
問
う
た
。
こ
の
優
れ
た
「
宝

箱
」
を
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育

―
「
歴
史
総
合
」「
日
本
史
探
究
」「
世
界
探

究
」

―
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
実
践
で
き
る
か
、
正
念
場
で
あ
ろ
う
。

高
校
教
員
は
、
新
た
な
「
正
解
」
の
大
量
暗
記
を
課
す
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う

に
常
に
注
意
し
、授
業
内
容
を
精
選
し
、焦
点
化
す
る
必
要
が
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
、

勝
山
元
照
は
「「
歴
史
教
育
の
転
換
」
に
あ
た
り
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
第
一
に
、

内
容
精
選
へ
の
教
師
の
自
覚
と
省
察
が
問
わ
れ
て
い
る
。
新
教
科
書
の
記
載
事
項
に

つ
い
て
、「
網
羅
的
扱
い
」
が
行
わ
れ
な
い
か
と
の
懸
念
を
抱
く
。
網
羅
主
義
は
、

た
と
え
探
究
的
事
項
で
あ
っ
て
も
、
暗
記
主
義
と
は
別
の
意
味
で
生
徒
の
多
忙
化
と

思
考
停
止
を
招
き
、「
転
換
」
を
破
綻
に
追
い
込
む（

3
（

」
と
警
鐘
を
な
ら
す
。
至
言
と

言
え
よ
う
。

「（
二
）史
料
の
不
在
？
：
概
説
系
文
献
に
お
け
る
史
料（
文
書
・
図
像
）の
少
な
さ
」

お
よ
び
「
高
校
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
史
料
の
豊
富
な
掲
載
（
ド
イ
ツ
史
：
ヴ
ェ
ル

ナ
ー
『
ド
イ
ツ
建
国
宣
言
』（
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
）、
第
二
次
世
界
大
戦
敗
北
時
の

ベ
ル
リ
ン
国
会
議
事
堂
に
ソ
連
国
旗
を
掲
げ
る
赤
軍
兵
士
、
な
ど
）」
を
取
り
上
げ
、

「
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
本
文
記
述
の
確
認
の
た
め
で
あ
り
、
史

料
自
体
の
批
判
的
読
解
、
分
析
、
考
察
を
目
的
と
す
る
も
の
は
ま
れ
」
だ
と
い
う
指

摘
に
つ
い
て
、
私
も
同
意
す
る
。
一
方
、
近
年
教
科
書
に
は
、
史
料
自
体
の
批
判
的

読
解
を
特
集
ペ
ー
ジ
と
し
て
い
く
つ
か
組
み
込
ん
だ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
高
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校
歴
史
教
育
で
は
、
歴
史
的
思
考
（
力
）
を
育
成
す
る
た
め
に
も
史
料
自
体
の
批
判

的
読
解
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
。

「（
三
）
史
料
集
の
存
在
：
（
高
校
）
大
学
教
育
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、『
世
界
史
史
料
』

（
全
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六–

一
三
年
）
と
い
う
浩
瀚
な
史
料
集
の
存
在
」

の
指
摘
に
つ
い
て
、高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
、こ
の『
世
界
史
史
料
』と
い
う「
宝

箱
」
の
ど
の
史
料
を
ど
の
程
度
、
教
材
化
し
て
実
践
可
能
か
、
こ
れ
か
ら
が
正
念
場

と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、こ
の
教
材
化
は
、簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
高
校
教
員
に
と
っ
て
難
し
く
、
時
間
の
か
か
る
作
業
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
に
『
世
界
史
史
料
』
が
教
材
化
さ
れ
実
践
さ

れ
て
き
た
事
例
を
参
照
し
て
ゆ
く
の
が
よ
い（

4
（

。『
世
界
史
史
料
』
に
は
、
一
次
史
料

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
特
に
そ
の
解
説
が
充
実
し
て
い
る
。
高
校
で
歴
史
を
担

当
す
る
教
員
は
皆
、
歴
史
学
を
専
攻
し
て
教
壇
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
の
充
実
し
た
解
説
を
手
掛
か
り
に
、
教
室
で
の
実
践
へ
結
び
付
け
て
ゆ
く

の
が
良
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
で
は
、
こ
の
『
世
界
史
史
料
』
と

い
う
「
宝
箱
」
を
新
た
に
始
ま
る
「
歴
史
総
合
」「
世
界
史
探
究
」「
日
本
史
探
究
」

の
授
業
で
ど
れ
ほ
ど
教
材
化
で
き
る
か
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
を
大
き
く
左

右
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
」
に
資
料
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
冊
の
「
宝
箱
」
の
教

材
化
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
三
成
美
保
・
姫
岡
と
し
子
・
小
浜
正
子
編
『
歴
史
を

読
み
替
え
る　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
た
世
界
史
』（
大
月
書
店
、
二
◯
一
四
年
）、
久

留
島
典
子
・
長
野
ひ
ろ
子
・
長
志
珠
絵
編
『
歴
史
を
読
み
替
え
る　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か

ら
見
た
日
本
史
』（
大
月
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
宝
箱
」
は
、

高
校
歴
史
教
育
で
十
分
に
教
材
化
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る（

5
（

。

「（
五
）
同
時
代
の
社
会
に
お
け
る
複
数
の
ア
ク
タ
ー
の
存
在
、
差
別
（
抑
圧
）

す
る
側
と
さ
れ
る
側
、
そ
の
正
当
化
と
否
定
の
論
理
、
第
三
者
（
傍
観
者
、
同
調
者
）

の
存
在
に
目
を
向
け
る
の
は
困
難
」
で
あ
り
、「「
対
立
や
差
別
、
抑
圧
」
を
め
ぐ
る

複
眼
性
を
史
料
の
提
示
の
中
で
よ
り
積
極
的
に
提
示
し
て
い
く
必
要
性
」
が
あ
る
と

い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
高
校
歴
史
教
育
で
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
限
ら
れ
た

時
間
の
中
で
、
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の
歴
史
事
象
を
「
広
く
浅
く
」
学

ぶ
こ
と
が
、
一
般
的
に
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
高
校
歴
史
学
習

は
、
政
治
史
に
偏
り
が
ち
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
王
朝
、
国
家
、
帝
国
な

ど
支
配
す
る
側
の
法
令
や
制
度
を
頻
繁
に
学
ぶ
が
、
一
方
、
そ
の
法
令
や
制
度
が
否

応
な
く
適
用
さ
れ
る
人
々
の
実
態
を
十
分
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。な
か
で
も「
差

別
（
抑
圧
）
さ
れ
る
側
」
の
実
態
を
十
分
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
に
「
歴
史

総
合
」
は
、
二
単
位
で
時
間
的
余
裕
が
な
い
た
め
、
高
校
歴
史
教
員
は
、
上
記
二
つ

の
指
摘
を
自
覚
し
て
実
践
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「（
五
）
外
国
史
の
障
壁
」
に
つ
い
て
「
西
洋
（
近
現
代
）
史
研
究
に
お
け
る
文

献
講
読
へ
の
力
点
」
が
あ
る
「
一
方
で
、「
史
料
批
判
」
的
手
ほ
ど
き
は
ほ
と
ん
ど

受
け
ず
」、
そ
の
た
め
「
提
示
す
る
多
様
な
史
料
（
手
紙
、
日
記
、
回
想
録
、
裁
判

記
録
、新
聞
記
事
、官
庁
統
計
な
ど
）
の
特
質
、そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
性
」

が
あ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、特
に
「
歴
史
総
合
」
で
は
、大
項
目
Ａ
「
歴
史
の
扉
」

に
「（
二
）
歴
史
の
特
質
と
資
料
」
と
い
う
学
習
が
設
定
さ
れ
た
た
め
、い
わ
ゆ
る
「
史

料
批
判
」の
一
部
を「
歴
史
総
合
」で
実
践
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て『
高

等
学
校
学
習
指
導
要
領 

（
平
成
三
◯
年
告
示
）
解
説　

地
理
歴
史
編
』
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
学
習
の
ね
ら
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
や
世
界
の
様
々
な
地
域
の
人
々
の
歴
史
的
な
営
み
の
痕
跡
や
記
録
で
あ

る
遺
物
、
文
書
、
図
像
な
ど
の
資
料
を
活
用
し
、
複
数
の
資
料
の
関
係
や
異

同
に
着
目
し
て
、
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
の
意
味
や
意
義
、
特
色
な
ど
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を
考
察
し
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
料
に
基
づ
い
て
歴
史
が
叙
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
、
資
料
を
取
り
扱
う
際
の
留
意
点
に
気
付
く
こ

と
を
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
る（

6
（

。

こ
の
よ
う
な
学
習
に
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
紹
介
さ
れ
た
「
独
波
共
通

歴
史
教
科
書
に
お
け
る
史
料
分
析
の
解
説
項
目
」
の
「
文
書
史
料
を
解
明
す
る
」「
記

念
碑
を
分
析
す
る
」「
建
築
物
を
調
査
し
、比
較
す
る
」「
歴
史
地
図
の
分
析
す
る
」「
風

刺
ビ
ラ
を
解
読
す
る
」「
政
治
的
風
刺
画
を
解
釈
す
る
」「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
図
像
を
解

釈
す
る
」
な
ど
の
学
習
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
私
自
身
は
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
【
現
代
史
】

１
９
４
５
年
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界（

7
（

』
を
参
考
に
「
史
料
の
性
質
を
理
解
す

る
」
学
習
を
『
日
本
教
育
新
聞
』
紙
上
に
提
示
し
た（

8
（

。
こ
の
教
科
書
に
は
「
学
習
方

法
」
と
い
う
章
が
あ
り
、そ
こ
に
は
「
文
書
を
説
明
す
る
」「
歴
史
地
図
を
読
み
解
く
」

「
統
計
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
」「
戯
画
を
分
析
す
る
」「
論
文
を
書
く
」「
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
実
施
し
、
発
表
を
行
う
」「
レ
ポ
ー
ト
発
表
を
準
備
し
、
行
う
」
と
い
う
学
習

課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
も
「
歴
史
総
合
」「
歴
史
の
扉
」「（
二
）

歴
史
の
特
質
と
資
料
」
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

「（
六
）
歴
史
授
業
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
の
実
践
、
そ
の
た
め
の
史
料
集

の
必
要
性
」
に
つ
い
て
、コ
メ
ン
ト
し
た
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
複
眼
的
視
点
」

に
つ
い
て
歴
史
教
育
学
者
ク
ラ
ウ
ス
・
ベ
ル
ク
マ
ン
の
議
論
と
し
て
、
以
下
が
紹
介

さ
れ
た
。複

眼
的
視
点
と
は
、
同
時
代
人
に
よ
る
経
験
と
認
識
の
次
元
、
後
に
生
ま
れ

た
も
の
に
よ
る
解
釈
の
次
元
、
そ
し
て
ま
た
記
憶
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
現
在

と
未
来
に
お
け
る
方
向
性
の
次
元
に
お
い
て
、
多
く
の
異
な
る
見
方
を
観
察

し
、
尊
重
し
、
そ
し
て
熟
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
次
元
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
も
重
要
な
視
点
を

提
供
し
て
い
る
。
例
と
し
て
、「
歴
史
総
合
」に
お
い
て
も
重
要
学
習
事
項
と
な
る「
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
を
取
り
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。

一
つ
目
の
「
同
時
代
人
に
よ
る
経
験
と
認
識
の
次
元
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
問

う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
と
え
ば
、
真
珠
湾
奇
襲
攻
撃
や
重
慶
爆
撃
に
従
事
し
た

兵
士
は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
。
ま
た
、

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
や
原
子
爆
弾
の
投
下
を
決
定
し
た
高
位
の
軍
人
や
政
治
家
は
、
ど

の
よ
う
な
議
論
を
経
て
決
め
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
、

日
記
や
手
記
に
ど
の
よ
う
に
記
録
し
た
の
か
。さ
ら
に
、こ
れ
ら
の
戦
場
に
い
た
人
々

は
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
、
な
ど
と
問
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
同
時
代
性
に
焦
点
化
し
た
次
元
の
学
習
に
よ
り
、
高
校
生

は
、
同
時
代
に
生
き
た
様
々
な
人
々
の
視
点
か
ら
歴
史
事
象
を
多
面
的
・
多
角
的
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

二
つ
目
の
「
後
に
生
ま
れ
た
も
の
に
よ
る
解
釈
の
次
元
」
で
は
、
論
争
的
な
歴
史

学
習
が
展
開
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
ア
ジ

ア
解
放
の
た
め
の
戦
争
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
ジ
ア
を
支
配
す
る
た
め
の
戦
争

だ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
は
自
存
自
衛
の
戦
争
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
侵
略
戦
争
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
二
項
対
立
的
な
問
い
を
立
て
る
か

も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、な
ぜ
原
子
爆
弾
の
投
下
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、な
ぜ
「
後

に
生
ま
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
て
も
、
世
代
が
変
わ
る
ご
と
に
歴
史
に
対
す
る
認
識
が

変
化
す
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
認
識
を
問
う
論
争
的
な
学
習
に
つ
な
が
る
「
解
釈
の
次
元
」
は
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
核
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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三
つ
目
の
「
記
憶
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
現
在
と
未
来
に
お
け
る
方
向
性
の
次
元
」

で
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
高
校
生
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
オ
バ
マ
大
統
領
は
広
島
の
平
和
記
念
館
公
園
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、

な
ぜ
オ
バ
マ
大
統
領
以
前
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領
は
、
そ
こ
へ
訪
れ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
福
田
康
夫
元
首
相
は
、
中
国
の
南
京
大
虐
殺
記
念
館
を
訪
問

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
い
う
戦
争
の
惨
禍
を
忘
れ
な
い
た
め

に
、
こ
れ
か
ら
は
ど
ん
な
記
念
碑
を
建
て
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
日
本
、
中
国
、
韓
国

の
高
校
生
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
と
も
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
授
業
を

学
ぶ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
授
業
が
良
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
文
化
を

通
し
て
歴
史
を
学
ぶ
授
業
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
必
須

で
あ
り
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
、「（
六
）
歴
史
授
業
に
お
け
る
「
複
眼
的
視
点
」
の
実
践
、
そ
の
た
め
の
史

料
集
の
必
要
性
」
の
後
部
、「
そ
の
た
め
の
史
料
集
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
コ
メ
ン

ト
し
た
い
。
現
在
、
高
校
歴
史
教
科
書
や
副
教
材
は
、
徐
々
に
史
資
料
が
記
載
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
要
求
す
る
論
争
的

な
歴
史
学
習
を
深
い
学
び
へ
と
導
く
た
め
に
は
、
不
十
分
と
言
え
る
。
高
校
教
員
向

け
に
新
た
に
編
集
さ
れ
た
資
料
集
の
出
版
が
、
待
望
さ
れ
て
い
る
。

高
校
教
員
向
け
の
資
料
集
と
し
て
、
綿
引
弘
著
『
１
０
０
時
間
の
世
界
史　

資

料
と
扱
い
方
』（
地
歴
社
、
一
九
九
二
年
）、
福
島
県
高
等
学
校
地
歴
・
公
民
科
研
究

会
世
界
史
資
料
編
集
委
員
会
編
『
新
世
界
史
資
料
集
』（
清
水
書
院
、
一
九
九
四
年
）

は
、
と
も
に
文
書
史
料
が
充
実
し
て
お
り
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
者
は
絶
版
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
両
著
と
も
に
掲
載
さ
れ
る
資
料
の

古
さ
は
、
や
は
り
否
め
な
い
。
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
よ
う
な
文
書
史
料
が
充
実
し

た
高
校
教
員
向
け
の
歴
史
資
料
集
の
出
版
は
、
残
念
な
が
ら
、
皆
無
で
あ
る
。

『
世
界
史
史
料
』（
全
一
二
巻
、岩
波
書
店
、二
〇
〇
六–

一
三
年
）
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
「
宝
箱
」
を
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
向
け
に
、
い
か

に
編
集
し
て
、
日
々
の
資
料
集
と
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
こ
の
こ
と
は
日
本
の
歴
史

教
育
の
未
来
を
大
き
く
左
右
し
よ
う
。
現
在
、
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
教
育
環
境
に
あ

っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
教
育
で
は
、
論
争
的
な
学
習
に
つ
い
て
も
深
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
そ
の
た
め
の
史
料
集
の
必
要
性
」
は
、
高
校
歴
史
教
育

に
と
っ
て
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

小
野
寺
報
告
に
つ
い
て

　　

ま
ず
、「『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
つ
か
っ
た
授
業
実
践
」
に
つ
い
て
「
方
法
：
五 

回
に
わ
け
事
前
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
う
え
で
、
疑
問
・
質
問
・
意
見
・
感
想
を
と
に

か
く
提
示
す
る
」
と
い
う
大
学
で
の
実
践
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
い
。

「
歴
史
総
合
」
で
は
、
学
習
指
導
要
領
で
は
「
生
徒
が
問
い
を
表
現
す
る
」
学
習

活
動
が
「
近
代
化
と
私
た
ち
」「
国
際
秩
序
の
変
化
や
大
衆
化
と
私
た
ち
」「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
私
た
ち
」
と
い
う
各
大
項
目
の
は
じ
め
、中
項
目
（
一
）
で
求
め
ら
れ
る
。

各
項
目
の
学
習
活
動
が
生
徒
の
問
い
を
基
点
と
し
て
始
ま
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
探
求
科
目
は
「
生
徒
が
問
い
を
表
現
す
る
」
学
習
活
動
の
上

に
成
り
立
つ
。

高
校
生
も
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
具
体
的
か
つ
詳
細
な
記
述
を
読
む
と
、
様
々

な
疑
問
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
高
校
生
の
中
に
は
、
歴
史
事
象
に
つ
い
て
、
疑

問
を
提
示
し
、質
問
を
行
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
者
も
い
よ
う
。し
た
が
っ
て
、『
ア

ン
ネ
の
日
記
』
を
読
ん
だ
高
校
生
の
疑
問
を
対
話
的
な
学
び
で
丁
寧
に
可
視
化
し
、

学
友
と
共
有
す
る
こ
と
は
、高
校
歴
史
学
習
に
お
い
て
も
大
切
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

「（
一
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
二
）
ユ
ダ
ヤ
人
・

ユ
ダ
ヤ
教
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
三
）
戦
時
下
の
暮
ら
し
を
め
ぐ
る
疑
問
」「（
四
）
ジ
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ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
疑
問
」
は
、
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
学
ぶ
意
義
が
あ
る
疑

問
で
あ
る
。
前
者
の
二
つ
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
疑
問
で

あ
り
、（
三
）
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
や
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
な
ど
様
々
な
戦
争
を
身
近
な
例
に
即
し
て
理
解
す
る
手
が
か
り
を
高
校
生

に
与
え
て
く
れ
る
。（
四
）
は
、
特
に
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
に
必
須
の
視
点

で
あ
る
。
先
述
し
た
「
宝
箱
」
と
し
て
の
二
つ
の
書
籍
を
十
分
に
教
材
化
し
た
い
。

特
に
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
学
習
は
、
た
と
え
ば
日
清
戦
争
に
お
け
る
旅
順
虐
殺

事
件
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
に
お
け
る
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
な

ど
世
界
中
の
虐
殺
や
民
族
浄
化
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
）
を
理
解
す
る
た

め
に
重
要
な
学
習
で
あ
る
。
高
校
生
は
、
な
ぜ
戦
争
で
は
虐
殺
が
正
当
化
さ
れ
る
の

か
、
非
武
装
、
無
抵
抗
の
老
人
や
子
供
な
ど
を
殺
す
こ
と
に
兵
士
は
疑
問
を
持
た
な

い
の
か
、
な
ど
と
多
く
の
疑
問
を
も
つ
。
当
時
の
資
料
や
証
言
を
高
校
生
と
と
も
に

教
員
も
丁
寧
に
読
み
す
す
め
つ
つ
、
対
話
を
中
心
と
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く

こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
教
育
で
は
特
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

「
学
生
か
ら
疑
問
を
自
由
に
提
示
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
」「
ど
の
よ
う

な
疑
問
を
提
示
し
て
も
許
さ
れ
る
、
大
学
・
学
校
の
よ
う
な
閉
鎖
的
空
間
の
重
要
性
」

と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
前
者
の
学
習
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
歴
史
学
習
に

と
っ
て
も
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
高
校
生
に
教
室
で
自
由
に
疑
問
を

提
示
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
学
習
に
禁
止
事
項
と
し
て
の
タ
ブ
ー
を
作
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
教
員
が
歴
史
学
習
に
タ
ブ
ー
を
作

る
と
、
高
校
生
は
自
由
に
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
歴
史
の
授
業
中
に
、
発
言
す
る
こ
と
す
ら
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生

ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
論
を
抑
圧
さ
れ
た
教
室
で
、
高
校
生
が
歴
史
に
つ

い
て
深
く
学
ぶ
こ
と
な
ど
、
到
底
期
待
で
き
な
い
。

後
者
に
つ
い
て
、
高
校
の
教
室
が
閉
鎖
的
空
間
で
あ
る
こ
と
は
、
高
校
生
が
外

部
か
ら
の
不
当
な
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
教
室
の
中
で
自
由
に
意
見
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
重
要
な
土
台
を
提
供
し
て
い
る
。
高
校
の
学
習
で
大
切
な

こ
と
の
一
つ
は
、
高
校
生
は
た
と
え
自
身
の
見
解
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
教
室
内
で
は
学
友
に
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
高
校
生
は
、
自
分
の
考
え
を
授
業
内
で
述
べ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
見
解
を
学
友
と
と
も
に
修
正
す
る
機
会
が
存
在
す
る
こ
と

も
、
高
校
の
学
習
の
中
で
大
切
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
び
の
試
行

錯
誤
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
学
習
を
タ
ブ
ー
な
く
深
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
歴
史
学
習
で
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
高
校
生
が
問
い
を
立
て
、
問

い
を
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
時
事
問
題
に
敏
感
な
高
校
生
は
、た
と
え
ば
、

南
京
虐
殺
か
南
京
事
件
か
ど
ち
ら
の
表
現
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
、
従
軍
慰
安
婦
か
、

慰
安
婦
か
、
日
本
軍
性
奴
隷
か
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
が
良
い
の
だ
ろ
う
か
、

な
ど
と
素
朴
な
疑
問
を
持
つ
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
論
争
的
な
学
習
に
つ
な
が
る
歴
史
学
習
は
、
新
た
な
学
習
指
導
要

領
で
さ
え
も
要
求
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
歴
史
総
合
」
で
は
「
現
代
的
な
諸
課
題

の
形
成
や
現
代
的
な
諸
課
題
を
考
察
，
構
想
す
る
学
習（

9
（

」
お
よ
び
「
近
代
化
の
歴
史

に
存
在
し
，
現
代
社
会
に
お
い
て
も
調
整
が
求
め
ら
れ
，
将
来
に
お
い
て
も
引
き
続

き
生
徒
た
ち
が
直
面
す
る
こ
と
の
予
想
さ
れ
る
事
柄
を
含
む
問
い
を
設
定
す
る（

（1
（

」
学

習
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
歴
史
学
習
で
は
、
論
争

的
な
学
び
を
実
践
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
に
論
争
的
な
学

び
を
十
分
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
戒
を
込
め
て
、

こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
論
争
を
実
践
す
る
際
に
は
、
西
山
報
告
で
ド
イ
ツ
の
政
治
教
育

の
指
針
で
あ
る
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
（
一
九
七
六
年
）
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
こ
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れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
も
、
教
員
は
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意

を
遵
守
す
る
の
が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
合
意
は
、「
今
日
に
い
た
る
ま
で
事

実
上
ド
イ
ツ
全
体
の
政
治
教
育
の
基
本
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
内
容
は
、
以

下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る（

（（
（

」
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
圧
倒
の
禁
止

　

生
徒
を
期
待
さ
れ
る
見
解
を
も
っ
て
圧
倒
し
、
自
ら
の
判
断
の
獲
得

を
妨
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
正
に
政
治
教
育
と
教

化
の
違
い
で
あ
る
。
教
化
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
教
師
の
役
割

規
定
、
そ
し
て
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
生
徒
の
政
治
的
成
熟
と
い
う

目
標
規
定
と
矛
盾
す
る
。

（
二
）
論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う

　

学
問
と
政
治
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
こ
と
は
、
授
業
に
お
い
て
も
議

論
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
様
な
視
点
が
取

り
上
げ
ら
れ
ず
、
別
の
選
択
肢
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
教
化
が

始
ま
る
。

（
三
）
個
々
の
生
徒
の
利
害
関
心
の
重
視

　

生
徒
は
、
政
治
的
状
況
と
自
ら
の
利
害
関
係
を
分
析
し
、
自
ら
の
利

害
関
心
に
も
と
づ
い
て
所
与
の
政
治
的
状
況
に
影
響
を
与
え
る
手
段
と

方
法
を
追
求
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
「（
一
）
圧
倒
の
禁
止
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
歴
史
論
争
を
探
求
す
る
授
業
を

行
う
際
に
、
教
員
は
結
論
あ
り
き
の
授
業
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
生
徒
の
解
釈
を
排

除
し
て
圧
倒
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
論
争
の
探

究
学
習
が
成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
校
生
は
教
員
が
予
測

し
て
い
な
か
っ
た
歴
史
の
解
釈
を
導
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
そ
の
解
釈
に
十

分
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
教
員
は
そ
の
解
釈
を
認
め
、
正
し
い
評
価
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
そ
の
解
釈
に
十
分
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い

と
き
は
、
な
ぜ
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
高
校
生
が
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
論
争
の
学
習
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

高
校
生
と
の
議
論
が
か
み
合
わ
ず
、
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
状
況
も
生
じ
よ
う
。
こ

の
と
き
に
教
員
が
「
生
徒
を
期
待
さ
れ
る
見
解
を
も
っ
て
圧
倒
」
す
る
と
、
高
校
生

の
「
自
ら
の
判
断
の
獲
得
を
妨
げ
る
」
こ
と
と
な
り
、
歴
史
論
争
の
探
究
学
習
が
成

り
立
た
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「（
一
）
圧
倒
の
禁
止
」
を
教
員
が
守
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

　
「（
二
）
論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
」
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
、
あ
る
歴
史
上
の
領
土
問
題
を
扱
う
際
に
、
そ
の
問
題
が
「
学
問
と
政
治
に
お

い
て
議
論
」
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
「
議
論
の
あ
る
も
の
と
し
て
」
扱
う
こ
と
を
隠

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、一
つ
の
国
家
の
政
府
見
解
の
み
提
示
し
て
、

そ
の
他
の
係
争
国
の
政
府
見
解
を
提
示
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
歴
史
論
争
の
探
究
学
習
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に

は
、
た
と
え
ば
各
国
の
政
府
見
解
を
比
較
し
、
そ
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
生
じ
る
の
か
、分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の「（
二
）

論
争
の
あ
る
問
題
は
論
争
の
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
」
と
い
う
指
針
は
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
の
高
校
歴
史
教
育
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「（
三
）
個
々
の
生
徒
の
利
害
関
心
の
重
視
」
は
、
政
治
教
育
の
指
針
で
あ
る
た

め
に
、
一
見
す
る
と
、
歴
史
教
育
に
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
習
の
目
的
の
一
つ
は
、
良
き
市
民
と
し
て
社
会
に
参
画
し
、

行
動
す
る
高
校
生
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
（
憎

悪
表
現
）
は
、
誤
っ
た
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
も
し
誤
っ
た
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歴
史
的
事
実
を
信
じ
て
い
る
高
校
生
が
い
る
な
ら
、
そ
の
生
徒
に
歴
史
を
批
判
的
に

捉
え
て
分
析
す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
高
校
歴
史
教
員
の
職
責
で
あ
る
。
日
々

の
歴
史
学
習
が
、
高
校
生
の
現
在
の
行
動
に
結
び
付
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
常
に

考
え
な
が
ら
、教
員
は
日
々
の
実
践
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、

日
本
の
高
校
歴
史
教
員
が
ボ
イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
言

え
る
。

高
校
生
が
論
争
的
な
歴
史
学
習
を
深
く
探
究
し
、
か
つ
、
高
校
歴
史
教
員
が
ボ

イ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
合
意
を
遵
守
す
る
教
室
内
で
は
、
対
話
を
通
じ
た
歴
史
学
習
が
活

発
に
実
践
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
歴
史
修
正
主
義

を
批
判
的
に
分
析
し
、
過
度
な
相
対
主
義
を
克
服
す
る
歴
史
学
習
が
必
ず
や
展
開
さ

れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
先
達
の
実
践
を
参
考
に
し
て
、
問
い
と
資
料
を
活
用
し
た
対

話
的
な
歴
史
学
習（

（1
（

を
実
践
し
て
き
た
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
西
山
報
告
、
小

野
寺
報
告
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
高
校
歴
史
学
習
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る

べ
き
か
、非
常
に
貴
重
な
報
告
お
よ
び
具
体
的
事
例
を
数
多
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
か
ら
の
歴
史
教
育

―
「
歴
史
総
合
」「
日
本
史
探
究
」「
世
界
史
探
究
」

―

に
ぜ
ひ
生
か
し
て
ゆ
き
た
い
。

 　
注

  （
１
） 

小
川
幸
司
「
苦
役
へ
の
道
は
世
界
史
教
師
の
善
意
で
し
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
」『
歴

史
学
研
究
』
第
八
五
九
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
一
頁
。

  （
２
） 

小
川
幸
司
『
世
界
史
と
の
対
話　

７
０
時
間
の
歴
史
批
評
』（
上
中
下
）
地
歴
社
、

二
〇
一
一–

二
〇
一
二
年
。

  （
３
） 

勝
山
元
照
「
新
し
い
世
界
史
教
育
と
し
て
「
歴
史
総
合
」
を
創
る
―
―
「
自
分
の

頭
で
考
え
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
」
歴
史
学
習
へ
の
転
換
」
小
川
幸
司
責
任

編
集『
世
界
史
と
は
何
か
』（
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
１
）岩
波
書
店
、二
◯
二
一
年
、

三
◯
七–

三
二
四
頁
。

  （
４
） 

米
山
宏
史
「『
世
界
史
史
料
』
を
読
み
解
く
高
校
世
界
史
学
習
の
試
み
」『
歴
史

学
研
究
』
第
九
三
六
号
、
二
〇
一
五
年
。「
高
大
連
携
歴
史
教
育
研
究
会
教
材
共

有
サ
イ
ト
」（
会
員
限
定
）
の
会
員
の
実
践https://kodai-kyozai.org/ 

（
閲
覧
日

二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
）。

  （
５
） 

川
島
啓
一
「
報
告
：
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
ど
う
取
り
入
れ
る
か
？

―
高
校
歴

史
教
育
の
現
場
か
ら

―
」『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
八
年
、

六
九–

八
五
頁
。
こ
こ
で
私
は
歴
史
総
合
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
習
案
を
提

示
し
た
。
川
島
啓
一
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
５
「
ジ
ェ
ン
タ
ー
平
等
」
の
視
点
を
組
み

込
ん
だ
世
界
史
授
業
」『
社
会
科
教
育 

２
０
２
０
年
１
１
月
号
』
明
治
図
書
出
版
、

二
〇
二
〇
、九
◯–

九
三
頁
。
井
野
瀬
久
美
惠
・
川
島
啓
一
「〈
対
談
〉「
世
界
史
」

を
ど
う
教
え
る
／
学
ぶ
か

―
歴
史
教
育
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
の
視
点
を
中
心
に
」 

成
田
龍
一
・
長
谷
川
貴
彦
編
『〈
世
界
史
〉
を
い
か
に
語
る
か

―
グ
ロ
ー
バ
ル

時
代
の
歴
史
像
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
一
五
◯–

一
六
八
頁
。

  （
６
） 

「
歴
史
総
合
」『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 （
平
成 

３
０ 

年
告
示
）
解
説　

地
理
歴

史
編
』
一
三
七
頁
。

  （
７
） 

ペ
ー
タ
ー
・
ガ
イ
ス
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ル
・
カ
ン
ト
レ
ッ
ク 

監
修
、
福
井
憲
彦
・
近

藤
孝
弘
監
訳
、
山
田
美
明
ほ
か
訳
『
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
共
通
歴
史
教
科
書
【
現

代
史
】
１
９
４
５
年
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
』 

明
石
書
店
、
二
◯
◯
八
年
。

  （
８
） 
「
大
学
入
試
改
革
授
業
案　

史
料
の
性
質
を
理
解
す
る
」『
日
本
教
育
新
聞
』
二

◯
一
八
年
五
月
二
一
日
（
一
五
面
記
事
）https://w

w
w

.kyoiku-press.com
/post-

192805/
（
閲
覧
日
二
〇
二
二
年
二
月
九
日
）。

  （
９
） 

「
歴
史
総
合
」『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 

（
平
成 

三
◯ 

年
告
示
）
解
説 

地
理
歴

史
編
』
二
二
頁
。
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  （
10
） 

同
上
、
一
五
二
頁
。

  （
11
） 
近
藤
孝
弘
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
若
者
の
政
治
教
育

─
民
主
主
義
社
会
の
教
育

的
基
盤

─
」『
学
術
の
動
向
』
一
四 

巻 

一
◯ 

号
、
二
〇
〇
九 

年 

、
一
二
頁
。

https://doi.org/10.5363/tits.14.10_10

（
閲
覧
日
二
〇
二
二
年
二
月
九
日
）。

  （
12
） 

川
島
啓
一
「
コ
ラ
ム　

対
話
で
学
ぶ
世
界
史
の
実
践
」
小
川
幸
司
責
任
編
集
『
世

界
史
と
は
何
か
』（
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
１
）
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
、
二

◯
三–

二
◯
四
頁
。
川
島
啓
一
「
ど
ん
な
「
問
い
」
を
生
徒
は
学
習
す
べ
き
か
？

─「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
」世
界
史
授
業
の
実
践
か
ら

─
」前
川
修
一
・

梨
子
田
喬
・
皆
川
雅
樹
編
『
歴
史
教
育
「
再
」
入
門

―
歴
史
総
合
・
日
本
史
探
究
・

世
界
史
探
究
へ
の
〝
挑
戦
〟』
清
水
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
一
一
〇–

一
一
七
頁
。

川
島
啓
一
「
協
同
学
習
で
歴
史
論
争
を
探
究
」『
日
本
教
育
新
聞
』、
二
〇
二
一
年

二
月
一
日
（【
特
集
】「
共
通
テ
ス
ト　

出
題
傾
向
と
指
導
法
は
」
一
〇
面
記
事
）。

（
か
わ
し
ま　

け
い
い
ち
・ 

同
志
社
中
学
校
、
高
等
学
校
教
諭
）
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１

　

二
〇
二
一
年
は
、
ド
イ
ツ
統
一
一
五
〇
周
年
に
あ
た
っ
た
。
統
一
に
は
複
数
の
構

想
が
存
在
し
た
が
、
普
墺
戦
争
後
、
小
ド
イ
ツ
主
義
の
方
向
で
の
統
一
が
決
定
的
と

な
り
、
一
八
七
一
年
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
統
一
か
ら
排
除

さ
れ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
い
か
に
し
て
多
民
族
国
家
を
維
持
す
る
か
、
模
索

し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
大
津
留
氏
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
模
索
を
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
の
「
実
験
」
と
よ
ん
だ
。（『
増
補
改
訂　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
実
験
―
―
多
文
化
共

存
を
目
指
し
て
』春
風
社
、二
〇
〇
七
年
。）ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
に
せ
よ
、教
育
に
せ
よ
、

軍
隊
に
せ
よ
、
帝
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
を
重
ね
な
が
ら
一
九
一
八
年
ま
で
生
き
延

び
る
。
い
っ
た
い
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
帝
国
崩
壊
後
、
諸
国

民
の
国
家
に
わ
か
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
の
近
現
代
史
を
研
究
す
る
者
は
、
程
度
の

差
は
あ
れ
こ
の
問
い
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
。

大
津
留
氏
の
本
書
『
さ
ま
よ
え
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
』（
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用

そ
の
他
は
頁
数
の
み
記
す
）
も
ま
た
、
こ
の
問
い
か
ら
始
ま
る
。
帝
国
の
歴
史
的
評

価
に
関
し
て
、「
は
じ
め
に
」
で
引
用
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
カ
ー
ロ
イ
政
権

の
閣
僚
ヤ
ー
シ
・
オ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
帝
国
の
崩
壊
と
民
族
自
決
国
家
の
成
立
は

歴
史
の
必
然
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
が
（
vi
頁
）、
現
代
の
研
究
者
Ｍ
・
ヴ
ォ
ル
フ

や
Ｒ
・
イ
ン
ネ
ル
フ
ォ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重

君
主
国
は
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
先
駆
け
で
あ
り
、
イ
ン
ネ
ル
フ
ォ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
「
最
も
進
ん
だ
国
家
の
形
態
」（
viii
頁
）
で
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
、
事
実

に
照
ら
せ
ば
ど
ち
ら
の
評
価
も
一
面
的
だ
。
ヤ
ー
シ
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
帝
国
と

民
族
は
必
ず
し
も
敵
対
せ
ず
、
民
族
は
帝
国
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
自
治
や
連
邦
制
を
模
索
し
た
。
完
全
な
る
帝
国
解
体
が
日
程
に

上
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
も
末
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
た
、
帝

国
に
諸
民
族
共
生
の
実
現
を
み
る
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
神
話
」
も
、い
か
が
な
も
の
か
、

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
、
理
想
の
帝
国
が
な
ぜ
解
体
さ
れ
、
そ
の
解
体
が
第
二
次
世

界
大
戦
後
、
な
ぜ
、
さ
ら
に
苛
酷
に
押
し
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

に
答
え
ら
れ
な
い
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
結
局
、
答
え
は
問
わ
れ
る
対
象
ご

と
に
多
様
で
し
か
あ
り
え
ず
、
本
書
は
、
副
題
に
も
あ
る
と
お
り
「
捕
虜
た
ち
」
の

目
線
か
ら
答
え
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
。
と
は
い
え
、
本
書
か
ら
著
者
の
答
え
を

引
き
出
す
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
本
書
は
、
原
史
料
か
ら
の
引

用
が
か
な
り
の
頁
に
わ
た
る
の
に
比
べ
、
著
者
の
肉
声
部
分
が
少
な
い
か
ら
だ
。
著

者
が
長
年
か
け
て
集
め
ら
れ
た
豊
富
な
史
料
を
惜
し
み
な
く
与
え
つ
つ
、
読
者
自
身

に
答
え
を
考
え
さ
せ
る
の
が
本
書
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
な
ら
ば
書
評
者
も
ま
た
通

常
の
書
評
の
ス
タ
イ
ル
を
や
め
、
本
書
の
「
学
習
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
書
評
者
な

り
の
答
え
を
述
べ
た
い
。
書
評
者
が
立
て
た
問
い
は
、
第
一
に
、
軍
隊
に
と
っ
て
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
敵
国
の
捕
虜
と
な
っ

た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
民
に
お
い
て
帝
国
崩
壊
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
か
と
い
う
こ

と
の
二
点
で
あ
る
。

　
▼
書
評
　

大
津
留
厚
著
『
さ
ま
よ
え
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
　
　

　
―
捕
虜
た
ち
が
見
た
帝
国
の
崩
壊

―
』 

（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
四
月
、
一
四
七
頁
、
二
五
〇
〇
円
＋
税
）　

　
　
　
　
野
村
真
理
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ま
ず
、
第
一
点
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
東
部
戦
線
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
軍
の
み
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
帝
国
軍
も
ま
た
多
民
族
軍
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
両
帝
国
が
戦
火
を
ま
み
え
た
ガ
リ
ツ
ィ
ア
戦
線
で
戦
っ
て
い
た
の
は
、
ロ
シ
ア

人
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
は
実
体
と
し
て
は

存
在
せ
ず
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
を
構
成
し
た
の
は
ド
イ
ツ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
チ
ェ
コ
人
等
々
、
帝
国
の
諸
民
族
か
ら
徴
兵
さ
れ
た
兵
士
た
ち
で

あ
り
、
ロ
シ
ア
軍
も
ま
た
、
ロ
シ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
、
チ
ェ

コ
人
等
々
で
構
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
い
う
ま
と
ま
り

か
ら
見
れ
ば
、
ガ
リ
ツ
ィ
ア
戦
線
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
い
わ
ば
民
族
内
内
戦

を
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
等
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。（
バ
ル

カ
ン
戦
線
の
民
族
状
況
に
つ
い
て
は
、
柴
宜
弘
「
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

―
セ
ル
ビ
ア
義
勇
軍
の
理
念
と
実
態
」（
大
津
留
厚
編
『「
民
族
自
決
」
と
い
う
幻

影
』、
昭
和
堂
、
二
〇
二
〇
年
、
所
収
）
を
参
照
。）

こ
の
よ
う
な
多
民
族
性
は
、
軍
の
団
結
力
に
対
し
て
強
く
遠
心
的
な
作
用
を
及

ぼ
さ
ず
に
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
軍
に
お
け
る
「
部
隊
の
行
動
」
が
、
し
ば
し
ば

前
線
を
ま
た
い
で
存
在
す
る
「
民
族
の
行
動
」
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

本
書
に
は
言
及
が
な
い
が
、
一
例
と
し
て
一
九
一
五
年
四
月
三
日
の
ガ
リ
ツ
ィ
ア
戦

線
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
第
二
八
連
隊
の
二
個
大
隊
が
ロ
シ
ア
軍
の
捕
虜
に
な

っ
た
事
件
を
取
り
上
げ
た
い
。多
民
族
で
構
成
さ
れ
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
で
は
、

軍
の
指
揮
・
命
令
語
や
専
門
用
語
は
ド
イ
ツ
語
で
統
一
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外

は
連
隊
や
部
隊
を
構
成
す
る
兵
士
の
多
数
が
使
用
す
る
母
語
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
と

さ
れ
た
。
つ
ま
り
連
隊
や
部
隊
は
母
語
を
同
じ
く
す
る
兵
士
が
集
ま
る
よ
う
に
組
織

さ
れ
て
お
り
、
第
二
八
連
隊
に
い
た
の
は
チ
ェ
コ
人
兵
士
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
上

記
の
二
個
大
隊
の
投
降
は
、
軍
当
局
や
ド
イ
ツ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
か
ら
、
ロ
シ

ア
側
の
チ
ェ
コ
人
部
隊
と
内
通
し
た
チ
ェ
コ
人
兵
士
よ
る
計
画
的
、
組
織
的
集
団
投

降
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
帝
国
に
対
す
る
チ
ェ
コ
人
の
裏
切
り
と
い
う
「
民
族
的
」

非
難
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
で
チ
ェ
コ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
ま
た
こ

の
事
件
を
利
用
し
、投
降
は
帝
国
に
対
す
る
「
チ
ェ
コ
人
の
抵
抗
」
と
見
な
さ
れ
た
。

真
相
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
第
二
八
連
隊
は
ロ
シ
ア
軍
と
終
日
苦
し
い
戦
闘
を

継
続
し
た
後
、
万
策
尽
き
て
降
伏
し
た
の
だ
が
、
東
部
戦
線
に
お
け
る
複
雑
な
多
民

族
性
ゆ
え
に
部
隊
の
投
降
に
民
族
問
題
が
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。

銃
後
に
目
を
転
じ
れ
ば
、本
書
第
四
章
の
「
帰
還
兵
の
反
乱
」
が
示
唆
的
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
の
ブ
レ
ス
ト
＝
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
と
の
講
和

が
成
立
し
た
後
、
ロ
シ
ア
で
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
兵
士
は
帝

国
へ
の
帰
還
を
許
さ
れ
た
が
、
軍
は
、
再
び
彼
ら
を
前
線
で
戦
う
兵
士
に
復
帰
さ
せ

る
た
め
、ひ
と
ま
ず
銃
後
の
後
備
部
隊
に
配
属
し
て
再
教
育
し
た
。「
帰
還
兵
の
反
乱
」

と
は
、
い
ざ
前
線
へ
の
出
動
が
近
い
と
知
っ
た
帰
還
兵
が
そ
れ
を
拒
否
し
、
各
地
で

反
乱
を
起
こ
し
た
事
件
を
い
う
。
戦
争
末
期
の
一
九
一
八
年
明
け
に
は
、
極
度
の
食

糧
不
足
も
あ
っ
て
厭
戦
気
分
が
蔓
延
し
、
帝
国
各
地
で
工
場
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ

や
駐
屯
地
で
の
兵
士
の
反
乱
が
発
生
し
て
お
り
、
帰
還
兵
の
反
乱
も
こ
う
し
た
反
乱

の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
機
は
民
族
的
な
も
の
で
は
で
は
な
い
。
一
九
一
八
年
五

月
一
二
日
の
夜
に
発
生
し
た
ユ
ー
デ
ン
ブ
ル
ク
で
の
反
乱
で
は
、
主
体
は
ス
ロ
ヴ
ェ

ニ
ア
人
兵
士
で
、
彼
ら
は
「
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
万
歳
」
と
叫
び
（
八
九
頁
）、
あ
る
い

は
五
月
二
三
日
の
ラ
ー
ト
カ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
の
反
乱
で
は
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
、
ク

ロ
ア
チ
ア
人
兵
士
と
い
う
、
後
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
し
て
ま
と
ま
る
地
域
の
南

ス
ラ
ヴ
人
兵
士
が
主
体
だ
っ
た
が
（
九
三
頁
）、
彼
ら
の
反
乱
を
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人

や
南
ス
ラ
ヴ
人
の
帝
国
に
対
す
る
反
乱
と
見
な
す
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
で
は
、
第
二
八
連
隊
の
場
合
と
同
様
、
部
隊
が
民
族
的
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ま
と
ま
り
を
持
つ
た
め
に
、
反
乱
が
民
族
的
な
様
相
を
帯
び
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

３

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
で
は
、
兵
士
が
捕
虜
と
な
る
比
率
が
ド
イ
ツ
軍
よ
り
高

く
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
チ
ェ
コ
人
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

人
等
の
戦
線
離
脱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
帝
国
軍
は
最
後
ま
で
民
族
的
に

分
裂
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
来
、
軍
隊
は
強
烈
な
求
心
力
に
支
え
ら
れ
る
組
織

で
あ
り
、
前
線
で
の
規
律
は
最
後
ま
で
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
た
し
、
上
述
の
銃
後
の
兵
士

の
反
乱
も
速
や
か
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
で
は
、
捕
虜
に
お
い
て
帝
国
崩
壊
は
ど
の
よ
う

に
現
れ
た
の
か
。
本
書
の
重
点
は
こ
ち
ら
の
第
二
点
目
に
あ
り
、
本
書
を
読
め
ば
、

軍
の
求
心
力
が
弛
緩
し
た
捕
虜
の
あ
い
だ
で
は
、敵
国
の
民
族
分
断
政
策
等
に
よ
り
、

軍
の
民
族
的
崩
壊
が
終
戦
に
先
行
し
て
進
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
さ
ま
よ
え
る
」

と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
捕
虜
を
め
ぐ
る
事
態
は
錯
綜
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
三
つ
の

事
柄
を
取
り
上
げ
た
い
。

第
一
は
、
本
書
第
二
章
の
日
本
で
発
生
し
た
イ
タ
リ
ア
人
捕
虜
暴
行
事
件
と
そ

の
結
末
で
あ
る
（
二
六

−

三
三
頁
）。
一
九
一
四
年
一
一
月
七
日
の
青
島
戦
終
結
後
、

相
当
数
の
ド
イ
ツ
軍
な
ら
び
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
兵
士
が
捕
虜
と
な
り
、
日
本

各
地
の
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
が
、
一
九
一
五
年
に
イ
タ
リ
ア
が
協
商
国
側
で
参
戦

す
る
と
、
姫
路
の
景
福
寺
の
収
容
所
で
は
、
こ
れ
を
イ
タ
リ
ア
の
裏
切
り
と
見
な
し

た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
の
ド
イ
ツ
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
兵
士
に
よ
り
同
軍
の
イ
タ

リ
ア
人
兵
士
が
暴
行
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
す
る
。
日
本
の
当
局
は
、
こ
れ
ら

イ
タ
リ
ア
人
兵
士
を
隔
離
し
て
保
護
し
た
が
、
そ
こ
に
日
本
の
イ
タ
リ
ア
大
使
館
が

介
入
し
、
彼
ら
は
イ
タ
リ
ア
国
籍
を
得
て
連
合
国
側
の
国
民
と
な
り
、
捕
虜
収
容
所

か
ら
解
放
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
事
件
は
、
イ
タ
リ
ア
に
よ
り
多
民
族
軍
の
一
角
が
切

り
崩
さ
れ
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
ら
イ
タ
リ
ア

人
兵
士
の
出
身
地
は
ダ
ル
マ
チ
ア
、
イ
ス
ト
リ
ア
、
ト
リ
エ
ス
テ
と
い
う
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
、
イ
タ
リ
ア
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
あ
い
だ
で
領
有
争
い
が
起
こ
っ

た
地
域
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
国
籍
の
付
与
は
、
帝
国
崩
壊
後
の
領
土

争
い
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
あ
っ
た
。

第
二
は
、
本
書
第
五
章
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
軍
団
の
創
設
で
あ
る
。
軍
団

に
つ
い
て
は
、
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
林
忠
行
氏
の
『
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ

ァ
キ
ア
軍
団
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）
に
詳
し
い
。
ロ
シ
ア
で
は
、
捕
虜
に

な
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
兵
士
は
民
族
別
に
収
容
さ
れ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦

中
、
国
家
的
独
立
を
め
ざ
す
チ
ェ
コ
人
の
運
動
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
国
外
に

い
る
チ
ェ
コ
人
が
主
た
る
担
い
手
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
で
は
、
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
人
移
民
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国
家
の
独
立
を
め
ざ
す
義

勇
軍
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
の
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
人
捕
虜
が
加
わ
っ
て
成
立
し
た
の
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
軍
団
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
ロ
シ
ア
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
の
捕
虜
た
ち
は
、
民
族
別
に
収
容
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
か
ら
未
来
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
国

家
の
軍
隊
ま
で
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
は
、
捕
虜
の
帰
国
に
現
れ
た
帝
国
解
体
の
諸
相
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
本
に
い

た
捕
虜
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
崩
壊
後
に
民
族
自
決
国
家
が
独
立

し
た
こ
と
に
よ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
チ
ェ
コ
人
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
等
の
よ
う
に

連
合
国
国
民
扱
い
に
な
っ
た
捕
虜
と
、
敗
戦
し
た
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー

君
主
国
の
継
承
国
家
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
民
と
な
る
ド
イ
ツ
人
や
ハ

ン
ガ
リ
ー
人
捕
虜
で
運
命
が
わ
か
れ
た
。
帰
還
は
前
者
が
先
行
し
て
進
め
ら
れ
、
後

者
の
帰
還
は
、
連
合
国
と
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
あ
い
だ
で
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
日
本
か
ら
の
帰
還
は
ほ
ぼ
順
調
に
進
め
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ら
れ
た
が
、
悲
惨
だ
っ
た
の
は
ロ
シ
ア
に
い
た
捕
虜
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
九
一
七

年
の
ア
メ
リ
カ
、
中
国
の
参
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
後
の
内
戦
、
さ
ら
に
は
連
合

国
に
よ
る
革
命
干
渉
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ロ
シ
ア
に
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
捕
虜
に
つ
い
て
、
本
書
第
三
章
お
よ
び

第
五
章
第
二
節
以
下
に
記
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
の
捕
虜
た
ち
と
ア
メ
リ
カ
、
中
国
と
の

か
か
わ
り
は
、
書
評
者
の
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
勉
強
に
な
っ
た
が
、
紙
幅
の
制

限
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
先
述
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
軍
団
と
捕
虜
た
ち
と
の
か
か

わ
り
に
着
目
し
た
い
。
軍
団
は
、
ブ
レ
ス
ト
＝
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
締
結
に
よ
っ
て
東

部
戦
線
が
消
滅
し
た
た
め
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
行
き
、
そ
こ

か
ら
海
路
、
ア
メ
リ
カ
経
由
で
西
部
戦
線
に
向
か
う
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
革

命
後
の
混
乱
で
移
動
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
一
九
一
八
年
五
月
一
四
日
に
シ
ベ
リ

ア
鉄
道
の
チ
ェ
リ
ャ
ビ
ン
ス
ク
駅
で
起
こ
っ
た
偶
発
的
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
軍
団

は
、
連
合
国
に
よ
る
反
革
命
干
渉
戦
争
の
前
衛
と
し
て
赤
軍
と
戦
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
一
時
期
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
主
要
部
を
支
配
下
に
お
い
た
が
、
こ
の
鉄
道
停

止
の
た
め
に
動
け
な
く
な
っ
た
の
が
、
ブ
レ
ス
ト
＝
リ
ト
フ
ス
ク
条
約
締
結
後
、
帰

国
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
軍
の
捕
虜
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
の
う

ち
、
特
に
ド
イ
ツ
人
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
捕
虜
た
ち
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
ロ
シ
ア

は
捕
虜
を
民
族
に
わ
け
、
ス
ラ
ヴ
系
の
捕
虜
を
優
遇
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
の

収
容
所
に
と
ど
め
る
一
方
、
ド
イ
ツ
人
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
シ
ベ
リ
ア
奥
地
に
送
っ

た
た
め
、
条
約
締
結
後
に
始
ま
っ
た
帰
国
で
、
ス
ラ
ヴ
系
に
比
べ
、
彼
ら
の
帰
国
は

遅
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
団
と
赤
軍
の
戦
い
が
始
ま
っ
た
と
き
、
林
氏
に
よ
れ

ば
、
赤
軍
の
側
に
は
無
視
で
き
な
い
人
数
の
武
装
し
た
ド
イ
ツ
人
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

捕
虜
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
林
前
掲
書
、
一
六
九
頁
）。
彼
ら
が
赤
軍
に
加
わ

っ
た
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
革
命
の
理
念
に
共
感
し
た
者
も
い
れ
ば
、
劣
悪
な
捕
虜

収
容
所
に
耐
え
兼
ね
、
収
容
所
を
出
る
た
め
に
は
武
器
を
取
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ

た
者
も
い
た
が
、
さ
ら
に
林
氏
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
「
裏
切
者
」
で
あ
る
軍

団
の
チ
ェ
コ
人
や
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
兵
士
に
憤
り
を
感
じ
、
武
器
を
と
っ
た
捕
虜
も

少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
軍

団
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
軍
の
ド
イ
ツ
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
捕
虜
と
の
戦
争
は
、
帝

国
の
外
で
戦
わ
れ
た
帝
国
の
民
族
間
の
「
内
戦
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
軍
団
兵
士
を
含
め
、
ロ
シ
ア
に
い
た
捕
虜
た
ち
に
帰
国
へ
の
道
が
開
か
れ

た
の
は
、
実
に
一
九
二
二
年
の
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
日
本
軍
撤
退
後
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

４

　

最
後
に
、
著
者
は
本
書
を
総
括
す
る
か
た
ち
で
捕
虜
た
ち
が
帝
国
に
抱
い
た
疎
外

感
に
触
れ
、
そ
の
疎
外
感
に
「
長
い
歴
史
を
掛
け
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
て
い
く
要
因
が
あ
っ
た
」（
一
四
一

頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
者
の
肉
声
は
、
も
う
少
し
丁
寧
に
説
明
し
て
ほ

し
い
と
こ
ろ
だ
。
捕
虜
が
祖
国
に
抱
く
疎
外
感
は
、
彼
ら
に
限
ら
ず
、
異
郷
で
国
際

情
勢
に
振
り
回
さ
れ
る
無
保
護
の
捕
虜
に
は
共
通
の
心
情
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
と

も
、
先
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
は
実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
と
書
い
た
が
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
帝
国
に
お
い
て
、
諸
民
族
を
超
越
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
は
つ
い
に
育
ま
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
帝
国
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
実
験
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
と
っ
て
の
「
わ
が
祖
国
」
と
は
な
り
え

ず
に
崩
れ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
二
〇
二
一
年
一
〇
月
例
会
に
む
け
て
本
書
の
書
評
報
告

を
準
備
中
、
満
田
康
弘
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
「
カ
ウ
ラ
は
忘
れ
な

い
」
が
封
切
ら
れ
た
。
カ
ウ
ラ
事
件
と
は
、
一
九
四
四
年
八
月
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
カ
ウ
ラ
日
本
兵
捕
虜
収
容
所
で
起
こ
っ
た
五
〇
〇
名
以
上
も
の
捕
虜
た
ち
の
集
団
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脱
走
事
件
で
あ
る
。「
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
」
と
い
う
戒
め
が
徹
底
さ
れ

た
日
本
軍
に
お
い
て
、
脱
走
は
、
自
分
た
ち
に
帰
る
祖
国
は
な
い
と
観
念
し
た
捕
虜

た
ち
の
集
団
自
決
の
変
形
と
し
て
決
行
さ
れ
た
。
本
書
第
二
章
は
、
捕
虜
と
し
て
日

本
で
終
戦
を
む
か
え
た
カ
イ
ゼ
リ
ン
・
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
号
の
元
乗
組
員
た
ち
の
帰
国

に
触
れ
、
彼
ら
の
新
国
家
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
受
け
入
れ
は
無
関
心
で
冷
淡
な
も
の

だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
（
四
四
頁
）。
こ
う
し
た
無
関
心
さ
は
、
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
ゆ
え
に
と
い
う
よ
り
、
敗
戦
国
の
兵
士
の
復
員
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
祖
国
の
姿
は
変
わ
っ
て
い
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
帰
国
は
当
然
の
事

柄
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
捕
虜
を
許
さ
ず
、
死
ぬ
ま
で
戦
場
で
戦
う
こ
と
を
求
め

た
祖
国
と
は
何
な
の
か
。
期
せ
ず
し
て
本
書
は
、
カ
ウ
ラ
の
悲
劇
を
再
考
す
る
機
会

を
与
え
て
く
れ
た
。

  （
の
む
ら　

ま
り 

・
金
沢
大
学
名
誉
教
授
）
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１

　   

教
員
養
成
系
の
大
学
に
勤
め
て
い
る
せ
い
か
、
中
学
社
会
や
高
校
の
歴
史
教
科
書

に
何
が
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
は
敏
感
で
あ
る
。
自
身
の
研
究
室
に
は

中
学
社
会
や
高
校
の
歴
史
教
科
書
を
ほ
ぼ
全
社
揃
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ

の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
（
中
高
一
貫
校
）
の
代
表
的
な
教
科
書
ま
で
取
り
寄
せ
、
授
業
に

活
用
し
て
い
る
ぐ
ら
い
だ
。

と
り
わ
け
高
校
の
世
界
史
教
科
書
の
内
容
は
、
こ
の
三
〇
年
で
大
き
く
変
わ
っ

た
。「
オ
ス
マ
ン
＝
ト
ル
コ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
国
は
、
そ
の
多
民
族
性
を
考
慮

さ
れ
て
現
在
で
は
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
」
と
な
っ
て
い
る
し
、「
地
理
上
の
発
見
の
時
代
」

は
、
あ
ま
り
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
見
方
と
し
て
、
現
在
で
は
「
大
航
海

時
代
」「
大
交
易
時
代
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
大
半
だ
。
同
僚
の
先
生
に
、我
々

が
高
校
生
の
時
に
習
っ
た
「
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
大
移
動
」
と
い
う
表
記
は
、
最
新
版

の
教
科
書
で
は
消
え
て
い
る
の
で
す
よ
と
言
う
と
、
驚
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
（
最
新
版
で
は
「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
大
移
動
」）。
も
っ
と
も
東
ド
イ
ツ
の
最
高
指

導
者
の
一
人
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
が
、
最
近
の
教
科
書
で
は
「
ホ
ネ
カ
」「
ホ
ネ
カ
ー
」

な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
い
ま
だ
に
馴
染
め
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
が
。

　

さ
て
本
書
は
、
そ
う
し
た
高
校
の
世
界
史
や
日
本
史
の
知
識
を
ベ
ー
ス
に
、
西
洋

史
・
東
洋
史
と
日
本
史
を
結
び
つ
け
、
各
国
史
で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
関
係
性
を
重
視
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
か
ら
、
二
〇
世
紀
の
歴

史
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
著
者
の
前
著
『
教
養
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
』（
二
〇
一
八
年
、ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）の
続
編
に
あ
た
る
。
本
書
の「
お
わ
り
に
」

で
は
、
ほ
ぼ
一
九
世
紀
で
終
わ
っ
て
い
る
前
著
の
発
刊
後
、「
二
〇
世
紀
以
降
も
書

い
て
ほ
し
い
」「
続
編
を
」
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
評
者
も
研

究
会
で
著
者
と
同
席
し
た
際
に
、
そ
う
し
た
発
言
を
し
た
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も

な
い
。

              

２

さ
て
、
そ
れ
で
は
本
書
の
構
成
を
ま
ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。

         

は
じ
め
に

         

プ
ロ
ロ
ー
グ　

二
〇
世
紀
前
夜
の
世
界

         

第
一
章　

人
種
主
義
と
民
族
主
義
の
拡
大
―
一
九
〇
〇
年
代

         

第
二
章　

革
命
と
戦
争
の
世
界
―
一
九
一
〇
年
代

         

第
三
章　

平
和
と
協
調
の
模
索
―
一
九
二
〇
年
代

         

第
四
章　

奈
落
へ
と
お
ち
る
世
界
―
一
九
三
〇
年
代

         

第
五
章　

世
界
の
破
滅
、
終
わ
ら
な
い
戦
争
―
一
九
四
〇
年
代

         
第
六
章　

核
の
恐
怖
か
ら
平
和
共
存
へ
―
一
九
五
〇
年
代

         
第
七
章　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
の
抵
抗
―
一
九
六
〇
年
代

         

第
八
章　

現
代
世
界
の
転
換
期
―
一
九
七
〇
年
代

         

第
九
章　

民
主
化
の
ド
ミ
ノ
―
一
九
八
〇
年
代

         

第
十
章　

地
域
の
分
裂
と
統
合
―
一
九
九
〇
年
代

　
▼
書
評

北
村
厚
著
『
20
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
―
大
人
の
た
め
の
現
代
史
入
門

―
』 

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
九
月
、
三
七
三
頁
、
二
八
〇
〇
円
＋
税
）　

　
　
　
西
田
　
慎
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エ
ピ
ロ
ー
グ　

二
一
世
紀
の
世
界

        
お
わ
り
に

以
下
で
は
各
章
ご
と
に
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
が
、
網
羅
的
な
紹
介
で
は
な
く
、

ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
紹
介
・
コ
メ
ン
ト
し
て
い
き
た
い
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
現
在
の
高
校
世
界
史
の
教
科
書
、
と
り
わ
け
そ
の
二
〇
世

紀
以
降
の
記
述
が
、
各
国
史
の
寄
せ
集
め
に
近
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
本
来
の
意

味
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
な
っ
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
、
本
書
は
そ

れ
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
二
〇
世
紀
の
歴
史
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て

再
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
宣
言
さ
れ
る
。
な
お
本
書
は
す
べ
て
現
行
の
高
校
歴

史
教
科
書
の
内
容
に
準
拠
し
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
る
内
容
は
基
本
的
に
扱
わ
な
い

旨
も
記
さ
れ
る
。

続
く
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
欧
米
列
強
が
植
民
地
支
配
を
拡

大
し
て
い
っ
た
こ
と
、そ
の
背
景
に
は
植
民
地
支
配
を
肯
定
す
る
「
文
明
化
の
使
命
」

と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
と
、
白
人
に
よ
る
有
色
人
種
に
対
す
る
き
わ
め
て
強
固
な
差
別
意

識
、
人
種
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
欧
米
列
強
に
よ
る
主
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
分
割
と
植

民
地
化
の
動
き
と
共
に
、
そ
れ
に
反
発
す
る
民
族
主
義
の
運
動
が
拡
大
し
て
い
く

一
九
〇
〇
年
代
が
描
か
れ
る
。
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
世
界
分
割

の
動
き
を
、従
来
の
よ
う
に
「
パ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
主
義
」
や
「
３
Ｂ
政
策
」「
３
Ｃ
政
策
」

で
説
明
す
る
手
法
は
採
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
賢
明
で
あ
る
。『
角
川
世
界
史
辞
典
』

の
「
３
Ｃ
政
策
」
の
項
目
を
見
る
と
、「
日
本
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
概
説
書
や
教
科

書
で
戦
前
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
用
語
」
だ
が
、「
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
で

こ
れ
ら
の
用
語
が
使
わ
れ
た
証
拠
は
確
認
で
き
ず
、
今
日
の
欧
米
の
歴
史
学
界
に
お

い
て
も
未
知
の
概
念
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る（

1
（

。
た
だ
し
多
く
の
教
科
書
で
、
こ
れ

ら
の
言
葉
が
い
ま
だ
に
載
っ
て
い
る
以
上
、な
ぜ
「
パ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
主
義
」
や
「
３

Ｂ
政
策
」「
３
Ｃ
政
策
」
の
用
語
が
適
切
で
は
な
い
か
と
い
う
説
明
が
あ
れ
ば
、
よ

り
親
切
で
あ
る
と
思
う
。

　

第
二
章
で
は
、
一
九
一
〇
年
代
、
と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
と
そ
の
結
果
、
及

び
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
影
響
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
第
一
次
世
界
大
戦
に

関
し
て
、
そ
れ
ま
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
た
し
か
に
ド
イ
ツ
統
一
戦
争
以
来
四
〇
年

以
上
戦
争
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
は
け
っ
し
て
戦
争
を
し

て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
四
五
頁
）。
南
ア
フ
リ
カ
、
中
国
、

ア
フ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
領
、
リ
ビ
ア
な
ど
で
、
戦
争
は
た
え
ま
な
く
展
開
さ
れ
、
し
か

も
そ
れ
は
白
人
の
わ
ず
か
な
犠
牲
に
対
し
て
非
白
人
を
近
代
兵
器
に
よ
っ
て
殺
戮
し

て
い
く
非
対
称
戦
争
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
争
の
あ
り
方
は
、
一
つ

の
戦
い
ご
と
に
何
万
と
い
う
兵
士
が
近
代
兵
器
に
よ
っ
て
容
赦
な
く
殺
戮
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
。

　

第
三
章
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
が
描
か
れ
る
。
そ
の
一
九
二
〇
年
代

は
、矛
盾
し
た
二
つ
の
方
向
性
を
抱
え
て
い
た
。
一
つ
は
、「
戦
争
は
も
う
ご
め
ん
だ
」

と
、
平
和
と
国
際
協
調
の
構
築
を
目
指
す
方
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
ク
ー
デ
ン
ホ
フ

の
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
や
、
独
仏
の
歴
史
的
和
解
と
も
い
う
べ
き
ロ
カ
ル
ノ
条

約
、戦
争
の
放
棄
を
誓
っ
た
不
戦
条
約
の
締
結
と
い
う
形
で
現
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、

人
種
主
義
の
台
頭
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
非
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｐ
を
排
撃
す
る
秘
密
結
社
Ｋ

Ｋ
Ｋ
が
息
を
吹
き
返
し
、
一
九
二
四
年
の
移
民
法
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
を
事
実

上
閉
ざ
す
結
果
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
党
の
指
導
者
ヒ
ト
ラ
ー
が
、
人
種
主

義
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
全
面
的
に
展
開
し
て
い
く
。
日
本
で
も
関
東
大
震
災
の
直
後

に
、
朝
鮮
人
を
虐
殺
す
る
事
件
が
起
き
た
。

　

一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
を
経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
世
界
が
奈
落
の
底
へ
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と
転
落
し
て
い
く
の
は
一
九
三
〇
年
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
扱
う
の
が
第
四
章
で
あ

る
。
世
界
恐
慌
は
欧
米
列
強
に
は
打
撃
と
な
る
一
方
、ソ
連
は
そ
の
影
響
を
受
け
ず
、

工
業
生
産
を
順
調
に
伸
ば
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
裏
側
で
は
農
村
経
済
の

恐
る
べ
き
破
綻
か
ら
、
数
百
万
人
に
も
上
る
餓
死
者
を
出
し
て
い
た
と
い
う
。
加
え

て
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
、
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
、
日
中
戦
争
と

世
界
各
地
で
戦
争
が
勃
発
し
、
一
般
市
民
を
無
差
別
に
殺
戮
す
る
戦
争
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
化
も
始
ま
る
。

　

第
五
章
で
は
、主
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
と
冷
戦
の
始
ま
り
が
描
か
れ
る
。

た
だ
日
本
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
真
珠
湾
攻
撃
と
そ
れ
に
続
く
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア

の
宣
戦
布
告
に
関
し
て
、「
日
独
伊
三
国
同
盟
に
も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ

ア
は
ア
メ
リ
カ
に
宣
戦
布
告
し
た
」（
一
五
五
頁
）
と
あ
る
の
は
、
や
や
誤
解
を
招

く
表
現
だ
。
加
藤
陽
子
が
三
国
同
盟
の
条
文
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う

に（
2
（

、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
は
三
国
同
盟
を
結
ん
で
い
た
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
宣
戦
布

告
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
攻
撃
し
て
こ
な
い
限
り
、
三
国
に
よ
る

武
力
行
使
も
含
め
た
援
助
義
務
は
発
生
し
な
い
か
ら
だ
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
ア
メ
リ
カ
に

宣
戦
布
告
し
た
理
由
は
、
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
本
書
で
は
「
ソ
連
の
参
戦
と
二
都
市
へ
の
原
爆
投
下
を
受
け
て
、
日
本
政
府

は
一
四
日
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
降
伏
し
た
」（
一
六
八
頁
）
と
あ
る
。
山

川
出
版
社
の
高
校
歴
史
教
科
書
で
も
、日
本
が
降
伏
し
た
日
と
し
て
、『
詳
説
世
界
史
』

が
八
月
一
四
日
、『
詳
説
日
本
史
』
が
九
月
二
日
（
戦
艦
ミ
ズ
ー
リ
号
上
で
日
本
が

降
伏
文
書
に
調
印
し
た
日
）
と
割
れ
て
い
る
の
は
結
構
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は

八
月
一
四
日
説
を
採
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
佐
藤
卓
己
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
に
、多
く
の
国
で
は
対
日
戦
勝
記
念
日
が
九
月
二
日
（
ま
た
は
三
日
）
で
あ
り
、

外
国
の
教
科
書
の
大
半
は
九
月
二
日
に
日
本
が
無
条
件
降
伏
し
た
と
記
述
し
て
い

る（
3
（

。
ち
な
み
に
評
者
の
手
元
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
中
等
段
階
II
の
歴
史

教
科
書
を
見
て
み
よ
う
。
日
本
が
終
戦
に
至
る
く
だ
り
は
、
こ
う
だ
。「
ア
メ
リ
カ

が
八
月
六
日
と
九
日
に
広
島
と
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
後
、
日
本
が
一
九
四
五
年

九
月
二
日
に
降
伏
し
て
や
っ
と
、
ア
ジ
ア
で
は
戦
争
が
終
わ
っ
た（

4
（

」。
別
に
世
界
標

準
に
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
が
、八
月
一
四
日
か
ら
一
五
日
未
明
に
か
け
て
秋
田
市
、

小
田
原
市
、
高
崎
市
、
熊
谷
市
、
伊
勢
崎
市
な
ど
五
都
市
で
死
者
三
七
六
人
、
負
傷

者
三
二
三
一
人
を
出
す
米
軍
に
よ
る
空
襲
が
あ
っ
た
こ
と
、
日
ソ
戦
争
が
八
月
い
っ

ぱ
い
続
い
た
こ
と
な
ど
を
見
る
と
、
八
月
一
四
日
に
終
戦
と
見
る
の
は
や
や
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

第
六
章
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
朝
鮮
戦
争
を
皮
切
り
に
核

戦
争
の
危
機
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
一
方
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
グ
ロ

ー
バ
ル
な
反
核
平
和
運
動
が
盛
り
上
が
っ
て
い
く
。
著
者
は
こ
の
時
代
を
「
ア
メ
リ

カ
化
」
と
「
脱
ア
メ
リ
カ
化
」
で
説
明
す
る
。
冷
蔵
庫
や
洗
濯
機
と
い
っ
た
電
化
製

品
や
自
動
車
の
あ
る
豊
か
な
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
が
世
界
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な

っ
て
い
く
の
が
前
者
で
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
に
代
表
さ
れ

る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
の
左
翼
政
権
の
成
立
と
自
立
化
、
イ
ラ
ク
革
命
の
よ
う

な
中
東
で
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
勢
力
拡
大
、
日
本
の
内
灘
や
砂
川
で
の
米
軍
基
地

反
対
闘
争
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
に

代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
動
き
で
す
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
立
化
、
脱
ア
メ

リ
カ
化
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
（
二
〇
三
頁
）。

　

第
七
章
で
は
、
近
年
「
一
九
六
〇
年
代
」「
一
九
六
八
年
」
と
、
特
別
な
意
味
合

い
を
持
た
せ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
一
九
六
〇
年
代
が
描
か
れ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
学
生
運
動
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、
公
民
権
運
動
、
中
国
の
文
化
大
革
命
な

ど
、
若
者
や
学
生
に
よ
る
体
制
へ
の
異
議
申
し
立
て
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
て
い

っ
た
時
代
で
あ
る
。
特
に
現
行
の
世
界
史
教
科
書
で
は
必
ず
し
も
多
く
の
頁
が
割
か

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
一
九
六
八
年
」
に
関
し
、
本
書
で
は
一
節
を
設
け
て
、
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大
学
紛
争
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
か
ら
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
ま
で
、
詳
し
く

述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
た
い
。
た
だ
「
べ
兵
連
」（
二
四
八
頁
、

二
五
七
頁
）
は
「
べ
平
連
」
の
、「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
」（
二
五
七
頁
）
は
「
キ

リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
（
校
正
時
追
記
：
こ
れ
ら
の
点

は
第
二
版
に
て
修
正
さ
れ
た
）。

　

第
八
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
が
扱
わ
れ
る
。
六
〇
年
代
に
発
生
し
た
グ
ロ
ー
バ

ル
な
市
民
運
動
が
、
世
界
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
転
換
期
と
言
え
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
と
中
国
の
文
化
大
革
命
は
終
焉
を
迎
え
る
一
方
、
西
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
「
過
去

の
克
服
」
が
始
ま
っ
た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
を
訪
問
し
た
西
ド
イ
ツ
の
ブ
ラ
ン
ト
首
相
は

ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
記
念
碑
の
前
で
ひ
ざ
ま
ず
き
、
日
本
は
日
中
国
交
正
常
化
に
伴
う

日
中
共
同
声
明
で
戦
争
責
任
を
認
め
て
謝
罪
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
西
ド
イ
ツ

で
は
「
六
八
年
運
動
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ナ
チ
の
過
去
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
市

民
意
識
な
ど
が
あ
っ
て
こ
そ
と
著
者
は
指
摘
す
る
（
二
七
一
頁
）。

　

第
九
章
は
、
冷
戦
が
終
焉
を
迎
え
る
一
九
八
〇
年
代
を
描
く
。
自
由
と
民
主
主
義

を
渇
望
す
る
人
々
が
、
世
界
を
変
え
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
、

韓
国
、
チ
リ
と
東
ア
ジ
ア
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
の
民
主
化
が
先
行
し
、
ソ
連
の
ゴ

ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
に
も
助
け
ら
れ
て
、
東
欧
の
民
主
化
が
こ

れ
に
続
い
た
。
八
九
年
一
一
月
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
一
二
月
に
は
マ
ル
タ

会
談
で
米
ソ
首
脳
が
「
冷
戦
の
終
結
」
を
宣
言
す
る
に
至
る
。

　

最
後
の
第
十
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。「
冷
戦
の
終
結
」

を
受
け
て
、
世
界
で
和
解
ム
ー
ド
が
巻
き
起
こ
る
中
、
九
一
年
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
和
平

協
定
を
受
け
て
、
同
国
の
内
戦
は
終
焉
に
向
か
い
、
九
三
年
の
オ
ス
ロ
合
意
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
中
東
和
平
も
進
展
を
見
せ
た
。
一
方
で
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
ル
ワ

ン
ダ
で
内
戦
が
勃
発
し
、悲
惨
な
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
起
き
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

著
者
は
「
一
九
八
〇
年
代
が
民
主
化
に
よ
る
希
望
の
時
代
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

一
九
九
〇
年
代
は
明
る
い
未
来
の
予
測
が
裏
切
ら
れ
、
世
界
が
内
戦
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
に
よ
っ
て
血
塗
ら
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
だ
っ
た
」
と
総
括
す
る
（
三
三
九
頁
）。

　

エ
ピ
ロ
ー
グ
は
、
二
一
世
紀
の
幕
開
け
で
あ
る
。
九
・
一
一
の
同
時
多
発
テ
ロ
と

多
国
籍
軍
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
、
イ
ラ
ク
戦
争
と
フ
セ
イ
ン
政
権
打
倒
、

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
や
ア
メ
リ
カ
で
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
誕
生
な
ど
が
素
描
さ

れ
、「
人
類
は
進
歩
す
る
の
か
？
」
と
著
者
は
問
う
。

              

３

　 　

高
校
歴
史
教
科
書
の
知
識
を
ベ
ー
ス
に
、
二
〇
世
紀
の
世
界
史
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試
み
で
描
く
本
書
の
試
み
は
、十
分
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

著
者
に
よ
る
と
、
世
界
史
Ａ
・
Ｂ
だ
け
で
な
く
、
日
本
史
Ａ
・
Ｂ
の
教
科
書
に
も
か

な
り
目
を
通
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
の
な
か
に
落
と
し
込
ん
だ
と
い
う
。
例
え
ば

本
書
で
は
一
九
五
〇
年
代
を
ア
メ
リ
カ
化
と
脱
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
矛
盾
し
た
二
つ

の
方
向
性
を
持
つ
時
代
と
捉
え
、
後
者
の
例
と
し
て
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
興
隆
と
エ

ジ
プ
ト
革
命
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
と
共
に
、
日
本
で
の
内
灘
や
砂
川
に
お
け
る
米
軍
基

地
撤
去
を
求
め
る
闘
争
を
挙
げ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
基
地
反
対
闘
争
の
結

果
、
日
本
本
土
の
米
軍
基
地
は
徐
々
に
削
減
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
基
地
が
沖
縄
に
移

転
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
現
在
ま
で
続
く
沖
縄
の
基
地
負
担
の
し
わ
寄
せ
が

進
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
著
者
は
言
及
を
忘
れ
な
い
（
二
一
六
頁
）。

　

一
方
、
高
校
歴
史
教
科
書
を
ベ
ー
ス
に
し
た
本
書
の
課
題
と
し
て
二
点
挙
げ
て
お

き
た
い
。
一
点
目
は
、
教
科
書
の
タ
テ
の
比
較
に
も
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
系
列
上
の
記
述
の
変
化
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う

に
、
山
川
の
『
詳
説
世
界
史
』
で
も
時
代
に
よ
っ
て
記
述
が
変
化
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
学
説
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
点
で
著
者
は
、
前
著
『
教
養
の
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グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
で
は
、
ジ
ャ
ワ
島
で
の
「
強
制
栽
培
制
度
」
に
つ
い

て
、
教
科
書
の
記
述
の
変
化
を
指
摘
し
て
お
り
、
評
者
も
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
同
制
度
は
一
九
世
紀
に
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
が
、
コ
ー
ヒ
ー
や
サ
ト
ウ

キ
ビ
な
ど
の
商
品
作
物
を
強
制
的
に
住
民
に
栽
培
さ
せ
る
悪
名
高
い
も
の
と
さ
れ
て

き
た
が
、
最
近
の
教
科
書
で
は
、
必
ず
し
も
ジ
ャ
ワ
島
民
に
と
っ
て
過
酷
な
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
栽
培
賃
金
が
農
村
を
う
る
お
し
た
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
点
を
挙
げ
、「
強
制
栽
培
制
度
」
と
い
う
言
い
方
も
、
最
近
で
は
「
政
府
栽
培
制

度
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
表
現
が
採
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
う
い
う
学
説
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
教
科
書
の
記
述
の
変
遷
が
、
本
書
で
も

盛
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
と
思
う
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
点
目
は
、
教
科
書
間
の
ヨ
コ
の
比
較
に
も
触
れ
て
は
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
基
本
的
に
は
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
各
社
の
教
科
書
間
に
は
結

構
、
記
述
に
違
い
も
あ
る
。
例
え
ば
義
和
団
事
件
の
所
で
出
て
く
る
清
の
西
太
后
の

記
述
を
見
て
み
よ
う
。
山
川
出
版
社
の
『
高
校
世
界
史
Ｂ
』（
改
訂
版
、
二
〇
一
九

年
）
で
は
、「
そ
の
ぜ
い
た
く
ぶ
り
は
有
名
で
、
戦
艦
十
数
隻
分
の
予
算
を
み
ず
か

ら
の
宮
殿
の
再
建
費
用
に
流
用
し
た
。
死
後
お
く
ら
れ
た
名
称
は
、
歴
代
皇
帝
で
す

ら
19
字
前
後
で
あ
る
の
に
、
彼
女
は
25
字
も
あ
り
最
長
で
あ
る
」（
二
〇
一
頁
）
と
、

西
太
后
が
稀
代
の
悪
女
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
東
京
書
籍

の
『
新
選　

世
界
史
Ｂ
』（
二
〇
二
〇
年
）
で
は
、「
李
鴻
章
な
ど
漢
人
出
身
の
洋
務

派
官
僚
を
登
用
し
、
み
ず
か
ら
も
政
治
改
革
に
取
り
組
む
な
ど
先
見
の
明
を
も
っ
て

い
た
」（
一
九
六
頁
）
と
彼
女
の
巧
み
な
政
治
力
を
評
価
す
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
教
科
書
間
で
評
価
が
異
な
る
記
述
を
取
り
上
げ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
学

説
の
違
い
な
ど
に
も
踏
み
込
ん
で
い
れ
ば
と
思
わ
さ
れ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
本
書
を
通
読
す
る
と
二
〇
世
紀
と
そ
れ
に
連
な
る
現
在
は
、
戦

争
と
テ
ロ
の
時
代
だ
っ
た
と
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
冷
戦
が
終
わ
っ
た
と
思

っ
た
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
ル
ワ
ン
ダ
の
内
戦
、
そ
れ
に
伴
う
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、

九
・
一
一
の
同
時
多
発
テ
ロ
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
…
…
。
読
み
進
め
る
う
ち
に
、

だ
ん
だ
ん
気
持
ち
が
暗
く
な
っ
て
く
る
ほ
ど
だ
。
そ
れ
で
も
著
者
は
エ
ピ
ロ
ー
グ

で
「
二
〇
世
紀
の
人
類
史
を
み
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
紆
余
曲
折
し
つ
つ
も
そ
う

し
た
困
難
を
で
き
る
か
ぎ
り
回
避
し
な
が
ら
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
で
き

る
」（
三
四
六
頁
）
と
記
し
て
、
将
来
に
一
縷
の
光
を
見
て
い
る
。
評
者
も
同
感
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
教
育
に
関
し
て
は
、
本
年
度
（
二
〇
二
二
年
度
）
か
ら
高

校
で
は
近
現
代
史
中
心
の
「
歴
史
総
合
」
が
新
科
目
と
し
て
創
設
さ
れ
、
必
修
化
さ

れ
た
が
、
本
書
は
そ
の
参
考
書
と
し
て
も
ぴ
っ
た
り
で
あ
ろ
う
。
近
現
代
の
歴
史
研

究
者
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
高
校
や
大
学
で
歴
史
教
育
に
関
わ
っ
て
い
る
教
員
に

こ
そ
、
本
書
を
薦
め
た
い
。

     

注

  （
１
） 

『
角
川
世
界
史
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
三
頁
。
同
項
目
の

執
筆
は
永
原
陽
子
。

  （
2
） 

加
藤
陽
子
『
戦
争
ま
で

―
歴
史
を
決
め
た
交
渉
と
日
本
の
失
敗
』
朝
日
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
、
二
〇
六
頁
。

  （
３
） 

佐
藤
卓
己
『
増
補 

八
月
十
五
日
の
神
話

―
終
戦
記
念
日
の
メ
デ
ィ
ア
学
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
九
頁
。

  （
４
） Sekundarstufe II. Schülerbuch (G

rundw
issen G

eschichte), C
ornelsen Verlag, 

2017, S. 189.

 （
に
し
だ　

ま
こ
と
・
奈
良
教
育
大
学
教
授
）
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二
〇
二
一
年
度
例
会
一
覧

四
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
四
月
二
五
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
北
村
厚
（
神
戸
学
院
大
学
准
教
授
）　

　
　
　
　
　
「
独
墺
関
税
同
盟
計
画
そ
の
後 
―
― 

ヴ
ァ
イ
マ
ル
外
交
か
ら
ナ
チ
外
交
へ 

―
―
」

　
　
　

報
告
：
姫
岡
と
し
子
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

六
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
六
月
二
七
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　

報
告
：
山
岸
智
弘
（
京
都
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
看
護
師
の
雇
用
と
労
働
条
件
」

　
　
　

報
告
：
藤
原
星
汰
（
広
島
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
「
東
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ハ
・
ミ
ッ
ト
運
動
か
ら
見
え
る
S
E
D
の
「
自
発
性
」
論
」

一
〇
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

書
評
：
大
津
留
厚
『
さ
ま
よ
え
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
―
― 

捕
虜
た
ち
が
見
た
帝
国
の
崩
壊
―
―
』

　
　
　
　
　
　
（
岩
波
書
店
、
二
◯
二
一
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
野
村
真
理
（
金
沢
大
学
名
誉
教
授
） 

                  

著
者
リ
プ
ラ
イ
：
大
津
留
厚
（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　

書
評
：
北
村
陽
子
『
戦
争
障
害
者
の
社
会
史
―
―
（0
世
紀
ド
イ
ツ
の
経
験
と
福
祉
国
家
―
―
』

　
　
　
　
　
　
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
◯
二
一
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
林
田
敏
子
（
奈
良
女
子
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　

著
者
リ
プ
ラ
イ
：
北
村
陽
子
（
名
古
屋
大
学
准
教
授
）

一
二
月
例
会
（
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
六
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ド
イ
ツ
帝
国
成
立
一
五
◯
年
」　

　
　
　

書
評
：
南
直
人
・
谷
口
健
治
・
北
村
昌
史
・
進
藤
修
一
編
著
『
は
じ
め
て
学
ぶ
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　

の
歴
史
と
文
化
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
◯
二
◯
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
小
原
淳
（
早
稲
田
大
学
教
授
）

　
　
　

書
評
：
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
『
時
間
と
権
力
―
―
三
十
年
戦
争
か
ら
第
三
帝
国
ま 

で    

             　
　
　

―
―
』 （
小
原
淳
・
齋
藤
敬
之
・
前
川
陽
祐
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
◯
二
一
年
）

　
　
　
　
　

評
者
：
北
村
昌
史
（
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

　
　
　
　

   

コ
メ
ン
ト
：
近
代
フ
ラ
ン
ス
史
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
の
立
場
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
口
良
生
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
元
健
之
（
福
岡
大
学
講
師
）

　
　
　
　
　

リ
プ
ラ
イ
：
評
者
ほ
か
、
各
執
筆
者
（
進
藤
修
一
、
爲
政
雅
代
、
森
本
慶
太
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
永
耕
人
、
前
川
陽
祐
、
齋
藤
敬
之
、
前
田
充
洋
）

二
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
二
月
二
◯
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
福
永
耕
人
（
大
阪
大
学
大
学
院
）

「
一
九
五
◯–

七
◯
年
代
の
ド
イ
ツ
連
邦
軍
に
お
け
る
新
た
な
軍
隊
像
の
形
成

      

―
―
ヴ
ォ
ル
フ
・
グ
ラ
ー
フ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ウ
デ
ィ
ッ
シ
ン
の
軍
事
思
想
を
中
心
に
―
―
」

　
　
　

報
告
：
中
村
綾
乃
（
大
阪
大
学
大
学
院
准
教
授
）

　
　
　
　
　
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ゾ
ル
フ
と
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

三
月
例
会
（
二
〇
二
二
年
三
月
二
七
日
（
日
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
））

　
　
　

報
告
：
園
山
雅
康
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
）

「
一
七
世
紀
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
週
刊
新
聞
に
み
る
地
理
的
範
囲
の
広
が

り 

―
―
『
レ
ラ
ツ
ィ
オ
ン
』
紙
と
『
ア
ビ
ゾ
』
紙
の
記
事
分
析
を
通
じ
て
―
―
」

　
　
　

報
告
：
冨
岡
昇
平
（
東
京
大
学
大
学
院
）

　
　
　
　
　
「
一
九
八
〇
年
代
の
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
会
系
環
境
運
動
と
「
市
民
参
加
」

　
　
　
　
　

  

―
― 
請
願
活
動
に
着
目
し
て 

―
―
」

例会一覧
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す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
審
議
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
メ
ー
ル
審
議
に
参
加
す
る
も
の
は
、
本
会
の
会
員
の
う
ち
本
会
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ

ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
参
加
者
か
ら
の
回
答
の
う
ち
棄
権
を
除
い
た
も
の

を
有
効
回
答
と
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
有
効
回
答
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な

る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
（
条 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
編
集
は
、
編
集
委
員
会
が
行
な
う
。
編
集
委
員
会
は
六
名
か
ら
な
り
、
総
会

で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。

第
（0
条 

本
会
は
会
計
監
査
を
一
名
お
く
。
会
計
監
査
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
（（
条 

本
会
の
本
部
は
、
総
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
所
に
お
き
、
本
会
の
口
座
管
理
責
任
者

は
、
事
務
局
の
会
計
担
当
と
す
る
。

第
（（
条 

本
会
の
規
約
改
正
は
、
総
会
に
参
加
し
た
会
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

会
員
及
び
会
費
に
関
す
る
規
定

（
（
） 

本
会
の
会
費
は
年
額
、
一
般
会
員
四
〇
〇
〇
円
、
学
生
会
員
二
〇
〇
〇
円
、
通
信
会
員

二
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

（
（
）  

一
般
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
専
任
教
員
、
任
期
付
教
員
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究

員
（
Ｐ
Ｄ
）、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
、
定
年
退
職
し
た
元
教
員
、
お
よ
び
事
務
局
が
承
認
し
た
者
と

す
る
。
一
般
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受

け
る
。

（
（
）  

学
生
会
員
は
、
大
学
・
大
学
院
の
学
籍
を
有
す
る
者
、
非
常
勤
の
教
員
・
研
究
員
、
お
よ
び

事
務
局
が
承
認
し
た
者
と
す
る
。
学
生
会
員
は
、
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配
布
を
受
け
る
。

（
（
） 
通
信
会
員
は
、
事
情
に
よ
り
本
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
の
配

布
の
み
を
受
け
る
者
と
す
る
。

（
（
） 

一
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
り
在
外
研
究
な
い
し
留
学
す
る
会
員
は
、
当
該
年
度
の
会
費
を
免

除
さ
れ
る
。
免
除
を
希
望
す
る
者
は
、
在
外
期
間
を
本
会
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
と
す

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
規
約

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
（
条 

本
会
の
名
称
は
、「
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
」
と
称
す
る
。

第
（
条 

本
会
は
、
歴
史
学
の
各
分
野
お
よ
び
隣
接
諸
科
学
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ

び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
深
化
を
め
ざ
す
。

第
（
条 

本
会
は
、
研
究
例
会
、
研
究
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
発
行
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
に
沿
う
活
動
を

行
な
う
。 

第
（
条 

本
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
三
月
三
一
日
に
終
わ
る
。

第
（
条 

本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
も
の
は
、
本
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
会
の
会
員
は
、
一
般
会
員
、
学
生
会
員
、
通
信
会
員
か
ら
な
る
。

第
６
条 

本
会
は
、
事
業
年
度
初
め
に
総
会
を
開
き
、
年
度
の
方
針
と
課
題
を
定
め
、
決
算
と
予
算
お

よ
び
、
そ
の
他
本
会
の
運
営
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。
そ
の
議
案
は
前
年
度
事

務
局
が
用
意
す
る
。
議
案
の
可
決
に
は
、
総
会
参
加
者
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
と
な

る
。
可
否
同
数
の
場
合
は
前
年
度
代
表
の
判
断
に
よ
る
。

第
（
条 

本
会
の
運
営
は
、
事
務
局
が
行
な
う
。
事
務
局
は
、
代
表
、
事
務
局
長
、
編
集
担
当
、
通
信

担
当
、
会
計
担
当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
例
会
・
総
会
開
催
お
よ
び
会
計
の
任
に
あ
た
る
。

事
務
局
は
総
会
で
選
出
さ
れ
、
任
期
を
一
年
と
す
る
。

第
8
条 

事
務
局
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
時
間
的
余
裕
が
少
な
く
、
総
会
を
待
た
ず
に
議
決

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
九
日
、
臨
時
総
会
に
て
承
認

二
〇
〇
五
年
三
月
二
七
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
八
年
二
月
二
四
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
〇
九
年
四
月
二
六
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
二
年
四
月
一
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
、
臨
時
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
一
年
四
月
二
五
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認

二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
、
総
会
に
て
改
定
承
認
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す
る
。
原
稿
は
、
所
定
の
執
筆
要
領
に
し
た
が
っ
て
、
必
ず
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま

た
は
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
で
作
成
す
る
。
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
稿
の
種
類
、
題
名
、
氏

名
、
所
属
、
連
絡
先
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
原
稿
の
総
字
数
を
記
し
た
表
題
紙
を
添
付
す
る
。

（
（
） 

掲
載
を
認
め
る
か
否
か
は
、
二
ヶ
月
程
度
を
め
ど
に
回
答
す
る
。
論
文
の
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
投
稿
者
は
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
完
成
原
稿
一
部
と
内
容
の
デ
ー
タ

を
、
指
定
し
た
期
日
ま
で
に
本
会
事
務
局(doitsugendaishiken@

gm
ail.com

)

に
提
出
す

る
。
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
画
像

の
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
（.jpg

）
の
デ
ー
タ
を
添
付
す
る
。

（
（
） 

掲
載
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
投
稿
者
に
は
再
投
稿
の
機
会
を
認
め
る
。
三
月
三
一
日
ま
で
に

そ
の
旨
を
本
会
事
務
局(doitsugendaishiken@

gm
ail.com

)

に
連
絡
し
た
上
で
、
審
査

用
原
稿
を
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
五
月
三
一
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に

て
本
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、（
５
）
に
準
じ
る
。

（
（
） 

編
集
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
一
度
提
出
さ
れ
た
完
成
原
稿
の
撤
回
、
差

し
替
え
、
書
き
直
し
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
掲
載
の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
稿
の
返
却
は

行
わ
な
い
。

執
筆
要
領

（
（
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
の
分
量
は
、
本
文
・
注
・
図
表
等
を
合
計
し
て
、
全
角
で

二
万
字
以
内
と
す
る
。
研
究
ノ
ー
ト
お
よ
び
研
究
動
向
の
分
量
は
、
全
角
で
一
万
四
〇
〇
〇

字
、
書
評
と
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
の
分
量
は
、
全
角
で
六
〇
〇
〇
字
以
内
と
す
る
。

（
（
） 

原
稿
の
デ
ー
タ
の
形
式
は
、
原
則
と
し
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
形
式
（.pdf

）
と
す
る
。
た
だ

し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
・
ワ
ー
ド
形
式
（.doc

）、
も
し
く
は
リ
ッ

チ
テ
キ
ス
ト
形
式
（.rtf

）
で
も
か
ま
わ
な
い
。

（
（
） 

原
稿
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
原
則
を
以
下
の
通
り
と
す
る
。

　
　

① 

原
稿
は
横
書
き
ま
た
は
縦
書
き
と
し
、
用
紙
を
Ａ
４
で
設
定
し
、
一
頁
あ
た
り
四
二
字
×

三
六
行
と
す
る
。

る
。

（
（
） 
事
務
局
担
当
者
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

（
（
） 
会
員
は
、
任
意
に
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
退
会
を
希
望
す
る
者
は
そ
の
旨
を
、
事
業
年

度
末
ま
で
に
、
本
会
事
務
局
に
連
絡
す
る
。
な
お
、
会
費
を
三
年
滞
納
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
。

編
集
に
関
す
る
規
定

（
（
） 

本
会
は
、
編
集
委
員
会
の
編
集
に
も
と
づ
き
、『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
を
年
一
回
定
期
発
行
す
る
。

（
（
） 

本
誌
は
、
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
研
究
動
向
、
書
評
、
本
会
活
動
報
告
そ
の
他
か
ら
構
成
さ

れ
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ
び
そ
の
近
隣
・
関
連
地
域
の
近
現
代
史
研
究
の
発
表
に
あ
て
る
。

（
（
） 

本
誌
の
掲
載
原
稿
は
、
投
稿
原
稿
と
依
頼
原
稿
と
か
ら
な
る
。

（
（
） 

投
稿
原
稿
は
、
投
稿
に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

（
（
） 

原
稿
の
掲
載
は
、
編
集
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
。
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
編
集
委
員
会
は
原
稿

の
修
正
を
も
と
め
る
場
合
が
あ
る
。

（
6
） 

原
稿
の
執
筆
者
は
、
本
会
が
掲
載
原
稿
の
デ
ー
タ
を
無
償
公
開
・
配
布
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
。。

投
稿
に
関
す
る
規
定

　
　（

（
） 

『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
に
発
表
す
る
論
文
等
は
、
い
ず
れ
も
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
学

会
・
研
究
会
等
で
口
頭
で
発
表
し
た
も
の
を
除
く
。

（
（
）  

投
稿
資
格
は
、
本
会
の
一
般
会
員
ま
た
は
学
生
会
員
で
、
所
定
の
会
費
を
納
め
た
者
に
限
る
。

（
（
） 

投
稿
を
希
望
す
る
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局
に
そ
の
旨

（
①
名
前
・
②
所
属
・
③
原
稿
の
種
類
・
④
タ
イ
ト
ル
）
を
連
絡
す
る
。

（
（
） 

投
稿
者
は
、
審
査
用
の
原
稿
を
、
可
能
な
限
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
、
一
一
月
三
〇
日

ま
で
に
、
電
子
メ
ー
ル
に
て
本
会
事
務
局(doitsugendaishiken@

gm
ail.com

)

に
提
出
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② 

章
に
は
全
角
数
字
で
「
１　

見
出
し
」
と
番
号
を
つ
け
る
。「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」

に
も
必
ず
番
号
を
つ
け
る
。
番
号
の
後
に
は
全
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

　
　

③ 
本
文
で
は
数
字
は
原
則
と
し
て
漢
数
字
を
用
い
、
半
角
の
算
用
数
字
は
用
い
な
い
。
桁
数
の

大
き
な
数
字
に
つ
い
て
は
「
一
〇
億
五
〇
〇
〇
万
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
が
、
図
表
等
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　

④ 

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
半
角
数
字+

上
付
き
文
字
で
「（
１
）」「（
２
）」
と
通
し
番
号

を
付
し
、
後
注
で
半
角
数
字
で
「（
（
）」「（
（
）」
と
番
号
を
表
記
し
た
後
に
注
の
内
容
を
記

す
。（
例
） 「
…
…
が
明
ら
か
に
な
っ
た（

（
（

。」「（
（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
…
…
を
参
照
。」

　
　

⑤ 

参
照
文
献
を
注
等
で
挙
げ
る
際
は
、
著
者
名
、
題
名
、
出
版
社
（
ま
た
は
出
版
地
）、
発
行
年

の
順
に
記
述
す
る
こ
と
。
和
文
書
名
は
『 

』、
和
文
論
文
名
は
「 

」、
欧
文
論
文
名
は“ ”

ま

た
は„ “

で
囲
む
こ
と
。
欧
文
書
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
す
る
か
、
下
線
を
引
く
こ
と
。
和
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
全
角
の
読
点
を
用
い
、
最
後
に
句
点
を
う
つ
。
欧
文

文
献
の
場
合
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ

リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑥ 

論
文
以
外
の
場
合
に
は
、
本
文
の
後
に
文
献
リ
ス
ト
を
置
き
、
文
中
で
「（
著
者
名 

発
行

年
：
ペ
ー
ジ
数
）」
と
い
う
形
式
で
文
献
を
指
示
す
る
方
法
を
認
め
る
。
そ
の
場
合
、
著
者
名

と
発
行
年
の
間
、
お
よ
び
コ
ロ
ン
の
後
に
は
、
半
角
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。
文
献
リ
ス
ト
で

は
、
和
文
・
欧
文
文
献
を
一
括
し
、
文
献
を
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
る
。
同

じ
著
者
の
文
献
を
複
数
挙
げ
る
場
合
、
二
点
目
以
降
は
著
者
名
の
か
わ
り
に
四
字
分
の
ダ
ッ

シ
ュ
を
用
い
る
。
和
文
・
欧
文
文
献
と
も
に
、
項
目
間
の
区
切
り
に
は
半
角
コ
ン
マ+

半
角

ス
ペ
ー
ス
を
用
い
、
最
後
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
。

　
　

⑦ 

図
表
等
は
別
紙
に
書
き
、
挿
入
箇
所
お
よ
び
大
き
さ
を
指
定
す
る
。
本
文
に
埋
め
込
ん
だ
状

態
で
投
稿
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
図
版
を
掲
載
す
る
際
に
生
じ
る
著
作
権
の
問
題
は
、
投
稿

者
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
。

　
　

⑧ 

体
裁
の
統
一
を
は
か
る
た
め
、
編
集
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
原
稿
に
修
正
を
施
す
場
合
が

あ
る
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
か
ら
の
お
願
い

　

以
下
の
場
合
に
は
、
研
究
会
事
務
局
へ
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

・
ご
住
所
・
ご
所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

・
例
会
案
内
等
、
研
究
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
場
合

・
本
誌
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
が
届
か
な
い
場
合

入
会
の
ご
案
内

　

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
「
規
約
」
を
お
読
み
い
た
だ

い
た
上
で
、「
会
員
登
録
用
紙
」（
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
研
究
会

事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
添
付
フ
ァ
イ
ル
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
折
り
返
し
、
通
信

担
当
か
ら
連
絡
を
差
し
上
げ
ま
す
。

退
会
を
ご
希
望
の
場
合

　

退
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
、
あ
る
い
は
当
該

年
度
の
事
務
局
員
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

各
種
書
類
の
発
行
に
つ
い
て

　

転
載
許
可
証
や
掲
載
証
明
書
な
ど
書
類
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
：https://dogenken.w

eb.fc2.com
/

ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
事
務
局
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：doitsugendaishiken@

gm
ail.com





第
15
号

２
０
２
２
年
４
月
３
０
日
発
行

　

▼
編
集
委
員

　
　

北
村
昌
史
（
大
阪
公
立
大
学
）

　
　

服
部
伸
（
同
志
社
大
学
）

　
　

田
野
大
輔
（
甲
南
大
学
）

　
　

中
野
智
世
（
成
城
大
学
）

　
　

近
藤
正
基
（
京
都
大
学
）

　
　

西
田
慎
（
奈
良
教
育
大
学
）

　

▼
編
集
実
務　

　
　

田
中
直
（
立
命
館
大
学
ほ
か
・
非
常
勤
）

　

▼
編
集
発
行

　
　
ド
イ
ツ
現
代
史
研
究
会
（
代
表
・
大
津
留
厚
）

　
　

〒
６
０
２
‐
８
５
８
０

　
　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

　
　

同
志
社
大
学
文
学
部　

服
部
伸
研
究
室
内

　

▼
印
刷

　
　
株
式
会
社
オ
ー
エ
ム

▼
編
集
後
記

▽
今
号
に
は
、
二
〇
二
〇
年
の
ド
イ
ツ
現
代
史
学
会
で
行
わ
れ
た
歴
史
教
育
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、「
特
集
」
と

し
て
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
書
評
も
歴
史
教
育
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　

歴
史
研
究
の
場
で
教
育
を
論
じ
る
と
い
う
点
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
前
の
勤
務
先
の
新
潟
大
学
で
二
〇
〇
七

年
に
開
催
し
た
日
本
西
洋
史
学
会
の
歴
史
教
育
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
所
属
し
て
い
た
教
育
人
間
科
学
部
の

社
会
科
教
育
の
宮
薗
衛
先
生
と
児
玉
康
弘
先
生
が
、
歴
史
教
育
を
土
台
に
社
会
科
教
育
を
研
究
し
て
お
ら
れ
た
の

で
、
学
会
開
催
を
機
会
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
組
織
を
お
願
い
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
大
学
史
学
科
の
教
員
、
社
会
科
教
育
の
教
員
、
そ
し
て
高
校
の
教
員
と
、
歴
史
教
育
に

取
り
組
む
多
彩
な
人
材
が
報
告
し
、
結
果
と
し
て
当
時
の
歴
史
教
育
に
伴
う
様
々
な
問
題
群
が
明
確
に
な
っ
た
。

　

現
在
、
歴
史
総
合
の
導
入
に
よ
り
歴
史
教
育
に
関
わ
る
問
題
群
の
う
ち
、
研
究
と
学
校
教
育
の
接
合
に
焦
点
が

合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
、
西
洋
史
研
究
の
研
究
成
果
を
も
と
に
高
校
の
世
界
史
の
授
業
を
実
践
的
に

組
み
立
て
、
そ
の
成
果
を
『
中
等
歴
史
教
育
内
容
開
発
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
児
玉
先
生
に
、
お
話
を
う
か
が
い
た
い
。
だ
が
、
先
生
は
二
〇
一
六
年
に
兵
庫
教
育
大
学
在
職
中
に
亡
く
な

ら
れ
た
。
先
生
の
ご
著
書
や
論
文
を
、
歴
史
総
合
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
改
め
て
読
ん
で
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
村
昌
史
）

▽
学
会
誌
の
編
集
と
い
う
初
め
て
の
慣
れ
な
い
作
業
で
し
た
が
、
編
集
委
員
や
執
筆
者
の
皆
さ
ん
の
優
し
さ
と
忍

耐
強
さ
、
そ
し
て
的
確
な
ご
指
摘
と
ご
協
力
に
よ
り
、
何
と
か
こ
の
一
五
号
を
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
『
ゲ
シ
ヒ
テ
』
が
初
め
て
発
行
さ
れ
た
の
は
二
◯
◯
八
年
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
、
修
士
課
程
の

真
っ
只
中
に
お
り
、
ド
イ
ツ
「
現
代
史
」
の
専
門
家
の
方
々
に
よ
る
論
考
や
書
評
で
構
成
さ
れ
た
本
誌
か
ら
大
い

に
刺
激
を
受
け
た
の
を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
五
年
。
こ
の
号
に
は
八
編
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
ど
れ
も
時
勢
に
適
っ
た
、
学
術
的
価
値
の
高
い
、
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、

一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
研
究
者
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
後
、
研
究
者
と
し
て
歩
ん
で
い
か
れ
る
で
あ
ろ

う
若
い
方
々
に
も
大
い
に
読
ま
れ
、
良
い
刺
激
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 　
　
　
　
　
　
（
田
中
直
）

ゲ 

シ 

ヒ 

テ


